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説

5

小
括
l
|
|
住
宅
賃
貸
借
の
法
構
造
の
特
質

二
第
二
帝
政
期
の
都
市
改
造
事
業
と
賃
貸
不
動
産
市
場

三
第
二
帝
政
期
の
高
家
賃
問
題
と
制
度
改
革
要
求

(
以
上
、
本
号
)

号ム
白岡

は
じ
め
に

(
l
)
 

フ
ラ
ン
ス
住
宅
法
の
史
的
考
察
に
関
す
る
第
一
の
作
業
を
行
な
っ
た
前
稿
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ

き
具
体
的
法
領
域
と
し
て
、
①
非
衛
生
住
宅
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
諸
立
法

(
H
非
衛
生
住
宅
立
法
)
、
②
建
物
賃
貸
借
関
係
に
対
し
て

私
法
レ
ベ
ル
で
の
介
入
を
行
な
う
諸
立
法

(
H
建
物
賃
貸
借
特
別
法
制
)
、
③
そ
し
て
勤
労
者
の
住
要
求
充
足
を
図
る
社
会
住
宅
立
法
(
フ

ラ
ン
ス
で
は
低
廉
住
宅

H
B
M
立
法
と
し
て
展
開
す
る
)

の
三
つ
を
設
定
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
法
領
域
に
お
け
る
法
制
度
展
開
の
相
互
連
関

の
あ
り
方
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
住
宅
法
制
の
構
造
的
特
質
を
捉
え
る
、

と
い
う
視
角
を
提
示
し
た
。
か
か
る
課
題
と
視
角
の
設
定
に

基
づ
い
て
、
前
稿
に
お
い
て
は
、

ま
ず
も
っ
て
主
と
し
て
一
九
世
紀
前
半
期
の
フ
ラ
ン
ス
を
対
象
と
し
つ
つ
、
①
の
領
域
に
お
け
る
問
題
の

展
開
、
す
な
わ
ち
非
衛
生
住
宅
問
題
と
法
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
作
業
を
受
け
て
、
今
度
は
②
の

(2) 

領
域
に
対
象
を
移
し
た
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
時
期
的
に
は
、

一
九
世
紀
の
後
半
期
、

よ
り
具
体
的
に
は
第
二
帝
政
期
が
扱
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
研
究
対
象
を
②
の
領
域
に
移
す
と
い
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
建
物
賃
貸
借
の
領
域
で
の
立
法
的
介
入
が
本
格
的
に
展

関
す
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
一
九
世
紀
の
時
期
に
は
、
こ
の
領
域
で
の
特
別
立
法
の
展
開

ヰヒ法46(3・44)478



は
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
実
現
し
た
の
は
、
並
日
仏
戦
争
を
契
機
と
す
る
家
賃
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
措
置
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て

累
積
し
た
未
払
家
賃
決
済
問
題
に
お
け
る
一
定
の
家
賃
減
免
措
置
で
あ
っ
た
が

(
一
八
七
一
年
四
月
一
一
一
日
の
「
家
賃
に
関
す
る
法
律
」
)
、

こ
れ
は
特
別
の
状
況
の
も
と
で
実
現
し
た
特
別
の
措
置
で
あ
り
、

も
と
も
と
一
般
的
に
存
続
し
う
べ
き
性
格
の
改
革
で
は
な
か
っ
た
。
建
物

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

一
九
世
紀
中
は
、
基
本
的
に
一
八

O
四
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
服
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ま
だ
特
別
法
制
の
展
開
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

賃
貸
借
は
、

一
九
世
紀
中
に
建
物
賃
貸
借
の
領
域
で
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

一
九
世
紀
の
前
半
期
に
は
、
住
宅
問
題
は
、
主
要
に
は
非
衛
生
住
宅
問
題
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
制
度
改
革
要
求
も
住
宅
問
題
の
こ
の
側
面
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
世
紀
後
半
の
第
二
帝
政
期
に
入
る
と
、

状
況
は
明
確
に
変
化
し
て
く
る
。
建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
制
度
改
革
を
求
め
る
要
求
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
接
の
契
機

と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
オ
ス
マ
ン
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
パ
リ
改
造
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
パ
リ
都
心
部
に
お
け
る
労
働
者
住
宅

の
供
給
減
少
と
家
賃
の
急
騰
を
も
た
ら
し
、

そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
家
主
と
借
家
人
間
と
の
問
の
対
抗
関
係
を
激
化
さ
せ
た
。
高
家
賃
問

題
の
深
刻
化
で
あ
る
。
高
家
賃
問
題
へ
の
対
処
を
目
指
す
制
度
改
革
要
求
は
、
前
稿
で
検
討
し
た
非
衛
生
住
宅
排
除
要
求
と
は
明
確
に
主
体

を
異
に
し
、
問
題
把
握
の
仕
方
も
異
に
す
る
。
そ
れ
は
、
住
宅
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
非
衛
生
住
宅
排
除
要
求
と
は
方
向
の
異
な
る
ベ
ク

ト
ル
を
形
成
し
、

そ
の
結
果
、
諸
ベ
ク
ト
ル
の
総
和
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
現
実
の
住
宅
法
制
の
理
念
と
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
く
こ

と
に
な
ろ
う
。

一
九
世
紀
に
お
け
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
は
、
完
全
に
市
場
原
理
が
支
配
す
る
形
で
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
契
約
当
事
者
間
の
建
物
賃
貸

借
関
係
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
。
十
分
な
家
賃
負
担
能
力
を
持
っ
て
い
る
富
裕
な
階
層
に
と
っ
て
は
、

か
か
る
市

場
構
造
は
自
己
の
住
要
求
の
充
足
に
と
っ
て
決
し
て
阻
害
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
十
分
な
家
賃
負
担
能

力
を
持
っ
て
い
な
い
都
市
勤
労
者
層
の
住
要
求
の
充
足
で
あ
る
。
市
場
原
理
の
貫
徹
の
も
と
で
、
貸
家
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
供
給
さ

北j去46(3・45)479



説

れ
た
の
か
。
そ
し
て
、

オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
は
、

そ
の
よ
う
な
貸
家
供
給
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
ナ
ポ

レ
オ
ン
法
典
賃
貸
借
規
定
の
も
と
で
、
建
物
賃
貸
借
関
係
の
現
実
の
存
在
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
家
主
・
借
家
人
間
の

三A

白岡

関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
矛
盾
・
問
題
点
が
現
実
に
存
在
し
、

そ
の
克
服
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
改
革
要
求
が
提
示
さ
れ
て
い
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
改
革
要
求
が
立
法
と
い
う
形
で
の
改
革
に
結
実
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
何
故
な
の
か
、

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
の
歴
史
的

意
義
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
な
の
か
。
こ
れ
ら
が
、
本
稿
で
追
究
し
よ
う
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
も
と
で
の
建
物
賃
貸
借
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
法
構
造
と
特
質
の
析

以
下
で
は
、

出
を
試
み
る

(
↓
こ
。

そ
の
後
、
住
宅
問
題
へ
の
影
響
と
い
う
視
点
を
中
心
と
し
て
、

セ
l
ヌ
県
知
事
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
事
業
は
、
パ
リ
の
都
市
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
賃
貸
不
動
産
の
供
給
構
造
の

(↓一一)。

そ
し
て
、

そ
の
後
に
、
こ
の
時
期
の
高
家
賃
問
題
の
あ
り
方
と
さ
ま
ざ
ま
な
制

変
化
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
だ
か
ら
で
あ
る

度
改
革
要
求
を
検
討
す
る
。
そ
の
延
長
上
で
、
普
仏
戦
争
時
の
家
賃
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
措
置
と
そ
の
決
済
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

な
お
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
対
象
を
基
本
的
に
パ
リ
に
限
定
し
、
地
方
都
市
の
事
情
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
せ
ざ
る
を

(↓一ニ)。

え
な
か
っ
た
。
主
と
し
て
史
資
料
面
で
の
制
約
に
よ
る
が
、
住
宅
問
題
と
い
う
一
の
社
会
問
題
に
と
っ
て
パ
リ
の
占
め
る
重
要
性
を
考
え
れ

ば
、
さ
し
あ
た
り
は
こ
の
よ
う
な
限
定
も
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

(
1
)
吉
田
克
己
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
住
宅
問
題
と
法
付
、
。
」
法
政
理
論
一
九
巻
二
号

八
年
)
。

(2)
前
稿
執
筆
段
階
の
構
想
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
住
宅
法
の
歴
史
研
究
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
を
対
象
と
し
た
部
分
は
一
本
の
論
文
と
し
て

公
表
す
る
予
定
で
、
前
稿
は
そ
の
第
一
章
、
本
稿
は
そ
の
第
二
章
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
掲
載
誌
が
変
わ
る
な
ど
の
事
情
も
あ
り
、

|
|
内
容
的
に
は
前
稿
の
続
き
で
あ
る
が
!
|
|
別
個
の
論
文
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
予
定
の
変
更
に
つ
い
て
御
海
容
を
お
願
い
す
る

(
一
九
八
六
年
)
、
同
二

O
巻
四
号

(
一
九
八

北法46(3・46)480



次
第
で
あ
る
。建

物
賃
貸
借
の
法
構
造
と
そ
の
特
質

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

1 

建
物
賃
貸
借
の
諸
類
型

本
節
の
課
題
は
、

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
建
物
賃
貸
借
の
法
構
造
分
析
で
あ
る
が
、
同
じ
く
建
物
賃
貸
借
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に

は
社
会
的
性
格
の
異
な
る
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
の
直
接
の
関
心
の
対
象
は
、
こ
の
時
期
の
都
市
民
衆
に
か
か
わ
る
住
宅
賃

貸
借
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
検
討
の
対
象
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
最
初
に
い
く
つ
か
の
異
な
る
視
角
か
ら
建
物
賃
貸
借
の
区
分
を
行
な
っ
て

お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
 
ま
ず
、
都
市
の
不
動
産

(
E
B
2宮
市
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
般
的
に
中
高
層
の
集
合
住
宅
建
物
を
意
味
し
、
本
稿
で
も
そ
の
意
味
で

の
賃
貸
借
に
は
、
不
動
産
全
体
の
賃
貸
借
と
個
々
の
住
戸
・
区
画
部
分
の
賃
貸
借
(
ま
た
は
転
貸
借
)

が
あ
り
、

こ
の
言
葉
を
用
い
る
)

れ
ら
の
社
会
的
意
味
は
大
き
く
異
な
る
。
都
市
の
不
動
産
所
有
者
が
賃
貸
不
動
産
の
経
営
に
当
た
る
形
態
に
は
、
自
ら
直
接
に
賃
貸
人
と
し

て
エ
ン
ド
・
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
住
宅
を
供
給
す
る
場
合
と
、

エ
ン
ド
・
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
供
給
を
他
の
第
三
者
に
委
ね
る
場
合
と
が
あ

る
。
後
者
の
場
合
に
は
、

ま
ず
そ
の
第
三
者
(
基
本
賃
借
入
)

に
不
動
産
全
体
の
賃
貸
借
が
行
な
わ
れ
、
基
本
賃
借
入
が
個
々
の
住
戸
の
賃

貸
借

(
H
転
貸
借
)

を
行
な
う
と
い
う
形
が
と
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
不
動
産
全
体
を
対
象
と
す
る
賃
貸
借
の
社
会
的
実
態
は
管
理
委
託
で

あ
り
、
基
本
賃
借
人
は
管
理
受
託
者
に
他
な
ら
な
い
。

そ

北法46(3・47)481



5見

契
約
の
形
式
と
内
容
も
、
こ
の
二
つ
の
賃
貸
借
類
型
に
お
い
て
は
異
な
る
こ
と
が
多
い
。
不
動
産
所
有
者
と
基
本
賃
借
入
と
の
問
で
締
結

さ
れ
る
不
動
産
全
体
を
対
象
と
す
る
賃
貸
借
契
約
は
、
書
面
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
期
間
も
一
般
的
に
明
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

官I

日岡

そ
れ
が
不
動
産
所
有
者
と
の
間
で
直
接
に
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
基
本
賃
借
入
と
の
間
の
転
貸
借
の
形
を

(
1
)
 

と
る
場
合
で
あ
れ
、
書
面
で
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
期
間
も
定
め
ら
れ
な
い
。
民
法
典
上
は
、
「
書
面
に
よ
る
賃
貸
借
宮
口
常
江
円
」

て
、
個
々
の
住
戸
の
賃
貸
借
は
、

北法46(3・48)482

と
「
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借

Z
ニ〈巾『

Z
ご
と
が
区
別
さ
れ
、
契
約
成
立
の
立
証
な
ど
の
点
で
異
な
る
扱
い
を
受
け
る

建
物
賃
貸
借
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
区
別
は
、
右
の
二
つ
の
社
会
的
性
格
の
異
な
る
賃
貸
借
類
型
の
区
別
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
み
て
よ

{2) 
ぃ
。
賃
貸
人
・
賃
借
入
聞
の
権
利
義
務
に
関
す
る
約
定
も
、
こ
の
両
者
で
異
な
る
こ
と
が
多
い
。
最
も
明
確
な
の
は
転
貸
借
の
扱
い
で
あ
る
。

(
一
七
一
四
条
以
下
)
。

不
動
産
全
体
の
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
こ
と
が
ら
の
性
質
上
当
然
に
転
貸
借
が
許
容
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
個
々
の
住
戸
の
賃
貸
借
に
お
い

(
3
)
 

て
こ
の
点
に
か
か
わ
る
約
定
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
能
は
一
般
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
次
に
、
不
動
産
内
部
の
個
々
の
住
戸
・
区
画
部
分
の
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
住
宅
用
と
し
て
賃
貸
さ
れ
る
場
合
と
、
商
業

用
ま
た
は
工
業
用
(
一
般
的
に
は
小
規
模
の
手
工
業
で
あ
る
)
に
賃
貸
さ
れ
る
場
合
と
が
区
別
さ
れ
る
。
な
お
、
不
動
産
の
地
表
階
(
『

2
・

a
m
-
n
F出
巴
出
回
会
川
)

に
所
在
す
る
区
画
は
商
工
用
す
な
わ
ち
営
業
用
と
し
て
賃
貸
さ
れ
、

(
4
)
 

が
一
般
的
な
形
で
あ
る
。

一
階
以
上
の
区
画
は
住
宅
用
と
し
て
賃
貸
さ
れ
る
の

民
法
典
は
、
こ
の
二
つ
の
賃
貸
借
類
型
に
つ
い
て
区
別
を
設
け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
保
護
法
益
と
問
題
状
況
は
き
わ
め
て
異
な

る
。
最
も
顕
著
に
そ
の
違
い
が
現
わ
れ
る
の
は
、
営
業
用
建
物
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
賃
貸
借
終
了
時
に
、
賃
借
入
が
形
成
し
て
き
た
顧
客

と
い
う
財
産
的
価
値

(
H
営
業
財
産
問

OEM
号

g
E
U
2
2
)
の
保
護
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
て
、
住
宅
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、

そ
の
よ

う
な
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
賃
貸
借
の
期
間
中
に
つ
い
て
も
、
営
業
用
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
営
業
財
産
の
譲
渡
性

を
確
保
す
る
た
め
に
賃
借
権
の
譲
渡
性
が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
住
宅
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
要
請
は
特
に
生
じ
な
い
と



い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
二

O
世
紀
に
入
る
と
、
営
業
用
建
物
の
賃
貸
借
に
関
す
る
特
別
の
法
的
保
護
を
求
め
る
要
求
が

強
く
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
こ
の
領
域
で
の
特
別
法
制
が
展
開
し
て
い
く

(
5
)
 

一
九
二
六
年
六
月
三
一

O
日
の
法
律
で
あ
る
)
。

商
事
賃
貸
借
∞

E
H
n
o
Eヨ巾
E
E
H
特
別

法
制
。
そ
の
暗
矢
は
、

一
九
世
紀
の
問
は
、

い
ま
だ
そ
の
よ
う
な
動
向
は
み
ら
れ
な
い
が
、

期
間
な
ど
の
点
に
関
し
て
地
域
の
慣
行
は
営
業
用
賃
貸
借
を
別
個
に
扱
っ
て
い
た
し
、
賃
借
権
の
譲
渡
な
ど
判
例
上
住
宅
賃
貸
借
と
異
な
る

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

解
決
を
認
め
ら
れ
る
点
も
あ
っ
た
。

(
3
)
個
々
の
住
戸
を
対
象
と
す
る
住
宅
賃
貸
借
に
つ
い
て
も
、

そ
の
家
賃
水
準
に
よ
っ
て
社
会
的
性
格
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
家
賃
水
準
の
高
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
る
住
宅
と
家
賃
水
準
が
低
い
労
働
者
向

け
の
住
宅
と
で
は
、
賃
貸
借
関
係
の
社
会
的
性
格
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
期
、
第
一
二
共
和
政
期
の
租
税
実
務
で
は
、

(6) 

お
お
む
ね
年
家
賃
五

0
0
フ
ラ
ン
と
い
う
水
準
が
こ
の
二
つ
の
賃
貸
借
類
型
を
分
け
る
基
準
と
さ
れ
て
い
た
。
後
に
見
る
よ
う
な
当
時
の
都

市
民
衆
の
収
入
水
準
か
ら
は
、
年
五

0
0
フ
ラ
ン
の
家
賃
は
高
す
ぎ
る
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
第
二
帝
政
期
に
つ
い
て
は
、
労

働
者
の
支
払
い
能
力
の
水
準
は
も
う
少
し
引
き
下
げ
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
数
値
的
に
一
義
的
な
線
を
引
く
こ
と
は
難
し
い

し
、
中
間
領
域
が
存
在
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
二
つ
の
類
型
の
賃
貸
借
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ

る
。
法
的
規
整
の
次
元
で
は
、
家
賃
の
多
寡
に
よ
っ
て
取
り
扱
い
が
異
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、

そ
れ
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。

(
4
)
 
さ
ら
に
、
家
具
な
し
で
賃
貸
さ
れ
る
通
常
の
住
宅
賃
貸
借
と
、
家
具
付
き
で
提
供
さ
れ
る
「
家
具
、
付
賃
貸
借

-o
円
住
吉

g
官
「
ヨ
」

(
7
)
 

と
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
両
者
は
、
法
律
的
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
社
会
的
性
格
に
も
違
い
が
あ
る
。
後
者
の
家
具
付

賃
貸
借
に
は
、
富
裕
な
旅
行
客
な
い
し
短
期
滞
在
者
を
対
象
に
し
た
高
級
ホ
テ
ル
的
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
か
ら
低
所
得
者
層
の
た
め
の
木
賃
宿

的
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
ま
で
、
社
会
的
に
は
種
々
雑
多
な
も
の
が
入
っ
て
く
る
が
、
社
会
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
都
市
民
衆
層
に

北i去46(3・49)483



説

か
か
わ
り
の
あ
る
低
料
金

の
家
具
付
賃
貸
借
で
あ
る
。
前
稿
で
「
家
具
付
宿
泊
所
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
類
型
の
家

(
低
家
賃
)

号ι
関岡

具
付
賃
貸
借
で
あ
る
。
こ
れ
と
低
家
賃
の
家
具
な
し
賃
貸
借
と
を
比
較
す
る
と
、
家
具
付
宿
泊
所
に
は
、
家
具
を
購
入
す
る
資
力
に
欠
け
る

よ
り
低
所
得
の
都
市
民
衆
が
入
居
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
具
付
宿
泊
所
へ
の
入
居
者
に
は
、

者
に
も
入
居
可
能
だ
と
い
う
意
味
で
、

単
身
者
ゃ
い
ま
だ
パ
リ
に
定
着
し
て
い
な
い
地
方
か
ら
の

「
出
稼
ぎ
」
労
働
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
遠
い
も
指
摘
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
建
物
賃
貸
借
の
諸
類
型
の
う
ち
、
以
下
で
の
主
た
る
関
心
の
対
象
に
な
る
の
は
、
個
々
の
住
戸
を
対
象
と
す
る
住

宅
賃
貸
借
の
う
ち
低
家
賃
の
も
の
の
法
構
造
と
そ
の
特
質
で
あ
る
。
都
市
民
衆
に
関
係
が
あ
る
建
物
賃
貸
借
は
、

ま
さ
に
こ
れ
ら
の
類
型
に

属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
家
具
、
付
宿
泊
所
の
賃
貸
借
関
係
に
お
い
て
も
、

と
り
わ
け
家
賃
(
宿
泊
料
)
高
騰
を
初
め
と
す
る
賃

貸
人
・
賃
借
入
聞
の
対
抗
関
係
は
激
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
改
革
要
求
に
結
び
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
以
下
で
は

原
則
と
し
て
触
れ
る
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
類
型
の
賃
貸
借
が
特
に
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
非
衛
生
住
宅
問
題
の
局
面
に
お

い
て
で
あ
る
。
他
方
、
営
業
用
の
建
物
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
賃
貸
借
関
係
に
お
け
る
問
題
状
況
は
住
宅
賃
貸
借
と
大
き
く

異
な
る
が
、
同
じ
く
都
市
民
衆
が
そ
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
以
下
で
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
以
下
で
建
物
賃
貸
借
の
存
在
構
造
を
語
る
場
合
に
主
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、

一
九
世
紀
中
葉
の
そ
れ
で
あ
り
、
検
討
の
素

材
と
す
る
学
説
な
ど
も
、
主
と
し
て
は
そ
の
時
期
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
旧
制
下
の
学
説
(
特
に
ポ

チ
エ
)
、

ま
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
末
葉
の
文
献
も
参
照
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
学
説
の
顕
著
な
展
開
が
あ
っ
た
論
点
に
お
い
て
は
特

に
そ
う
で
あ
る
。

(1)
こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
、
の
即
日
コ
こ
〉
わ
ρ
c
E呂
-
戸
切
と
な
ぜ
悼
と
向
島
H
h
u
Q
H内
包
舟
守
-
H
W門
出
巴
。
ロ
印
己
巾

--wg-町
内

H

a

F
田
口
門
市
山
田
町
お
口
市
市
回
目

onFmw-2・
H
ω

∞
少
℃
a

誌
の
指
摘
を
参
照
。

北法46(3・50)484



一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

(
2
)
も
ち
ろ
ん
、
重
な
り
方
は
「
ほ
ほ
」
で
あ
っ
て
、
「
完
全
に
」
で
は
な
い
。
不
動
産
全
体
の
賃
貸
借
で
も
口
頭
で
な
さ
れ
る
も
の
は
あ
り
う
る

し
(
こ
れ
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
)
、
個
々
の
住
戸
・
区
画
の
賃
貸
借
で
も
書
面
で
な
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

(3)
た
と
え
ば
、
「
R
K
)日

ν
〔〉「
U
-
C
S
弘司円。苦』
V
H
h
H
K
H

科
目
。
円
白
向
日
ミ
ミ
吾
、
一
司
D

司
、
一
言
三
芯
弘
司
吉
田
札

h
s
g
e
三
志
向
町
内
出
句
史
問

E
S
S
5・
T
R
F
「
・
玄
包
印
O
ロ・

同
∞
品
、
円
司
早
川
W
2
2ミ
・
に
収
録
さ
れ
て
い
私
署
証
書
に
よ
る
賃
貸
借
契
約
の
雛
型
を
参
照
(
転
貸
借
の
扱
い
に
つ
い
て
は
℃

N

吉
田
)
。
ま
た
、

-3r〉
の
百

r
p
pミ
皇
室
二
時
師
、
、
も
号
、
宣
言
問
こ
R
ミ
3
5
k
m
韮
号
室
戸
、

E
-
同∞

8
・
3
1∞
-no印
凹
巾
え
冨
白
『
各
国
戸
℃
-
。
。
∞

2

2
芝
田
に
収

録
さ
れ
て
い
る
「
家
屋
賃
貸
借
契
約
」
と
「
ア
バ
ル
ト
マ
ン
賃
貸
借
契
約
」
と
の
雛
型
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の
場
合
に
は
(
不
動
産
全
体
の

賃
貸
借
は
こ
ち
ら
に
入
る
)
、
賃
借
人
に
よ
る
廟
坑
凌
深
費
用
の
負
担
義
務
や
井
一
戸
凌
諜
費
用
の
負
担
義
務
な
ど
一
棟
の
不
動
産
全
体
の
管
理
に

か
か
わ
る
義
務
が
規
定
さ
れ
る
一
方
、
賃
借
権
の
譲
渡
は
禁
止
し
つ
つ
転
貸
借
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
許
容
す
る
特
約
(
民
法
典
上
は
特
約
で
排

除
し
な
い
限
り
賃
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
借
が
可
能
で
あ
る
が
[
一
七
一
七
条
]
、
そ
れ
を
契
約
で
確
認
す
る
場
合
も
あ
る
)
を
挿
入
す
る
こ
と
も

選
択
肢
の
一
つ
に
入
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
仁
は
、
右
の
よ
う
な
義
務
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
賃
借
権
の
譲
渡

は
も
と
よ
り
転
貸
借
も
単
純
に
禁
止
さ
れ
る
、
と
い
う
遠
い
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
文
で
記
し
た
よ
う
に
、
個
々
の
住
戸
・
区
画
の
賃
貸
借

の
場
合
に
は
書
面
に
よ
る
こ
と
が
例
外
的
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
雛
型
が
持
つ
意
義
も
、
こ
の
類
型
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は

限
定
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
で
建
物
の
一
階
と
呼
ば
れ
る
部
分
が

E2N
号
t

円
宮
口
訟
な
ョ
と
呼
ば
れ
、
日
本
で
建
物
の
二
階
、

三
階
:
:
:
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
、
順
次
一
階
(
古
『
m
B
5
・
公
お
巾
)
、
二
階
:
:
:
と
数
え
ら
れ
て
い
く
。
日
本
流
の
数
え
方
に
あ
わ
せ
て
、

J
R
-
P
O

S
2
2
g
z
を
「
一
階
」
、
ぜ
「

2
5『
企
白
岡
市
4
4

、

d
E
H
F舟
呂
町
か
円
高
巾
s
i
-
-
-
を
コ
一
階
」
「
一
一
一
階
」
:
:
:
と
訳
す
の
が
普
通
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
原
語
を
尊
重
し
て
ぜ
「
2
2巾
『
吟
お
べ
、
ぷ
巾

EH-E】
巾
骨
片
山
岡
市
三
:
:
:
を
「
一
階
」
「
二
階
」
:
:
:
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。
他
方
、

J
R
e号ー

円
E
E
Z
Z
3
に
つ
い
て
は
「
地
表
階
」
の
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

(
5
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
商
事
賃
貸
借
特
別
法
制
の
形
成
過
程
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
吉
田
克
己
寸
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
商
事
賃
貸
借
特
別
法
制
の
形
成
と
そ
の
展
開
山
山
完
」
社
会
科
学
研
究
二
九
巻
六
号
、
三

O
巻
一
号
(
一
九
七
八
年
)
。

(
6
)
n
F『回目門戸田口↓
0
2
j
F
O〈
-
h内

Eh-3H室
町
三
宇
S
H
R
-
E之
宮
芯
弘
ピ
苦
謹
白
持
ぎ
ミ
ロ
ぬ

H吾、
2
2ミ町噛目
ν
「
巾
印
印
巾
印
己
巾
一
回
司
。
ロ
己
主
。
ロ

ZMWCoz-巾
巳
巾
日

∞
2
2円
g-vo--CSEg--ω
∞
寸
・
司
・
ご
め
に
よ
れ
ば
、
年
家
賃
五

0
0
フ
ラ
ン
未
満
を
労
働
者
住
宅
、
五

0
0
フ
ラ
ン
か
ら
一

0
0
0
フ
ラ
ン
を

準
プ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
、
そ
れ
以
上
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
と
す
る
の
が
第
三
共
和
政
期
の
区
分
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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自党

(7)
私
法
的
な
法
律
関
係
の
違
い
の
ほ
か
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
違
い
と
し
て
、
家
具
付
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
賃
貸
人
に
警
察
規
制
の
観
点
か

ら
種
々
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
符
に
つ
い
て
は
、

E
2
2
5三
月

-
u
c
g
c目
。
開
山
〉
】
完
叶
叩
〉
斗
国
{
』
印

'
C
5弘司門出向的

古
門
白
芯
ヰ
色
町
町
、
苫
芝
、
松
町
三
詩
的
K
S
H
h
目

h
H怜

3
3
~号
、
九
!
な
之
町
も
さ
占
H
h
a
-
-
v
白『
34
『

V
H

巾「『巾∞
-mg門
町
民
白
匹
目
∞
N
∞
・
百
円
。
叶
巾
[
印
ロ
』
ぐ
喝
の
宮
山
「
-
巾
的
吋
〉
月
』
Z
開
enG弘
、
札
号

室
主
陶
芸
室
守
5
・司出「四回-「

F
白
血
戸
田

C

P

H

∞品。・刀

5
2
Z
2
・H
山『三一巾〉
C
Z
戸
-
h
H
h
百
戸
き
町
内
へ
匂
ト
甘
印
∞
日

2
2
2
な
ど
参
照
。
現
実
的
に
重
要
な

の
は
、
家
具
付
宿
泊
所
に
お
い
て
は
帳
簿
備
付
義
務
が
課
さ
れ
、
賃
借
入
(
宿
泊
人
)
の
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
出
生
地
、
住
所
な
ど
を
記
載

す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
帳
簿
は
、
警
察
の
管
理
の
も
と
に
間
か
れ
、
住
民
の
出
入
り
状
況
掌
握
の
手
段
と
し
て
活

用
さ
れ
た
。
家
具
付
宿
泊
所
が
警
察
規
制
の
対
象
に
な
る
法
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
吉
田
克
己
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
住
宅
問

題
と
法
口
」
法
政
理
論
二

O
巻
四
号
二
九
八
八
年
)
六
五
頁
参
照
。

論

2 

賃
貸
借
契
約
の
成
立
と
そ
の
期
間

)
 

'
E
A
 
(
 
賃
貸
借
契
約
の
成
立

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
賃
貸
借
契
約
は
不
要
式
の
諾
成
契
約
で
あ
っ
て
、
と
く
に
書
面
に
よ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
な
い

一
四
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
の
低
家
賃
の
住
宅
賃
貸
借
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
っ
た
単
な
る
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
で
も
、
他

の
一
般
法
上
の
有
効
要
件
が
充
足
さ
れ
る
限
り
有
効
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
法
律
上
の
建
前
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
、

単
な
る
口
頭
の
賃
貸
借
契
約
は
、

そ
の
成
立
の
局
面
に
お
い
て
、
証
拠
法
上
の
特
別
の
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
実
際
上
の
効
力
を
著
し
く
弱
め

ら
れ
て
い
た
。

民
法
典
に
定
め
ら
れ
た
証
拠
法
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
対
象
が
価
額
一
五

0
フ
ラ
ン
を
超
え
る
行
為
に
つ
い
て
は
公
証
人
証
書
ま
た
は

北法46(3・52)486
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私
署
証
書
の
作
成
が
要
求
さ
れ
、
証
人
に
よ
る
立
証
が
否
定
さ
れ
る

(
8
)
 

℃『巾巴〈巾

U
R
Rコ
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
原
則
に
つ
い
て
の
例
外
が
認
め
ら
れ

(
一
三
四
一
条
)
。

た
だ
し
、
「
書
証
の
端
緒

g呂
田
町
田

2
g巾
三
号

二
三
四
七
条
一
一
項
)
、
証
人
に
よ
る
立
証
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
他
方
、
対
象
が
価
額
一
五

0
フ
ラ
ン
以
下
の
行
為
に
つ
い
て
は
、

一
三
四
一
条
の
反
対
解
釈
に
よ
っ
て
当
然
に
証
人
に

よ
る
立
証
が
許
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
不
動
産
賃
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
は
、
「
書
面
な
し
に
な
さ
れ
た
賃
貸
借
契
約

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

に
つ
い
て
い
ま
だ
い
か
な
る
属
行
(
内
見

2
5口
)

も
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
そ
れ
を
否
認
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
賃
料
が
い
か
に
僅
少
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
証
人
に
よ
る
証
明
は
受
領
さ
れ
な
い
」
も
の
と
さ
れ
る
。
「
手
付
け
E

「『
F
2」
が
授
受
さ

れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る

以
上

一
七
一
五
条
一
項
)
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
契
約
に
関
し
て
は
、
証
人
に
よ
る
立
証
に
関
し
て
一
般
原

則
よ
り
も
厳
格
な
態
度
が
採
ら
れ
、

た
と
え
価
額
が
一
五

0
フ
ラ
ン
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
規
定
は
、
賃
貸
人
・
賃
借
入
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
が
、
賃
貸
借
市
場
の
需
給
関
係
の
当
時
の
あ
り
方
を
前
提

に
す
れ
ば
、
現
実
に
は
、
玉
と
し
て
賃
借
入
に
不
利
に
作
用
し
た
と
見
て
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
証
人
に

よ
る
立
証
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
資
産
に
乏
し
い
者
に
と
っ
て
は
、
訴
訟
は
破
滅
に
つ
な
が
る
、

(

9

)

(

m

)

 

っ
た
。
こ
の
「
温
情
主
義
的
」
根
拠
づ
け
に
ど
れ
だ
け
説
得
性
が
あ
る
か
問
題
で
あ
る
が
、

と
い
う
こ
と
で
あ

と
も
あ
れ
、
こ
の
結
果
、
「
契
約
の
履
行
」
(
こ

の
文
言
の
意
義
に
つ
い
て
も
解
釈
が
一
義
的
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
入
居
に
よ
る
使
用
開
始
と
家
賃
の
支
払
い
が
と
も
に
あ
れ
ば
「
履
行
」

あ
り
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
は
な
い
)
前
に
賃
借
入
が
賃
貸
人
か
ら
賃
貸
借
契
約
の
存
在
を
否
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
を
裁

判
上
争
う
途
は
事
実
上
封
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
唯
一
可
能
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
賃
貸
人
に
対
し
て
宣
誓
(
二
二
五
八
条
以
下
)

を
要
求

す
る
こ
と
で
あ
る
が

(
一
七
一
五
条
二
項
)
、
賃
貸
借
契
約
の
存
在
を
否
定
し
た
賃
貸
人
が
こ
こ
で
態
度
を
変
え
る
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
さ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

学
説
上
は
、
書
証
の
端
緒
が
あ
る
場
合
に
証
人
に
よ
る
立
証
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
、
が
激
し
く
議
論
さ
れ
た
。
証
人
に
よ
る
立
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説

証
禁
止
と
い
う
一
般
原
則
を
書
証
の
端
緒
が
あ
る
場
合
に
緩
和
す
る
一
三
四
七
条
を
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
例
外
的
扱
い
に
も
適
用
し
う

(

H

H

)

(

円
以
)

る
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
後
半
期
に
、
判
例
は
結
局
こ
れ
を
否
定
す
る
。
肯
定
説
は
、
民
法
典
一
七
一
五
条
に

論

は
問
題
が
あ
る
と
の
認
識
を
基
礎
に
し
て
そ
の
射
程
を
可
能
な
限
り
縮
減
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
判
例
は
、

か
か
る
立
場
に
立
た

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
「
契
約
の
履
行
」
後
に
は
証
人
に
よ
る
立
証
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の

「
契
約
の
履
行
」
を
ど

の
よ
う
に
証
明
し
う
る
か
が
現
実
に
は
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
一
九
世
紀
の
判
例
は
厳
格
で
あ
り
、
「
契
約
の
履
行
」

(
日
)

の
証
人
に
よ
る
立
証
を
否
定
し
て
い
た
。
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
に
関
す
る
立
証
の
困
難
性
が
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま

と
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
動
産
中
の
個
々
の
住
戸
の
賃
貸
借
契
約
は
、
通
常
、
賃
貸
人
(
不
動
産
所
有
者
ま
た
は
転
貸
借
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
基

本
賃
借
入
)

と
の
間
で
直
接
に
締
結
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
賃
借
希
望
者
が
そ
の
不
動
産
の
管
理
人

5
2
2
2・
8
5汚
『
岡
市
)

に
入
居
希
望

を
述
べ
、
管
理
人
が
そ
れ
を
承
諾
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
「
ド
ゥ
ニ
エ
・
ア
・
デ
ユ
ウ

(Ugぽ
「
酔

E
2
神
へ
の
献
金
)
」

と
呼
ば
れ
る
金
銭
が
賃
借
希
望
者
か
ら
管
理
人
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
と
く
に
パ
リ
に
お
い
て
は
、
口
頭
に
よ
る
賃
貸

(
M
)
 

借
ケ

l
ス
で
は
す
べ
て
こ
の
金
銭
の
授
受
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
金
銭
は
、
管
理
人
の
諸
手
間
(
住
戸
訪
問
の
案
内
な
ど
)
に
対
す

る
謝
意
の
表
明
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
、

口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
を
持
っ
た
。

地
域
的
慣
行
の
中
に
は
、
こ
の
金
銭
授
受
か
ら
二
四
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、
賃
貸
人
の
側
か
ら
こ
れ
を
返
還
し
、
ま
た
は
賃
借
入
が
こ
れ

(
日
)

を
取
り
戻
し
て
契
約
関
係
を
解
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
が
あ
っ
た
(
と
り
わ
け
パ
リ
慣
行
)
。
こ
の
慣
行
に
対
し
て
は
、
合
意
尊
重
の

(
日
)

観
点
か
ら
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
注
意
す
べ
き
は
、
「
ド
ゥ
ニ
エ
・
ア
・
デ
ユ
ウ
」
が
授
受
さ
れ
て
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
契
約
の

成
立
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
証
人
に
よ
る
立
証
を
排
除
す
る
一
七
一
五
条
の
規
定
は
、
依
然
と
し
て
適

用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
手
付
け
が
授
受
さ
れ
た
場
合
に
も
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
以
上
、
「
ド
ゥ
ニ
エ
・
ア
・
デ
ユ
ウ
」
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る
ほ
か
は

(
一
七
九

O
年
一
二
月
一
八
日
H
二
九
日
の
「
土
地
定
期
金
の
買
戻
し
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

一
条
一
項
)
、
自
由
に
期
間
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
期
聞
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
借
契
約
は
、

(
円
。
口
問
か
)

を
要
す
る
こ
と

そ
の
期
間
の
満
了
時
に
解
約
申
入
れ

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1

の貸借な
満借)く

了契は法
時約、律
にの通上
契両例当
約当、然
を事コに
解者云終
除の十了
すそ二す
るれ C る
権ぞ平(
限れ ー

をは名七
刀 、 工子 士三

広契を石
ら約圭条
れ(で疋コ
る18そし削
。庁、勺F 歩tIJ

賃最古閉
貸限己 ζ
{昔を ωff
契当 λ3ご
約事唱 /J

期者ご!こ
問の言二
のー ro、二
定方 EL
め γ
が民締家
r，治会結屋
己主さの

品よ号室
A、回。貝
口可、借
』ニカ
は定と S
、めの長

当ら指民
事れ摘号
者てが自
のいあ-e;

L 十17叩
ーな Q-三

方い oz
は限;こ 11

りの建
地、場物

域三合全
の年に体
慣、はの
行六、賃
に年賃貸

従
っ
て
定
め
ら
れ
る
期
間
(
告
知
期
間
)

を
遵
守
し
て
、
解
約
申
入
れ
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る

(
一
七
三
六
条
)
。

と
こ
ろ
で
、
期
間
の
定
め
の
有
無
は
、
実
際
の
住
宅
賃
貸
借
慣
行
に
お
い
て
は
、
契
約
が
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
口
頭
で
な
さ
れ
る

か
の
形
式
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
が
書
面
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
つ
い
て
期
間
が
定
め
ら

(ω) 

れ
、
こ
れ
に
対
し
て
契
約
が
口
頭
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
期
間
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
仮
に
口
頭

そ
の
立
証
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
契
約
の
履
行
が
始
ま
っ
た
場
合
に
、
賃
貸
借
契

約
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
証
人
に
よ
る
立
証
が
可
能
な
こ
と
は
民
法
典
一
七
一
五
条
の
反
対
解
釈
か
ら
問
題
が
な
い
に
し
て
も
(
↓
川
)
、

に
よ
る
契
約
に
お
い
て
期
間
が
定
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、

期
間
(
お
よ
び
そ
の
他
の
契
約
条
件
)

に
つ
い
て
証
人
に
よ
る
立
証
が
可
能
か
が
改
め
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
学

(
初
)

説
が
分
か
れ
、
肯
定
説
が
次
第
に
有
力
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
否
定
説
も
初
期
の
学
説
を
中
心
に
根
強
く
主
張
さ
れ
た
。
否
定

説
に
よ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
入
に
よ
っ
て
期
間
の
定
め
の
存
在
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
賃
借
入
の
側
か
ら
そ
れ
を
立
証
す
る
こ
と
は
ま
ず
困
難

で
、
結
果
と
し
て
期
間
の
定
め
の
な
い
賃
貸
借
と
扱
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

北法46(3・57)491

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
稿
で
の
主
た
る
関
心
の
対
象
で
あ
る
都
市
に
お
け
る
個
別
住
戸
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
八
個
別
住
戸
の
賃
貸
借

H

口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
H

期
間
の
定
め
の
な
い
賃
貸
借

V
と
い
う
三
位
一
体
定
式
が
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ



説

れ
ら
の
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
凪
二
七
三
六
条
に
よ
り
、
地
域
の
慣
行
に
従
っ
た
告
知
期
簡
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
何
時
で
も
契
約
関
係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
告
知
期
間
に
関
す
る
慣
行
は
、
地
域
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

高命

さ
ら
に
、
各
地
域
に
お
い
て
賃
貸
借
の
単
位
と
な
る
期
間
(
賃
貸
借
単
位
期
間
信
「
呂
町
)
と
そ
の
賃
貸
借
期
間
を
区
切
る
期
日

に
関
す
る
慣
行
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
結
び
つ
い
て
、
多
様
な
現
実
の
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
以
下
で
は
、
対
極
的

(
以
下
、
賃

貸
借
期
日
と
い
う
)

な
二
つ
の
制
度
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
オ
ル
レ
ア
ン
と
パ
リ
の
制
度
を
見
ょ
う
。

(
幻
)

オ
ル
レ
ア
ン
に
つ
い
て
い
え
ば
、
賃
貸
借
期
間
の
単
位
は
一
年
間
で
あ
り
、
こ
れ
を
区
切
る
期
日
は
、

ま
ず
、

サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
パ
チ
ス

ト
の
日

(
六
月
二
四
日
)

サ
ン
・
ジ
ヤ
ン
・
パ
チ
ス
ト
の
日
に
始
ま
り
翌
年

と
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
慣
行
上
の
賃
貸
借
単
位
期
間
は
、

の
そ
の
前
日
に
終
わ
る
の
で
あ
る
(
な
お
、
こ
れ
は
都
市
の
家
屋
賃
貸
借
に
か
か
わ
る
場
合
。
農
村
に
つ
い
て
は
、
聖
人
達
の
日
可
o
z
g
巳
三

が
賃
貸
借
単
位
期
間
を
区
切
る
賃
貸
借
期
日
で
あ
る
)
。
賃
貸
借
契
約
の
当
事
者
が
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
契

一
一
月
一
日
]

約
締
結
の
日
以
降
に
開
始
す
る
賃
貸
借
単
位
期
間
(
六
月
二
四
日
か
ら
一
年
)

を
対
象
と
し
て
契
約
を
結
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
、
仮
に
賃
借

人
が
そ
の
賃
貸
借
期
日

(
六
月
二
四
日
)
前
に
使
用
を
開
始
し
た
場
合
に
は
、
賃
貸
借
は
、

そ
の
日
か
ら
次
の
賃
貸
借
期
日
お
よ
ぴ
そ
の
賃

貸
借
期
日
か
ら
一
年
間
の
賃
貸
借
単
位
期
間
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

(
一
年

+α
の
期
間
と
な
る
)
。
そ
し
て
、
こ
の
一

年
の
賃
貸
借
単
位
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
、
賃
貸
借
は
、
事
前
に
解
約
申
入
れ
を
行
な
う
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
に
、
当
然
に
終
了
す
る
も
の

と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
結
局
、
当
事
者
が
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
契
約
時
点
以
降
の
賃
貸
借
期
日
か
ら
一
年
の
期
間
を
定

め
て
賃
貸
し
た
の
と
同
じ
法
的
効
果
を
慣
行
に
よ
っ
て
付
与
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
パ
リ
に
お
い
て
は
、

(m) 

一
年
は
四
個
の
賃
貸
借
単
位
期
間
に
分
け
ら
れ
る
。

一
個
の
賃
貸
借
単
位

オ
ル
レ
ア
ン
と
異
な
り
、

つ
ま
り
、

期
間
の
長
さ
は
三
カ
月
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
は
、

一
月
一
日
、
四
月
一
目
、
七
月
一
目
、

一
O
月
一
日
に
開
始
す
る

(
満
了
期
は
そ

れ
ぞ
れ
、
三
月
三

O
目
、
六
月
三

O
目
、
九
月
一
二

O
日、

一
二
月
コ
二
日
で
あ
る
)
。
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
賃
貸
借
契
約
は
、
こ
れ
ら
い

北j去46(3・58)492



ず
れ
か
の
賃
貸
借
単
位
期
間
だ
け
継
続
す
る
。
た
だ
し
、

オ
ル
レ
ア
ン
慣
行
と
異
な
り
、
こ
の
三
カ
月
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
賃
貸
借
関

係
が
当
然
に
終
了
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
賃
借
入
が
収
益
を
継
続
し
て
い
れ
ば
、
賃
貸
人
が
解
約
申
入
れ
を
し
な
い
限
り
、
賃
貸
借
契

(
お
)

約
は
継
続
し
て
い
く
。
こ
の
告
知
期
間
は
、
賃
貸
借
の
目
的
物
の
種
類
と
家
賃
額
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ま
ず
、
建
物
全
体
の
賃
貸
借
、
地
表

階
に
所
在
し
、
公
衆
が
接
近
可
能
な
公
道
等
に
面
し
た
庖
舗
の
賃
貸
借
な
ど
は
、
解
約
申
入
れ
を
受
け
た
賃
借
入
が
短
期
間
で
新
た
な
庖
舗

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

等
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
六
カ
月
の
告
知
期
聞
を
遵
守
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
賃
貸
借
(
個
々
の
住

戸
の
賃
貸
借
は
こ
こ
に
入
る
)
に
つ
い
て
は
家
賃
額
に
応
じ
た
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
年
家
賃
四

0
0
フ
ラ
ン
を
上
回
る
賃
貸
借
の
場

合
に
は
三
カ
月
の
告
知
期
間
が
必
要
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
年
家
賃
四

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
そ
れ
は
六
週
間
で
足
り
る

も
の
と
さ
れ
る
。

賃
貸
借
単
位
期
間
の
慣
行
は
、

そ
の
具
体
的
内
容
こ
そ
違
え
全
国
に
存
在
す
る
。
こ
の
慣
行
の
結
果
、
賃
借
入
の
入
居
と
立
退
は
、
賃
貸

(
泊
)

借
期
円
に
一
斉
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
慣
行
が
形
成
さ
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
は
、
賃
貸
人
、
賃
借
入
双
方
に
と
っ
て
の
便

宜
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
入
に
と
っ
て
は
、
立
退
を
強
制
さ
れ
る
日
が
一
年
の
ど
の
日
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

転
居
先
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
路
頭
に
迷
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
他
方
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
も
、
同
様
に
勝
手
な
日
に
立
ち
退

(
お
)

か
れ
た
の
で
は
新
た
な
賃
借
入
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
ず
不
動
産
の
収
益
減
を
招
き
か
ね
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
需

(
お
)

給
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
崩
れ
て
い
な
い
賃
貸
借
市
場
を
前
提
に
し
て
、
需
要
と
供
給
の
時
間
的
な
ミ
ス
・
マ
ッ
チ
を
可
能
な
限
り
減

少
さ
せ
よ
う
と
い
う
工
夫
が
、
こ
の
よ
う
な
慣
行
に
結
実
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
賃
貸
借
単
位
期
間
の
慣
行
に
よ
っ
て
、
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
に
つ
い
て
も
、

一
定
期
間
の
使
用
継
続
が
賃
借
入
に
確
保
さ
れ
る
こ
と

北法46(3・59)493

い
わ
ば
賃
貸
借
の
最
短
期
間
の
保
障
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
場
合
に
は
一
年

(
幻
)

間
で
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
一
年
間
の
期
間
を
認
め
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
パ
リ
の
場
合
に
は
、
こ
の
期
間
は
三
カ

に
な
る
。
賃
貸
借
単
位
期
間
が
、



説

月
で
し
か
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
こ
こ
で
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
低
家
賃
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
告
知
期
間
も
六
週
間
し
か
付
与
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
パ
リ
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
、
賃
借
入
の
居
住
確
保
に
関
し
て
不
安
定
性
が
目
立
つ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

北法46(3・60)494

~b. 
日間

っ
と
も
、
居
住
の
安
定
性
が
脆
弱
で
あ
っ
て
も
、
賃
貸
借
市
場
が
安
定
裡
に
推
移
し
て
い
れ
ば
、
問
題
は
表
耐
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
第
二
帝
政
期
の
よ
う
な
地
価
高
騰
と
家
賃
高
騰
の
時
期
に
な
る
と
、
話
は
別
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
賃
借
権
の
安
定
性
の
欠
如
の
ゆ
え

に
、
賃
貸
人
か
ら
の
濫
用
的
な
解
約
申
入
れ
が
現
実
化
し
、
さ
ら
に
短
期
間
で
家
賃
が
大
幅
に
増
額
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
頻
発
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
、

ま
た
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
叶
司
o-UFOZC‘
皇
、
還
、
き
な
「
3
・
Z
E巾
戸
口
D

・品-})・吋
ω・

(
四
)
開
口
丘
町
〉
の
Z
開
「
包
百
戸
き
な
へ
匂
ト
ロ
。
印
。
。
I

め
汁
匂

N
N
な
お
、
九
年
の
期
間
が
満
了
す
れ
ば
、
民
法
典
一
七
三
七
条
が
適
用
さ
れ
、
何
の
方
式

も
要
す
る
こ
と
な
く
契
約
関
係
が
終
了
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

(
加
)
叶
き
で
「
o
z
p
皇
可
否
・

5
町内ヘ
S
-
g
g
m
N
・
5
品
CKHe
司

N
E
J
何
百
回
}
め
〉
の
E
r
z
y
p
g町内芯ト

g
e
H
N
N
-
司

ωφ

な
お
、
本
文
で
内
容
を
紹
介
し

た
民
法
典
一
七
二
一
六
条
と
一
七
三
七
条
は
、
形
式
的
な
文
言
に
お
い
て
は
、
「
期
間
の
定
め
の
な
い
賃
貸
借
」
、
「
期
間
の
定
め
の
あ
る
賃
貸
借
」

で
は
な
く
、
「
書
面
に
よ
ら
な
い
賃
貸
借
」
の
場
合
の
解
約
申
入
れ
に
よ
る
賃
貸
借
終
了
(
一
七
三
六
条
)
、
「
書
面
に
よ
る
賃
貸
借
」
の
場
合
の

期
間
満
了
に
よ
る
当
然
の
終
了
(
一
七
三
七
条
)
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
文
言
の
使
い
方
は
、
条
文
編
纂
上
の
取
抗
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
大
き
な
原
因
は
、
実
際
に
は
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
と
期
間
の
定
め
の
な
い
賃
貸
借
、
書
面
に
よ
る
賃
貸
借
と
期
間
の
定
め
が
あ
る

賃
貸
借
が
ほ
ぼ
重
な
り
あ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
以
上
に
つ
い
て
、
叶
問
。
戸
czρ
雪
・
円
亡
し
何

E
Z
〉の
Z
F
-
S
H
t
・
g-
∞品目

Y
B

AFmv品
t品
ω印
.

(
幻
)
肯
定
説
と
し
て
、
。
己
目
〉
-z↓
oz-
皇
、
戸
き
な
ヘ
ロ
ト
ぢ
呂
町
同
叶
・
ロ
0

・日印
-
E
-
ω
m
v
tム
N-
〉己回
2
2
m
h
r
c
-
Sミ
由
、
き
た
へ
こ
」
・

8
田市

ω・
2
h凶
AH-u・
?

E
C
E
Z叶
-
s
y
-
-
き
町
内
ご
と
-
Z
E
m
N
印・ロ
3

8

2

2
ミ
司

2
2
2
2・
こ
の
時
期
の
下
級
審
裁
判
例
も
こ
の
見
解
を
採
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
百
定
説
と
し
て
、
ロ
戸
z
z
n
o
c目↓
-
S百
戸
き
守
ヘ
」
と
・
司
-
m
w
N
-
E
Z
(
N
)
・
3

2

叶
l品
E
L
、H，O
C
F「
】
何
回
・
富
市
戸
き
な
へ
S
-
Z呂町

山

Y
口0
・
ωω
・司
-
A
N
-
-
U
C〈
何
回
。
何
回
-

h

富
市
、
P
ぉ。町内ヘ
hvト
円
。
自
の

ω-
ロロ
-
N
印∞-旬開
)-Nω
。
l
N
ω
N
・
一
何
百
ニ
め
〉
の
Z明
「
師
"
も
言
、

s。町内「
hNH
ロ。]戸叫川
Y
H
Y
A
M
-



一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

(幻

)HVO叶
国
民
間
・
マ
s
h
t
E
ミ

H
E
H
弘司

EEhE町、

Q
S『問的弘司
E
Sな
R
g
E
Cロ
∞
己
間
口
巾
?
円
O
B
巾品

-
T
R
F
n
o目印巾

2
Z
-
U巾】印百三宮・

5

2
・
5
S
'

Hu--
印
ほ
か
に
は
、
叶
問
。
戸
OZの
-
s
y
p
ぎ
な
へ
も
ト
円
CEmN-
ロ0
・品{)∞・司

-NNu--
を
参
照
。

(
お
)
パ
リ
の
賃
貸
借
に
関
す
る
慣
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
編
纂
が
実
施
さ
れ
て
い
る
二
八
四

O
年
に
各
区
で
治
安
判
事
を
主
体
と
す
る
編
纂
委

員
会
が
設
置
さ
れ
、
一
八
五
二
年
に
そ
の
作
業
に
基
づ
く
『
慣
行
集
』
が
作
成
さ
れ
た
)
。
こ
れ
を
収
録
し
た
資
料
と
し
て

s-hs-RB雲
母
苫
旬

、
ミ
3

2
『
E
-
F由
民
岳
民

2
E
-
Z
E
-
-∞
E
-
が
あ
る
ほ
か
、
た
と
え
ば
、

F
Bの
'
印
〉
己
の
何
回
・
言
、
一
戸
吉
町
内
芯
ト
司
'
A
H
(
)
ω
2
2
2
に
そ
の
全
文
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
期
間
の
部
分
の
検
討
と
し
て
、
∞
〉
CC何回
4
S
R
w
司・

5
2
2
2
e
が
詳
し
い
。
ほ
か
に
、

2
4
E
E
-
~ミ
丘
町
人
何

E
r

〉
CZ戸
-
g
v
g
きたへ匂」・

5
・同

ω印
2
2
-
F
U
2
2
∞巳〈
J
U
C〈
何
回
の
【
何
回
温
室
、
司
令
、
き
た
「
S

Z
自巾品・

5
・
ωmy
司・

2
・
な
ど
参
照
。

(
但
)
告
知
期
間
に
つ
い
て
は
、
何
百
戸
巾
〉
の
Z戸
-
富
市
3
・
5
芯ヘ
ωト
ロ
。
∞
印
日

2
E
z
-
-
司・

3
-
m
w
Z
2
2
が
き
わ
め
て
詳
し
く
パ
リ
の
慣
行
を
紹
介
し

て
い
る
。
ほ
か
に
は
、
「
・
ー
の
・
印
〉

CC何回
-
g
v
p
き
た
ヘ
ミ
ロ
。
'HH叶
22=--HU-
吋
め

2
2
2
を
参
照
。

(
お
)
も
っ
と
も
、
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
れ
に
若
干
の
猶
予
が
認
め
ら
れ
、
入
居
・
立
退
の
期
日
が
賃
貸
借
期
日
か
ら
ず
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
パ
リ
で
は
、
家
賃
年
額
四

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
「
小
賃
貸
借
宮
2
3
Z内
田
門
戸
吉
田
」
の
場
合
に
は
、
立
退
に
つ
い
て
賃
貸
借
期
日
か
ら

一
週
間
の
猶
予
が
認
め
ら
れ
(
家
賃
が
そ
れ
よ
り
高
額
の
賃
貸
借
ま
た
庖
舗
の
賃
貸
借
な
ど
に
つ
い
て
は
二
週
間
)
(
忠
品
S
な
S
E
E
5

E
3旬
、
袋
、
3
・
き
た
お
匂
ト
℃
・
品
川
円
)
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
入
居
も
、
「
小
賃
貸
借
」
に
つ
い
て
は
賃
貸
借
期
日
か
ら
一
週
間
後
の
八
日
正
午
(
そ
れ

以
外
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
二
週
間
後
の
一
五
日
正
午
)
に
ず
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
入
居
す
べ
き
住
戸
部
分
が
賃
貸
借

期
日
で
あ
る
一
日
に
空
家
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
賃
借
入
に
は
入
居
の
権
利
が
あ
り
、
賃
貸
人
が
こ
れ
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
以
上
に
つ
い
て
、
開
豆
一
司
〉
の
Z
戸

-
S可
否
-
き
な
「

a・
2
5
ι
・
司
会
参
照
。

(
部
)
、
『
国

O戸
CZの
-
g』
V3・
5Hh
「

S
-
gヨ巾
N-
口。

Avo--H)℃

NNHtNNN'

(
幻
)
需
要
が
供
給
を
大
き
く
上
回
る
貸
し
手
市
場
(
住
宅
難
の
市
場
)
で
は
賃
貸
人
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
く
な
る
し
、
反
対
に
供
給
が
需

要
企
大
き
く
上
回
る
借
り
手
市
場
の
場
合
に
は
賃
借
入
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
く
な
る
。

(
お
)
全
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

U
C〈
E
2
E
-
皇、
E-
き
な
ヘ
S
・
5
g巾
p
g
ω
む
巾
門
出

E
〈二百・

2
2
M
E
H〈
‘
に
要
領
の
よ
い
ま
と
め
が
あ
る
。
一

年
を
認
め
る
慣
行
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ロ
0

・

s-℃
・
弓
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
慣
行
の
よ
う
な
当
然
の
終
了
で
は
な
く
、

解
約
申
入
れ
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

北法46(3 ・ (1)49~



説

賃
貸
人
・
賃
借
人
間
の
権
利
義
務
関
係

3 

自満

賃
貸
借
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
賃
貸
人
は
、
①
賃
借
物
を
賃
借
入
に
引
き
渡
し
、
②
そ
の
物
を
賃
貸
借
の
目
的
と
な
っ
た
使
用
に
供
し

う
る
状
態
に
維
持
し
、
③
賃
貸
借
期
間
中
、
賃
借
入
に
そ
の
物
を
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務
を
負
う
(
一
七
一
九
条
)
。
賃
貸
人
は
ま
た
、

④
賃
借
物
の
使
用
を
妨
げ
る
暇
庇
ま
た
は
欠
陥
に
つ
い
て
担
保
責
任
を
負
う
(
一
七
一
二
条
)
。
こ
れ
に
対
し
て
賃
借
入
は
、
①
賃
借
物
を

に
従
っ
て
使
用
し
、
②
賃
料
を
支
払
う
義
務
を
負
う
(
一
七
二
八
条
)
。
民
法
典
は
、

善
良
な
家
父
と
し
て
、

か
っ
、
用
方
(
色
町
田
門
吉
色
。
ロ
)

そ
れ
ら
を
具
体
化
す
る
規
定
を
さ
ら
に
設
け
て
い
る

O
条
以
下
、
賃
借
入
の
義
務
に
つ
い
て
一
七
二
九
条

l
一
七
三
五
条
)
。

こ
れ
ら
の
い
わ
ば
基
本
義
務
の
規
定
と
と
も
に
、

(
賃
貸
人
の
義
務
に
つ
い
て
一
七

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
原
則
と
し
て
任
意
法
規
で
あ
っ
て
、
契
約
当
事
者
間
で
そ
れ
ら
と
異
な
る
特
約
を
定
め
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
主
た
る
関
心
の
対
象
で
あ
る
都
市
民
衆
を
主
体
と
す
る
賃
貸
借
関
係
は
、
前
述
の
よ
う
に
口
頭
で
締
結
さ
れ
る

の
が
一
般
的
で
あ
り
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
が
特
別
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
ま
た
、
賃
貸
借
単
位
期
間
や
告
知
期
間
に

つ
い
て
は
豊
富
な
内
容
を
持
つ
地
域
的
慣
行
も
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
の
領
域
で
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
、
右

の
賃
貸
借
関
係
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
の
規
整
に
際
し
て
民
法
典
の
規
定
が
果
た
す
役
割
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
主
と
し
て
個
々
の
住
戸
を
対
象
と
す
る
住
宅
賃
貸
借
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
こ
で
の
当
事
者
間
の
権
利
義
務
関
係
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
家
賃
支
払
義
務
に
つ
い
て
は
、
項
を
改
め
て
検
討
す
る
。

(a) (1) 
目
的
物
al 
i度
義
務

賃
貸
人
の
義
務

北法46(3・62)496 



賃
借
物
の
引
渡
は
、
賃
貸
借
契
約
の
要
素
の
一
つ
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り

(
そ
れ
ゆ
え
こ
の
点
に
つ
い
て
は
特
約
に
よ
る
排
除
が
認
め

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

ま
た
は
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
|
|
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
の
場

合
に
は
そ
の
定
め
の
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
|
|
地
域
の
慣
行
に
従
っ
て
、
物
を
賃
借
入
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
七
一

九
条
一
号
参
照
)
。
賃
貸
人
が
引
渡
を
怠
る
場
合
に
は
、
賃
借
入
は
そ
の
強
制
履
行
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
賃
貸
借
契
約
に

特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
引
渡
は
、
す
べ
て
の
修
繕
を
施
し
た
良
好
な
状
態
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
(
一
七
二

O
条
一
項
)
。
こ
の
点
で
、

ら
れ
な
い
て
賃
貸
人
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
に
、

現
状
で
の
引
渡
で
足
り
る
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
よ
り
も
、
賃
貸
人
の
義
務
は
重
く
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
賃
借
入
が
い
ま
だ
賃
貸
人
か
ら
引
渡
を
受
け
て
い
な
い
聞
に
目
的
物
が
第
三
者
に
譲
り
渡
さ
れ
た
が
、
賃
借
権
に
一
七
回
三

条
に
基
づ
く
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
入
は
、

そ
の
第
三
者
に
対
し
て
直
接
の
引
渡
を
求
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

(
明
日
)

問
題
に
つ
い
て
は
、
賃
借
権
が
債
権
で
あ
る
か
物
権
で
あ
る
か
の
法
的
性
質
決
定
の
問
題
も
か
ら
ん
で
議
論
が
あ
っ
た
。
賃
借
権
を
物
権
と

み
れ
ば
当
然
に
問
題
を
肯
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賃
借
権
債
権
論
者
に
お
い
て
は
、
当
初
は
、
賃
借
権
の
債
権
性
と
一

七
四
三
条
の
例
外
性
を
強
調
し
て
、
賃
借
人
は
収
益
を
開
始
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
第
三
者
に
対
し
て
引
渡
を
求
め
う
る
と
す
る
見
解
、

(
初
)

す
な
わ
ち
右
の
場
合
に
は
問
題
を
否
定
す
る
見
解
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
、
一
七
四
三
条
の
射
程
を
必
ず
し
も
限
定
的
に
解

(
訂
)

す
る
こ
と
な
く
、
右
の
場
合
の
第
三
者
に
対
す
る
引
渡
を
認
め
る
見
解
が
一
般
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
賃
借
権
債
権
論
者
の
物
権
論
者
へ

の
接
近
で
は
な
く
、
む
し
ろ
賃
借
権
の
債
権
性
と
一
七
四
三
条
に
よ
る
賃
借
権
の
対
抗
力
の
承
認
が
何
ら
矛
盾
し
な
い
と
い
う
理
解
、
す
な

わ
ち
、
債
権
説
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

北法46(3・63)497

川
目
的
物
維
持
義
務

次
に
、
賃
貸
人
は
、
賃
借
物
を
賃
貸
借
の
目
的
と
な
っ
た
使
用
に
供
し
う
る
状
態
に
「
維
持
す
る

g守
内
丹
市
ロ
-
ご
義
務
を
負
う

九
条
二
号
)
。
こ
れ
が
具
体
的
に
意
味
す
る
の
は
、
賃
貸
借
の
期
間
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
必
要
と
な
っ
た
修
繕
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
(
一
七



説

七
二

O
条
二
項
)
。
右
の
良
好
な
修
繕
状
態
で
の
引
渡
義
務
と
合
わ
せ
て
や
や
比
聡
的
に
い
え
ば
、
賃
貸
人
は
、
賃
料
の
形
で
対
価
を
受
け

る
以
上
、
住
宅
商
品
を
完
全
な
商
品
と
し
て
整
備
済
の
状
態
で
引
き
渡
し
、

か
つ
、

そ
の
後
も
完
全
な
状
態
に
整
備
し
続
け
る
こ
と
を
義
務

自命

付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
賃
貸
人
の
修
繕
義
務
は
、
必
要
と
な
る
修
繕
の
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

一
定
の
小
修
繕
は
、
賃
借
入
負
担
と
さ
れ

る

(
芯
宮
『
白
C
O
ロ

M-cg巴
〈
巾
日
)
。
両
者
を
区
別
す
る
一
般
的
基
準
は
、
修
繕
が
老
朽
化

2
2
5広
)

(
犯
)

(「
2
宮
「
比
二
G
B
E
C
)
。
民
法
典
、
は
、
賃
借
入
負
担
の
小
修
繕
の
い
く
つ
か
を
例
示
す
る
が

に
由
来
す
る
か
否
か
で
あ
り
、
老
朽
化

に
由
来
す
る
修
繕
が
所
有
者
の
負
担
に
帰
す
る

(
暖
炉
の
炉
床
、
炉
背
、
炉
飾
り
お
よ
び
炉
棚
に
な
さ
れ
る
べ
き
修
繕
、

ア
バ
ル
ト
マ
ン
そ
の
他
の
居
住
用
場
所
の
壁
の
低
部
一
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
漆
喰
の
塗
直
し
:
:
:
。

一
七
五
四
条
)
、

そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
っ
て
、
問
題
と
な
る
修
繕
が
賃
借
入
負
担
の
小
修
繕
で
あ

る
か
否
か
は
、
第
一
義
的
に
は
当
事
者
間
の
特
約
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
地
域
の
慣
行
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

一
定
の
小
修

繕
が
賃
借
入
負
担
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
通
常
の
場
合
に
は
賃
借
入
自
身
ま
た
は
そ
の
家
族
構
成
員
等
の

(
お
)

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
入
は
、
形
式
的
に
は
そ
の
負
担
に
帰
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
小
修
繕
で
あ
っ
て
も
、

「
過
失

P
5
2
に
よ
る
と

れ
が
「
老
朽
化
ま
た
は
不
可
抗
力
芯
Z
印広

S
F「門
2

五
五
条
)
。

な
お
、
賃
貸
人
に
よ
る
修
繕
は
、

そ
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
権
利
で
も
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
賃
借
入
の
平
穏
に
賃
借
物
を
収
益

し
う
る
権
利
と
の
調
整
が
問
題
に
な
る
。
賃
貸
人
は
、
賃
借
物
修
繕
の
必
要
性
が
緊
急
で
、
賃
貸
借
の
終
了
ま
で
待
て
な
い
場
合
に
は
、
賃

借
入
に
不
都
合
を
招
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
修
繕
実
施
権
を
認
め
ら
れ
る
。
修
繕
が
四

O
日
以
上
続
く
場
合
に
は
、
賃
料
の
減
額
が
認
め
ら

れ
る
が
(
以
上
、

日
数
が
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
修
繕
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
の
使
用
が
損
な
わ
れ
て
も
、
特

に
補
償
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
修
繕
実
施
に
よ
っ
て
居
住
が
不
可
能
に
な
る
場
合
に
は
、
賃
借
入
に
契
約
解
除
権
が
認
め
ら

一
七
二
四
条
一
項
、
二
項
)
、

北法46(3・64)498

そ

ご
七



れ
る

(
一
七
二
四
条
三
項
)
。

同
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務

賃
貸
人
は
さ
ら
に
、
賃
借
入
に
賃
借
物
を
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務
を
負
う
(
一
七
一
九
条
三
号
)
。
こ
の
規
定
の
適
用
が
特
に
問
題
に

な
っ
た
の
は
、
商
業
・
手
工
業
の
た
め
の
建
物
区
画
の
賃
貸
借
(
商
事
賃
貸
借
)

の
領
域
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
借
入
は
、
賃
貸
人
が
同

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

一
不
動
産
の
他
の
区
画
を
彼
の
競
争
者
に
賃
貸
す
る
行
為
を
、
賃
貸
人
の
右
の
義
務
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ

(
泊
)

の
問
題
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
時
期
に
判
例
上
激
し
く
争
わ
れ
た
。
初
期
の
判
例
は
、
類
似
の
営
業
者
へ
の
賃
貸
行
為
を
右
の
義
務
に
違
反

す
る
も
の
と
解
し
た
。
こ
こ
で
は
、
賃
貸
人
の
「
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務
」
を
媒
介
と
し
て
、
同
一
不
動
産
内
で
の
競
争
者
の
排
除
と
そ

の
反
面
で
の
既
存
の
賃
借
入
の
一
穫
の
営
業
独
占
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
判
例
は
、

そ
の
後
変
更
さ
れ
、
不
動
産
所
有
者
に
よ

る
賃
借
入
選
択
の
自
由
が
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
論
拠
は
、
民
法
典
五
四
四
条
に
定
め
ら
れ
る
所
有
権
の
絶
対
性
と
、

一
般
原
則
と
し
て

の
営
業
の
自
由
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
同
一
の
不
動
産
内
の
他
の
建
物
区
画
を
同
種
の
営
業
を
営
む
者
に
賃
貸
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
特
約
(
排
他
条
項
己

E
認

q
z
n
E
2
三
芯
と
呼
ば
れ
る
)

が
一
般
化
し
て
く
る
た
め
、
同
一
不
動
産
内
の
競
争
関
係
は
、
引
き
続

き
大
き
く
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
賃
貸
人
の
「
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務
」
は
、
排
他
条
項
と
と
も
に
、
商
事
賃
貸

借
の
領
域
に
お
い
て
、
同
一
不
動
産
に
お
け
る
競
争
制
限
を
通
じ
て
既
存
の
商
事
賃
借
入
の
営
業
活
動
の
安
定
性
を
確
保
す
る
機
能
を
果
た

し
た
。住

宅
賃
貸
借
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
「
平
穏
に
収
益
さ
せ
る
義
務
」
が
右
の
よ
う
な
顕
著
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
な
か
っ

た
し
、
こ
の
義
務
を
め
ぐ
る
目
立
っ
た
判
例
の
展
開
も
な
か
っ
た
。
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
も
っ
ぱ
ら
住
宅
に
充
て
ら
れ
て
い
る

賃
貸
不
動
産
の
一
区
画
を
商
業
用
に
賃
貸
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
居
住
の
平
穏
が
害
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
義
務

(
お
)

に
対
す
る
違
反
が
問
題
と
な
る
程
度
で
あ
ろ
う
。
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説

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
、
収
益
に
対
す
る
侵
害
が
賃
貸
人
自
身
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ケ

l
ス
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

そ
れ
が
第
三

者
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
次
の
二
つ
が
区
別
さ
れ
る
。

号ι
ロ聞

第
一
に
、

た
と
え
ば
定
額
小
作
関
係
に
お
い
て
盗
人
が
葡
萄
畑
か
ら
葡
萄
を
盗
ん
だ
場
合
な
ど
の
よ
う
に
、
賃
借
物
に
つ
い
て
何
の
権
利

も
主
張
し
て
い
な
い
第
三
者
が
侵
害
行
為
を
行
な
う
場
合
に
は

(
事
実
上
の
侵
害
可

E
E巾
島

町

E
C
、
賃
貸
人
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
の
担

保
責
任
も
負
わ
な
い
。
賃
借
入
は
、
自
己
の
名
で
侵
害
者
に
対
し
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
等
の
訴
え
を
提
起
し
て
侵
害
行
為
に
伴

(
一
七
二
五
条
)
。
侵
害
者
の
無
資
力
あ
る
い
は
侵
害
者
不
明
な
ど
の
事
態
に
よ
っ
て
、
こ
の
賃
借
入

(
お
)

に
よ
る
訴
え
に
実
効
性
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
民
法
典
制
定
前
は
、
賃
借
入
の
賃
料
減
額
請
求
を
認
め
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。

う
損
害
の
回
復
を
図
る
べ
き
で
あ
る

こ
れ
は
、
事
実
上
の
侵
害
に
伴
う
損
害
の
賃
貸
人
へ
の
一
部
転
嫁
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
民
法
典
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
意

(
訂
)

識
的
に
排
除
さ
れ
、
賃
貸
人
の
賃
料
債
権
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
具
体
的
な
使
用
収
益
の
あ
り
方
と

賃
料
債
権
と
の
関
連
性
が
、
そ
の
限
り
で
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
賃
借
物
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
権
利
を
主
張
す
る
第
三
者
が
登
場
す
る
場
合
に
は

(
法
律
上
の
侵
害
可
c
z
u
z
a巾

a
B
H
C
、
賃

貸
人
は
担
保
責
任
を
負
う
。
他
方
、
賃
借
人
は
、
自
己
の
名
で
侵
害
者
に
対
し
て
訴
訟
行
為
を
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
賃
借
人
は
、

賃
貸
人
に
法
律
上
の
侵
害
を
知
ら
せ
て
そ
の
担
保
責
任
の
履
行
を
求
め
、
賃
貸
人
が
要
求
す
る
場
合
に
は
、
訴
訟
か
ら
脱
退
し
な
け
れ
ば
な

(
一
七
二
七
条
)
。
訴
訟
が
所
有
権
の
帰
属
な
ど
の
実
体
的
権
利
関
係
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
所
有
者
で
な
い
賃
借
人
に
は
そ
れ

ら
な
い

を
争
う
権
限
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
賃
借
入
は
、
何
ら
か
の
権
利
を
主
張
す
る
第
三
者
に
対
し
て
占
有
訴
訟
と
い
う
形
で
争
う
こ
と
も
で
き

な
い
。
占
有
権
の
成
立
に
所
有
の
意
思

(
E
5
5
号

E
E
)
を
要
求
し
て
い
た
こ
の
当
時
の
占
有
理
論
の
も
と
で
は
、
賃
借
入
は
、
単
な

る
「
所
持
者
伝
広
三

2
ご
に
す
ぎ
ず
、
実
力
行
為
(
〈
。
芯
号

E
丹
)
に
よ
る
占
有
剥
奪
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
「
占
有
回
収
訴
訟

Z
5広
司
自
号
」

(
お
)

以
外
の
占
有
訴
訟
の
提
起
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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凶
暇
庇
担
保
責
任

賃
貸
人
は
、
最
後
に
、
賃
借
物
の
使
用
を
妨
げ
る
暇
庇
ま
た
は
欠
陥
(
三
円
巾
。
=
号
P
E
)
に
つ
い
て
、
契
約
時
に
そ
の
暇
庇
等
を
知
ら

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(I)

そ
れ
を
担
保
す
る
責
任
を
負
う
(
一
七
二
一
条
一
項
)
。
こ
の
責
任
内
容
は
、
具
体
的
に
は
賃
料
減
額
ま
た
は
賃
貸

借
契
約
の
解
除
と
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
賃
貸
人
は
、
暇
抗
ま
た
は
欠
陥
か
ら
損
害
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
賠
償
す
る
責
任
を

負
う
(
同
条
二
項
)
。
こ
の
損
害
賠
償
義
務
は
、
条
文
の
文
言
か
ら
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
解
釈
に
よ
っ
て
賃
貸
人
が
暇
庇
等
を

(
ぬ
)

知
っ
て
い
た
場
合
ま
た
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
他
方
、
賃
貸
人
は
、
契
約
当
時
の
暇
杭
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
、
賃

な
か
っ
た
場
合
で
も
、

貸
借
契
約
継
続
中
に
生
じ
た
椴
庇
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。
こ
れ
は
、
売
買
契
約
に
お
け
る
暇
庇
担
保
責
任
(
一
六
四
一
条
以
下
)
と
異

(
川
叫
)

な
る
点
で
あ
り
、
賃
貸
人
の
瑞
杭
担
保
責
任
の
ほ
う
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
暇
杭
の
範
囲
が
広
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
責
任
内
容
は
、
賃

(
M
U
)
 

そ
れ
が
損
害
賠
償
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。

料
減
額
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に
と
ど
ま
り
、

(
岱
)
賃
借
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
債
権
と
み
る
の
が
伝
統
的
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
異
説
と
し
て
、
一
七
四
コ
一
条
が
二
疋
の
場

合
に
賃
借
権
の
対
抗
力
を
認
め
た
こ
と
を
主
た
る
根
拠
と
す
る
ト
ロ
ロ
ン
の
「
賃
借
権
物
権
説
」
が
あ
っ
た

3
5戸
O
Z
の
-gv浮
き
な
ヘ
3
・

8
言
H

・
s
-
h
2
2守
司
・
叶

N
2
2
R
-
g
g
g
z
z
g
∞
召
き
l
E
-
S
Z
N
-
g・
ち

ω
2
2
2・℃
-
N
3
2
2
2
こ
の
見
解
の
先
駆
は

メ
ル
ラ
ン
で
あ
る
。

ζ
自
己
Z
-
P
2
2目
白

e
r
a在
室
内

k
g
さ
な
H
H
S
Z
K
G

弘、。

p
gヨ
巾
品
a

品。

E
-
〈
O

吋戸内『少匂・

2
q
)
。
こ
の
見
解
は
、
若
干
の

学
説
の
支
持
を
得
た
も
の
の
、
圧
倒
的
に
多
数
の
学
説
は
こ
れ
を
批
判
し
、
一
九
世
紀
の
後
半
期
に
は
、
判
例
も
含
め
て
、
賃
借
権
債
権
説
が

確
立
し
て
い
く
(
こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
、

Z
2
0
5
2戸
ヒ

号
2
4
E
Y室
内
ミ
号
ま
な
』
室
書
偽
札
E
H童
書
室
乞

F
↓F
e

E
Z印・
2
白

E
S
-
-自℃『
-
n
y向巾
Z
5
2
・
5
E
-
が
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ン
説
の
紹
介
と
批
判
と
し
て
は
、
と
く
に
、
苦
-
S
φ
ω
・
参
照
。
ま
た
、
学
説

の
分
布
に
つ
い
て
は
、
開
口
岡
山
}
巾
〉
の
Z
開「司室、司
E

・
5
町
内
ヘ
匂
ト
円
}
印
・
ロ
C
Z
(
同
)
に
も
簡
単
な
整
理
が
あ
る
)
。
な
お
、
ト
ロ
ロ
ン
の
賃
借
権
物
権
説
は
、

日
本
で
も
「
賃
借
権
物
権
化
論
」
や
旧
民
法
ボ
ワ
ソ
ナ
1
ド
草
案
(
賃
借
権
を
物
権
と
構
成
す
る
)
と
の
関
係
で
関
心
を
集
め
て
い
る
。
と
く

に
こ
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
研
究
と
し
て
、
①
小
柳
春
一
郎
「
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
草
案
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
賃
借
権
物
権
論
一

1
四
」
山
梨
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白見さ手也
関岡

大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
三
七
号
j
四

O
号
(
一
九
八
六
年
l
.
九
八
九
年
六
②
同
「
旧
民
法
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
草
案
に
お
け
る
賃
貸
借
規
定

に
つ
い
て
」
法
制
史
研
究
三
九
号
(
一
九
八
九
年
)
、
①
同
「
一
九
昨
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
賃
借
権
物
権
論
の
登
場
|
|
メ
ル
ラ
ン
と
ト
ロ

ロ
ン
」
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
四
二
百
万
(
一
九
九
二
年
)
が
あ
る
。
そ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
③
論
文
七
八
頁
以
下
な
ど
て

ト
ロ
ロ
ン
の
賃
借
権
物
権
説
に
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
な
い
し
実
践
的
意
凶
が
あ
っ
た
か
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ト
ロ
ロ
ン
は
、
農

業
経
営
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
農
業
経
常
が
賃
貸
借
(
定
額
賃
貸
借
宮
己
勘
な
「
沼
市
)
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
場

合
に
は
、
そ
の
長
期
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
た
(
ロ

l
マ
を
素
材
と
し
つ
つ
各
種
経
営
形
態
の
比
較
検
討

を
行
な
う
「
序
文
」
を
参
照
。
叶
同
S
F
O
E
-
h
Hも
さ
・
き
~
ミ
S
-
Z呂
町

H
e
u
-
2
∞
E
〈
-
g
g
g
H
H
mロ
ミ

M
X
)門
戸
、

IF出・
)

0

賃
借
権
物
権
説
の
背
後
に

そ
の
よ
う
な
発
想
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
賃
借
権
物
権
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
あ
り
方
と
も
関
連
す
る
が
、
よ
り
直

接
的
に
は
、
当
時
の
法
現
象
と
り
わ
け
不
動
産
賃
借
権
の
「
対
抗
均
」
を
示
認
し
た
一
七
四
三
条
を
ど
う
法
理
論
的
に
説
明
す
る
か
と
の
関
心

か
ら
抽
出
さ
れ
た
認
識
命
題
と
見
る
べ
き
で
あ
る
(
小
柳
①
論
文
四
、
七
八
頁
も
参
照
)
。
と
す
れ
ば
、
不
動
産
賃
借
権
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
を

提
示
す
る
と
い
う
規
範
論
で
あ
る
日
本
の
「
賃
借
権
物
権
化
論
」
と
は
、
そ
も
そ
も
理
論
の
基
本
的
な
性
格
が
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
却
)
典
現
的
に
は
、
り
と
〈
何
回
の
{
何
回
-
言
、
さ
・
ぎ
な
へ
も
」
-
Z宮
内

ω・ロ
D-N
∞
「
司
-
N
2
・
ま
た
、

U
C悶〉
Z
4
0
2
・
S
Y白
、
き
た
む
と
-
S
E巾
口

4
8
5
m
y
刀

]-ωN 

(
況
)
〉
己
回
目
ペ

2
-
E
C
-
留
守
P
き
た
へ
と
」
・
間

ωGhwa
日V
Nめ
L
F
C
C
-
F「
OC〉同門
Y

吋
さ
と
h
E
円
室
町
、
お
ご
出
こ
sh白
h
p
g
E巾
r
N
m
Eヨ

2
2
M
-
。・司
E
0
5
l

U
R
E
a
-
∞∞斗・ロ
c・
g
-
宅-ニ
N
I
=品
J

同，

F
出

c
p
g
y
a
p
き
た
ヘ
こ
ト
門
D
E巾
E
a
ロ
C
N
2
4
百

ω
g
-
な
ど
。

(
犯
)
同
y
F
Z〉
の
戸
ト
。
g
k
g
E
E苦
き
な
室

-
2
S
S
S
H
h
u
s
hぇ
F
ロO
己
〈
丘
一
巾
注
目
z
o
p
g
B
m
N
・
3
z
p
F向田『巾凶
Z
巾仲間山・

0
E』

R
E
P
H
∞
印
戸
℃
工
吋

(

お

)

同

》

CHa---何回
e
gマ
日
・
き
R
Q
S・
g
-
H
C
叶
旬

-t-
↓
目
。
戸
。
z
c
a
z
y
-
-
き
た
へ
も
ト
同
C
E
m
H
a
g
-
H
叶
印
七

ω∞八日
e
F
2〉
日
・
雪
・
円
ご
な
お
、
フ
ラ
ン

ス
法
に
お
け
る
z
『
さ
な
ョ
は
、
日
本
で
の
伝
統
的
把
握
で
あ
る
主
観
的
帰
責
要
素
と
し
て
の
狭
義
の
過
失
に
限
定
さ
れ
ず
、
故
意
さ
ら
に
は
違
法

性
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
把
握
自
体
に
つ
い
て
、
義
務
違
反
と
い
う
客
観
的
要
素
に
重
点
を
置
く
か
、
主
観
的
要
素
を

濃
厚
に
含
む
概
念
と
し
て
構
成
す
る
か
と
い
う
対
立
が
あ
る
。
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る

P
E巾
の
概
念
」
我
妻
先
生
還
暦
記
念
『
損

害
賠
償
責
任
の
研
究
上
』
(
有
斐
閥
、
一
九
五
七
年
)
参
照
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
的
な
扱
い
に
な
ら

っ
て
、

rpE丹市
2

に
ひ
と
ま
ず
寸
過
失
」
の
訳
を
当
て
て
お
く
。
日
本
で
、
過
失
を
客
観
的
義
務
違
反
と
把
握
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
「
過
失
」
概
念
に
違
法
性
を
も
取
り
込
ん
で
二
冗
的
に
不
法
行
為
の
成
立
を
判
断
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

で
考
慮
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
鈍
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
回
E
Z
〉の
Z
何
「
留
守
白
、
き
な
芯
」
‘

E
-
N
O
ω
2
2
2ニ
司
・
∞

ω
2
2
Z
-
に
詳
細
な
判
例
の
紹
介
が
あ
る
。
な
お
、
吉
田
・

前
掲
注

(
5
)
「
商
事
賃
貸
借
川
」
五
二

i
五
四
頁
に
も
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
若
干
の
記
述
が
あ
る
。

(
お
)
開
ロ
ユ
一
司
〉
の
Z
戸
-
S
H
件
、
ロ
0

・
NOH-
℃
∞

ω
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

(
お
)
句
。
言
何
回

e
Sミ
a-
ぎ
た

RUG-
ロ
ロ
∞
】
司
・

2
・

(
幻
)
こ
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、

d
S
E
E
-
室
、
守
白
、
き
町
内
ヘ
ミ

g
自巾

N・
5
∞
-
N
E
，Nヨ
・
苦
巴

1
8・
を
参
照
。

(
招
)
な
お
、
現
在
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
異
な
る
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
七
月
九
日
の
法
律
に
よ
っ
て
狭
義
の
占
有
者
に
限
定

さ
れ
ず
所
持
者
に
も
占
有
訴
権
の
保
護
が
拡
大
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
、
司
E
bコロ

N
Z
2
7
E臼

守

5p(UD--巾
2
5
2
0
5
F門司ロロ
E
g
g
E
-
司
-
C
司
-
-
E∞∞・ロロ

ω印一戸目当・

ω命。
iω
∞
叶
が
、
簡
潔
な
が
ら
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
叙
述
を
行
な
っ

て
い
る
。
一
九
七
五
年
改
正
に
関
す
る
邦
語
の
文
献
と
し
て
は
、
大
塚
直
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
R
E
D
E

宮
∞
認
E
2
2
(占
有
訴
権
)
に
関

す
る
基
礎
的
考
察
」
学
習
院
大
学
法
学
部
研
究
年
報
二
三
一
号
(
一
九
八
八
年
)
二
八
一
頁
を
挙
げ
て
お
く
。

(却

)
2
4呂
田
-
雲
市
吋
P
き
な
お
い
山
」
・
ロ

3
・
HH∞
HNC
一
↓
問
。
戸
O
Z
C
唱
皆
、
浮
き
R
ヘ3
・
Z
E
m
N・
S
・
5
品・

3
ω
ふ
-
E己
]
巾
〉
の
Z

F

室
、
浮
き
な
「
ど

ロ
DaN叶。唱

3
5
ω
l
H
ω
汁
〉

3
E
-
S百
戸
き
た
へ
と
」
・

3
・
5
印
同
印
め
な
お
、
一
九
世
紀
初
頭
に
は
反
対
説
(
賃
貸
人
無
責
の
場
合
に
も
損
害

賠
償
義
務
を
認
め
る
)
も
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〉

3

2・
宥
-
忌
・
参
照
。

(
M
W
)

〉
宅
〉
JF
旬

S
T
g
-

き
な
ヘ
ロ
」
・

3
・H
印
品
・
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
ポ
チ
エ
は
次
の
一
一
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
売
買
契
約
は
当
事
者
間
の
合
意

だ
け
で
完
成
し
、
そ
の
後
の
危
険
は
買
主
に
帰
す
る
の
に
対
し
て
、
賃
貸
借
契
約
の
場
合
に
は
、
賃
借
物
に
関
す
る
危
険
は
常
に
賃
貸
人
の
負

担
に
と
ど
ま
る
。
第
二
に
、
売
買
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
の
対
象
に
な
る
の
は
物
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
売
買
契
約
か
ら
生
じ
る
債
権
債
務
関

係
(
買
主
の
代
金
支
払
債
務
)
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
契
約
時
に
目
的
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
足
り
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
賃
貸
借
契

約
の
場
合
に
は
、
契
約
の
対
象
は
賃
借
物
の
継
続
的
収
益
で
あ
り
、
賃
貸
人
が
こ
の
収
益
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
契

約
の
対
象
が
欠
け
る
こ
と
に
な
り
、
賃
借
入
に
賃
料
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
く
な
る
。

T
O
一
↓
呂
田
-
富
市
戸
き
な
お
し
と
・
=
。

=
N
-
甘

-
S
ま
た
、
叶
問
。
戸
。
Z
の
-
g
y
p
き門町「
hu
」
-
gヨ巾

N・
B
-
E
C
-
3
5
I
H
H
-
も
参
照
。

(HU)
勺

04回目何回
-
E
V
F
き
た
へ
N
e・
g
-
H斗・司・

2
・何回ユ

Z
〉の
Z
戸

-
g
V
3・
5
Z
3」・ロ
0

・
N⑦
川

Y
H
)甘

-ENtHωω
・
な
お
、
斗
問
。
戸

c
z
c
-
S
3、白、きな

へS
e
g呂町

N
e
g
e
N
C
O
d
-
z
-
は
、
賃
貸
人
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
契
約
後
の
般
抗
を
知
ら
な
い
か
ら
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
ほ
と
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説

ん
ど
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
例
外
的
に
で
は
あ
れ
賃
貸
人
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
成
ω

じ
ら
れ
る
。

論

(2) 

賃
借
入
の
義
務

こ
こ
で
は
、
家
賃
支
払
い
義
務
を
除
い
た
賃
借
入
の
義
務
の
内
容
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
用
方
に
従
っ
た
使
用
義
務
と
善
良
な
家

父
と
し
て
の
使
用
義
務
に
大
別
さ
れ
る
が

(
一
七
二
八
条
一
号
)
、
後
者
か
ら
導
か
れ
る
原
状
で
の
返
還
義
務
(
一
七
一
二

O
条
)

が
現
実
に

は
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
、
火
事
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
賃
借
入
に
特
別
に
重
い
責
任
が
課
せ
ら
れ
る

(
一
七
三
三
条
l
一
七
三

四
条
)
。
以
下
、
順
次
そ
の
内
容
を
見
ょ
う
。

刷
用
方
遵
守
義
務

賃
借
入
が
賃
借
物
に
つ
い
て
「
そ
の
用
方
と
異
な
る
使
用
、

ま
た
は
賃
貸
人
に
損
害
を
与
え
う
る
よ
う
な
使
用
」
を
し
た
場
合
に
は
、
賃

貸
人
に
は
賃
貸
借
契
約
の
解
除
権
が
認
め
ら
れ
る

(
一
七
二
九
条
)
。
賃
借
物
の
用
方
は
、
当
事
者
の
約
定
ま
た
は
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は

契
約
時
の
諸
状
況
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
こ
の
結
果
、

た
と
え
ば
宿
泊
施
設
と
し
て
建
物
を
賃
借
し
た
旅
館
業
者
は
、
賃
貸
借
の
期
間
中
そ
れ

を
宿
泊
施
設
と
し
て
経
営
す
る
義
務
を
負
う
。
住
居
用
に
家
屋
が
賃
貸
さ
れ
た
場
合
に
は
、
賃
借
入
は
そ
こ
で
飲
食
営
業
を
営
む
こ
と
が
で

(
必
)

き
な
い
。
右
に
示
し
た
一
七
二
九
条
の
文
一
言
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
用
方
違
反
は
そ
れ
自
体
で
賃
貸
借
契
約
の
解
除
事
由
に
な
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
上
の
理
由
(
た
と
え
ば
新
た
な
使
用
方
法
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
こ
と
、
賃
貸
人
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
、

な
ど
)

は
要
求
さ

れ
な
い
。

こ
の
用
方
選
守
義
務
は
、
農
地
賃
貸
借
(
定
額
小
作
)

と
都
市
部
に
お
け
る
営
業
用
建
の
賃
貸
借
(
商
事
賃
貸
借
)

の
領
域
で
は
、
現
実

北法46(3・70)504 



の
賃
貸
借
関
係
の
中
で
も
多
く
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
紛
争
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
初
の
使
用
方
法
を
固
定
化
し
、
耕
作
の
自
由
、

(

円

相

)

営
業
活
動
の
自
由
に
と
っ
て
大
き
な
制
約
条
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
孤
立
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
学
説
上
、
こ
れ
ら
の

(
付
)

領
域
に
お
い
て
用
方
遵
守
義
務
を
緩
和
す
る
試
み
が
見
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
義
務
は
、
住
宅
賃
貸
借
の
領
域
で
は
さ
ほ
ど
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
住
宅
賃
貸
借
の
領
域

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

で
は
、
使
用
形
態
の
自
由
に
対
す
る
要
請
が
、
農
地
賃
貸
借
や
商
事
賃
貸
借
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、

え
」
戸
り
H
ド
、
、
」

の
領
域
で
は
、
用
方
は
「
住
宅
と
し
て
の
使
用
」
で
あ
り
、
他
の
領
域
に
比
較
し
て
そ
の
枠
が
広
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
と
し
て
賃
貸
さ
れ
た
区
画
を
商
業
用
途
に
充
て
た
り
す
れ
ば
用
方
違
反
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
住
宅

と
し
て
利
用
し
て
い
る
限
り
、
用
方
違
反
が
生
じ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
賃
借
物
に
対
す
る
変
更
行
為
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
小
規
模
で
あ
れ
ば
用
方
違
反
に
当
た
ら
ず
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
原
則
的
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ

(
必
)

ら
れ
る
の
は
、
住
宅
賃
貸
借
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

川
善
良
な
家
父
と
し
て
の
収
益
義
務

次
に
賃
借
入
は
、
善
良
な
家
父
と
し
て
の
収
益
義
務
を
負
う

(
一
七
二
八
条
一
号
)
。
こ
れ
は
、
広
義
で
は
、
①
用
方
に
従
っ
た
収
益
を

行
な
う
義
務
、
②
賃
借
物
の
保
存
の
た
め
に
適
当
な
配
慮
を
払
う
義
務
、
③
賃
貸
借
契
約
の
終
了
時
に
賃
借
物
を
原
状
で
返
還
す
る
義
務
の

(

必

)

(

幻

)

三
つ
の
義
務
を
包
含
す
る
上
位
の
義
務
と
観
念
さ
れ
る
が
、
狭
義
で
は
右
の
②
の
み
を
指
し
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
寸
善
良
な
家
父
が
自
己

(
必
)

に
固
有
な
財
産
を
使
用
す
る
の
と
同
様
な
仕
方
で
」
賃
借
物
を
使
用
・
収
益
す
べ
き
義
務
で
あ
る
。
そ
の
信
頼
を
受
け
て
他
人
か
ら
物
を
賃

北法46(3・71)505 

借
し
た
以
上
、

そ
の
保
存
に
つ
い
て
善
良
な
家
父
と
し
て
の
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
は
道
徳
的
に
当
然
で
あ
り
、
実
定
法
は
そ
の
よ
う
な
道

(ω) 

徳
上
の
義
務
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

」
の
義
務
は
、
次
に
述
べ
る
原
状
返
還
義
務
(
一
七
三
一

O
条
)

や
賃
貸
借
期
間
中
の
賃
借
物
の
滅
失
・
段
損
に
つ
い
て
の
賃
借
人
の
責
任



説

(
一
七
三
二
条
)

を
導
く
根
拠
と
も
さ
れ
る
が
、
こ
れ
以
外
で
、
こ
の
義
務
の
適
用
が
独
自
に
問
題
に
な
る
の
は
、
住
宅
賃
貸
借
の
領
域
で

北法46(3・72)506

は
、
同
一
不
動
産
内
の
他
の
住
戸
の
住
民
と
の
近
隣
関
係
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
奇
矯
な
行
動
に
走
り
ト
ラ
ブ
ル

モ記入

向珊

を
起
こ
し
た
り
、
常
時
酪
町
状
態
に
あ
り
他
の
住
民
に
誹
誘
・
中
傷
を
加
え
た
り
す
る
場
合
に
は
、
善
良
な
家
父
と
し
て
の
使
用
義
務
に
違

反
す
る
も
の
と
し
て
立
退
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
夜
間
の
騒
音
に
よ
っ
て
他
の
住
民
の
安
眠
を
妨
げ
た
り
、
異
状
な
騒
音
を
た
て
た

善
良
な
家
父
と
し
て
の
使
用
義
務
違
反
と
さ
れ
る
、

り
す
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
ま
た
、
住
戸
内
で
の
動
物
飼
育
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
多
数
の
犬
の
飼
育
は

(
印
)

な
ど
で
あ
る
。

川
原
状
返
還
義
務

賃
借
入
は
次
に
、
右
の
義
務
の
コ
ロ
ラ
リ
}
で
も
あ
る
が
、
賃
貸
借
の
終
了
時
に
賃
借
物
を
原
状
で
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
義
務

が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
賃
借
物
の
滅
失
・
段
損
が
「
老
朽
化
ま
た
は
不
可
抗
力
」
に
よ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
義
務
に
関
し
て
は
、
原

状
確
認
書

(
b
E
a
巾え
5
M
H
)

が
重
要
な
機
能
を
果
た
す
。
こ
の
文
書
の
記
載
に
よ
っ
て
原
状
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
一
不
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
(
以
上
、

(
日
)

印
紙
が
貼
付
さ
れ
る
。
当
事
者
の
一
方
の
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
が
そ
の
作
成
を
拒
絶
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
そ

一
七
三

O
条
)
。
原
状
確
認
書
は
、
パ
リ
の
慣
行
に
よ
れ
ば
、
賃
貸
人
お
よ
び
賃
借
入
の
共
同
の
費
用
で
作
成
さ
れ
、

の
作
成
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
関
心
の
対
象
で
あ
る
低
家
賃
の
住
戸
賃
貸
借
に
つ
い
て
実
際
に
ど
れ
だ
け
こ
の

確
認
書
が
作
成
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
契
約
自
体
が
口
頭
に
よ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
ケ

l
ス
が
多
か
っ
た
と

推
測
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
原
状
確
認
書
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
入
は
、
良
好
な
修
繕
状
態
に
お
い
て
賃
借
物
を
受

領
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
反
対
の
立
証
が
で
き
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
賃
借
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
七
一
一
二
条
)
。

賃
借
人
の
原
状
返
還
義
務
は
、

よ
り
具
体
的
に
は
次
の
二
つ
の
方
向
で
機
能
す
る
。

第
一
に
、
賃
借
入
は
、
賃
貸
借
期
間
中
に
賃
借
物
の
滅
失
・
致
損
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
が
自
己
の
過
失
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
こ



と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
そ
の
責
任
を
負
う
(
一
七
三
二
条
)
。
賃
借
入
は
、
本
来
、
原
状
で
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

原
状
と
異
な
る
状
態
で
返
還
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
変
化
の
理
由
を
証
明
し
な
い
限
り
責
任
を
負
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
責
任
が
及
ぶ
の
は
、
固
有
の
賃
借
物
部
分
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
他
の
賃
借
入
と
分
か
ち
合
っ
て
使
用
す
ベ

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

わき
け部
で分
は(
な具
い体
か的
らに
では
あご階
ると段

中
庭
な
ど

に
つ
い
て
は
及
ば
な
い
。
そ
の
よ
う
な
部
分
は
、
特
定
の
賃
借
入
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

(
日
)

賃
借
入
の
こ
の
責
任
は
さ
ら
に
、
自
ら
の
行
為
に
よ
る
滅
失
・
致
損
だ
け
で
は
な
く
、
「
そ
の
家
の
者
(
℃

2
8
5
2
色
町
山
田

B
2
8ロ)」

ま
た
は
転
借
入
の
行
為
に
よ
っ
て
賃
借
物
の
滅
失
・
段
損
が
生
じ
た
場
合
に
も
及
ぶ

(
一
七
三
五
条
)
。
日
本
で
は

「
履
行
補
助
者
」
構
成

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
解
決
で
は
、

賃
借
入
が
た
と
え
ば
注
意
力
不
十
分
な
奴
隷
に
役
務
を
命
じ
た
結
果
と
し
て
賃
借
物
の
滅
失
・
致
損
が
生
じ
た
ケ

l
ス
な
ど
、
賃
借
入
自
身

で
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
文
の
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
定
し
て
そ
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、

(
臼
)

の
責
任
が
重
く
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
も
と
で
は
、
賃
借
入

第
二
に
、
賃
借
入
の
改
良
行
為
に
よ
っ
て
賃
借
物
に
変
更
が
生
じ
、
ま
た
は
何
ら
か
の
物
が
付
加
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
賃
借

人
は
、
原
状
復
旧
工
事
を
実
施
し
、
ま
た
は
付
加
さ
れ
た
物
を
収
去
し
て
、
賃
借
物
を
原
状
に
復
し
た
上
で
そ
れ
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
問
題
の
前
提
に
は
、

そ
も
そ
も
賃
借
入
に
ど
の
程
度
の
改
良
施
行
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、

と
の
問
題
が
あ
る
。
学
説
に
よ
っ
て

改
良
施
行
権
を
認
め
る
範
囲
は
異
な
る
が
、
最
も
そ
れ
を
広
く
認
め
る
考
え
方
で
あ
っ
て
も
、
賃
貸
借
契
約
終
了
時
の
原
状
回
復
を
条
件
と

(
日
)

す
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
物
の
収
去
は
、
賃
借
入
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
権
利
で
も
あ
る
。
賃
貸
借
契

約
中
に
残
置
を
定
め
る
条
項
が
な
い
限
り
、
賃
貸
人
は
、
改
良
の
残
置
を
望
む
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
に
そ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
で

(
民
)

き
な
い
の
賃
貸
人
が
そ
の
代
金
支
払
い
を
提
供
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

北法46(3・73)507



5見

な
お
、
以
上
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
物
の
収
去
が
物
理
的
・
経
済
的
に
可
能
か
っ
有
益
な
場
合
で
あ
る
。
そ
の
収
去
が

ま
た
は
収
去
に
よ
っ
て
付
加
物
が
滅
失
し
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
律

賃
借
物
を
段
損
し
な
け
れ
ば
実
施
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、

τ由

民間

関
係
が
異
な
り
、
賃
借
入
は
そ
の
収
去
権
を
否
定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
さ
ら
に
、
改
良
に
つ
い
て
の
補
償
請
求
権
が
認
め

(
閉
山
)

ら
れ
な
い
か
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
一
般
的
に
は
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
は
、
無
償
で

改
良
価
値
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

制
火
事
に
つ
い
て
の
厳
格
責
任

賃
借
入
は
さ
ら
に
、
①
賃
借
物
の
火
事
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
不
可
抗
力
ま
た
は
建
築
の
暇
庇
に
よ
る
こ
と
を
立
証
す
る
か
、

そ
れ
が
隣
接

す
る
家
屋
か
ら
の
類
焼
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
責
任
を
負
う
ご
七
三
三
条
)
。
②
集
合
住
宅
建
物
が
通
常
の
形
態
で
あ
る
都

一
棟
の
建
物
の
中
に
複
数
の
住
戸
と
賃
借
入
が
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
賃
借
入
が
複
数
い
る
場
合
に

市
に
お
い
て
は
、

は
、
そ
れ
ら
の
者
は
連
帯
し
て
火
事
の
責
任
を
負
う
。
こ
の
連
帯
責
任
が
解
除
さ
れ
る
の
は
、
二
つ
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
火

事
の
火
元
が
あ
る
賃
借
入
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
場
合
で
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
火
元
の
賃
借
入
の
み
が
責
任
を
負
う
。
他

の
一
つ
は
、
火
事
の
火
元
が
自
分
の
住
戸
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
場
合
で
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
立
証
に
成
功

し
た
賃
借
入
は
連
帯
責
任
を
免
れ
る

一
七
三
四
条
)
。
す
な
わ
ち
、

一
言
で
い
え
ば
、
都
市
で
一
般
的
な
集
合
住
宅
建
物
の
火
事

(
以
上

に
お
い
て
火
元
が
不
明
の
場
合
に
は
、
賃
借
入
全
員
が
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

賃
借
物
の
火
事
に
関
す
る
賃
借
入
の
責
任
の
加
重
(
↓
①
)

(
ぬ
)

一
般
的
に
は
賃
借
入
の
過
失
推
定
の
規
定
と
理
解
さ
れ
、

ロ
ー
マ
法
お

は、

よ
ぴ
フ
ラ
ン
ス
旧
制
下
の
判
例
の
見
解
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
民
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
賃
借
入
の
責
任
加
重
の

根
拠
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
賃
貸
人
は
こ
の
事
故
を
防
止
し
回
避
す
る
い
か
な
る
手
段
も
持
つ

{
印
)

て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
火
事
は
通
常
の
場
合
に
は
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
者
の
過
失
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
学
説
も
、
他
の
理

北法46(3・74)508



(ω) 

か
か
る
立
法
の
態
度
に
賛
意
を
表
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
条
に
よ
る
過
失
推
定
が
働
く
の
は
、
あ
く

ま
で
賃
貸
人
・
賃
借
入
関
係
と
い
う
契
約
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
借
住
戸
か
ら
出
火
し
た
場
合
で
あ
っ

由
も
補
充
し
つ
つ
、

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

が
火
元
の
賃
借
入
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
に
は
、
不
法
行
為
の
一
般
原
則
に
従
つ

(
引
)

て
当
該
賃
借
入
の
過
失
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
火
事
の
火
元
と
な
っ
た
家
屋
の
所
有
者
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
類
焼

(
位
)

に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
近
隣
者
が
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
に
も
、
同
様
に
過
失
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
。

て
も
、

そ
の
近
隣
者
(
所
有
者
ま
た
は
賃
借
入
)

こ
れ
に
対
し
て
、
同
一
建
物
内
の
賃
借
入
の
連
帯
責
任
(
↓
②
)

は
、
ロ

i
マ
法
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
旧
制
下
の
フ

(
m
m
)
 

ポ
チ
エ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
に
忠
実
に
従
っ
て
か
か
る
責
任
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
旧
制
下
の
判
例
に
は

(ω) 

こ
の
責
任
を
認
め
る
も
の
が
現
わ
れ
、
民
法
典
は
、
後
者
の
態
度
を
踏
襲
し
て
賃
借
入
の
重
い
連
帯
責
任
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

(
白
山
)

う
な
事
情
を
反
映
し
て
、
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
も
異
論
が
見
ら
れ
た
し
、

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

一
九
世
紀
の
学
説
に
も
そ
の
問
題
性
を

批
判
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
立
法
過
程
に
お
い
て
こ
の
規
定
の
制
定
理
由
と
し
て
説
か
れ
た
の
は
、
賃
借
入
相
互
の
監
視
を
組
織
化

(
白
山
)

す
る
こ
と
の
有
用
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
の
あ
る
論
者
は
、
次
の
よ
う
な
激
し
い
批
判
を
加
え
た
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
(
賃

借
入
相
互
の
監
視
一
引
用
者
)

は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賃
借
入
聞
の
相
互
監
視
が
あ
る
程
度
き
ち

そ
れ
は
不
愉
快
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

ん
と
実
行
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
多
く
の
場
合
興
味
本
位
で
不
作
法
な
異
端
審
問

(U) 

そ
れ
は
必
ず
賃
借
人
間
の
多
く
の
語
い
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
:
:
:
」
。
ま
た
、

的
な
詮
索
に
堕
落
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

別
の
論
者
は
、
「
連
帯
性
は
、

(
侃
)

-
)
れ
ん
。

き
わ
め
て
苛
酷
な
、

そ
し
て
多
く
の
場
合
正
義
に
真
っ
向
か
ら
反
す
る
罰
で
あ
る
」
と
、
こ
の
規
定
を
批
判

北法46(3・75)509

こ
の
規
定
に
関
し
て
解
釈
上
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
所
有
者
も
ま
た
焼
失
し
た
建
物
に
居
住
し
て
い
た
場
合
に
、
賃
借
入
の
所
有
者
に
対

す
る
連
帯
責
任
が
な
お
適
用
さ
れ
る
か
、

さ
ら
に
そ
の
問
題
の
前
提
と
し
て
、

一
七
三
三
条
の
過
失
の
推
定
が
な
お
適
用
さ
れ
る
か
、

で
あ



目見

る
。
学
説
は
一
般
に
、
所
有
者
が
自
己
の
住
戸
か
ら
は
出
火
し
え
な
か
っ
た
事
由
(
た
と
え
ば
長
期
間
の
不
在
)

を
立
証
し
た
場
合
と
そ
う

北法46(3・76)510 

首省

と
で
場
合
を
分
け
て
問
題
を
検
討
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
ず
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

(ω) 

一
七
三
三
条
と
一
七
三
四
条
の
適
用
を
認
め
る
の
が
学
説
の
大
勢
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
に
も
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。

(
初
)

後
者
の
場
合
に
は
、
一
七
三
三
条
に
つ
い
て
は
適
用
肯
定
説
と
否
定
説
と
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
が
、

(η) 

し
て
そ
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た
。

一
七
三
四
条
に
関
し
て
は
、

致

で
な
い
場
合
(
ま
っ
た
く
の
火
元
不
明
ケ
!
ス
)

そ
の
後
、
第
三
共
和
政
期
に
入
っ
て
か
ら
、

一
七
三
三
条
と
比
較
し
て
の
同
条
の
問
題
性
の
大
き
さ
を
反
映
し
た
学
説
の
分
布
と
い
え
よ
う
。

(η) 

一
七
三
四
条
に
関
す
る
改
正
な
い
し
廃
止
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
八
八
三
年

そ
の
連
帯
責
任
は
、
賃
借
住
戸
の
賃
貸
価
額
に
比
例
し
た
責
任
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
一
九
世
紀
中

に
実
現
し
た
唯
一
の
民
法
典
賃
貸
借
規
定
に
関
す
る
改
正
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
も
、
同
条
の
問
題
性
の
大
き
さ
が
一
不
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

一
月
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、

て
よ
い
。

(
必
)
い
ず
れ
も
ポ
チ
エ
が
挙
げ
る
例
で
あ
る
。
旬
。
吋
呂
何
回

-EHVE-
ぎ
た
お
必
・

5
・H
∞川
Y

℃。。

(
M
M
)

た
だ
し
、
零
細
な
小
商
人
が
主
体
で
あ
っ
た
当
時
の
商
事
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
賃
借
入
は
、
競
争
排
除
の
観
点
か
ら
営
業
活
動
の
自
由
の

拡
大
に
必
ず
し
も
積
械
的
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
田
・
前
掲
注

(
5
)
「
商
事
賃
貸
借
川
」
四
六
l
四
七
頁
、
五
二

l
五
回

頁
、
「
同
凶
」
四
七
頁
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
事
態
は
単
純
で
は
な
い
が
、
こ
の
商
事
賃
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
も
、
用
方
違
反
を
理
由
と
す
る

賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
紛
争
が
生
じ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

(
叫
)
典
型
的
な
論
者
と
し
て
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
沼
地
の
干
拓
な
ど
の
改
良
行
為
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
賃
借
物
を
害
す
る
こ
と
か
ら
ほ
ど
遠
い
が
ゆ
え
に
、
合
意
に
よ
っ
て
許
評
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
論
拠
で
、
そ
れ
ら

を
用
方
違
反
か
ら
排
除
す
る

o
U
C同〉一三
CRag』
vp
き
た
へ
と
」
-
E
Bぬ
同

寸

a
E
g
-
宅
、
3
1∞
C

次
に
デ
ユ
ラ
ン
ト
ン
は
、
本
文
で
示
し
た
「
そ

の
用
方
と
異
な
る
使
用
、
ま
た
は
賃
貸
人
に
損
害
を
与
え
う
る
よ
う
な
使
用
」
と
い
う
一
七
二
九
条
の
文
言
に
関
し
て
、
「
ま
た
は
」
を
「
お
よ

び
」
に
読
み
替
え
る
。

B
R・
5

3・
℃
∞
N
-

デ
ユ
ラ
ン
ト
ン
は
、
こ
の
読
み
答
え
の
根
拠
と
し
て
、
①
用
方
に
合
致
し
て
い
な
が
ら
損
害
を
生
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じ
さ
せ
る
行
為
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
重
要
な
の
は
、
②
む
し
ろ
こ
の
結
呆
、
用
方
違
反
そ
れ
自
体

が
賃
貸
借
契
約
の
解
除
事
由
に
な
る
の
で
は
な
く
、
賃
貸
人
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
用
方
違
反
だ
け
が
解
除
事
由
に
な
る
、
と
の
解
釈
が
導
か

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
は
、
右
の
①
に
つ
い
て
は
賛
意
を
表
し
つ
つ
、
②
に
つ
い
て
は
、
改
良
で
あ
っ
て
も
所
有
者
の
意
思

を
無
視
し
て
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
(
た
と
え
ば
住
宅
用
の
家
屋
の
工
場
へ
の
転
換
)
と
い
う
理
由
で
、
留
保
を
付
け
て
い
る
o

ud〈
E
S
E
-
S可
否
、
ぎ
た
へ
一
S
g
g巾
ω岨ロ
0

・
ιoo--当

ω
弓
lω
∞
「
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
も
未
墾
地
の
開
墾
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
良
好
で
賢
明

な
管
理
」
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
賃
貸
人
の
解
除
権
を
否
定
し
て
お
り
、
農
業
の
分
野
で
の
改
良
の
自
由
へ
の
指
向
は
見
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
少
数
説
に
と
ど
ま
っ
た
。
反
対
説
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
用
方
遵
守
義
務
を
形
式
的
に

閣
内
解
す
る
の
は
、
ト
ロ
ロ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
変
更
が
物
の
全
体
に
及
ぶ
場
合
に
は
、
賃
貸
人
に
損
害
が
生
じ
な
く
て
も
、
ま
た
そ
れ
が

改
良
に
当
た
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
用
方
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吋
問
。
戸
o
z。
・
旬
宮
、
芦
き
な
芯
」
-
g
g巾
N

・
E
・

2
N
e
官
'
H
N
4
・
「
賃
借
権
物
権
説
」
(
注
(
却
)
参
照
)
を
主
張
す
る
ト
ロ
ロ
ン
の
か
よ
う
な
形
式
的
な
態
度
は
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

(
伍
)
た
と
え
ば
、
隔
壁
を
除
去
し
て
大
き
な
部
屋
を
作
っ
た
り
、
反
対
に
一
つ
の
部
屋
を
二
つ
に
区
切
っ
た
り
、
暖
炉
の
シ
ス
テ
ム
を
変
更
し
た
り
、

備
え
付
け
の
姿
見
を
移
動
し
た
り
す
る
行
為
は
、
用
方
違
反
に
当
た
ら
な
い
軽
微
な
変
更
と
し
て
許
容
さ
れ
る
。
ま
た
、
客
間
を
寝
室
に
変
え

た
り
、
作
業
室
を
客
聞
に
変
え
た
り
す
る
こ
と
も
同
様
に
許
容
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
建
物
の
強
度
に
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
(
特
に
隔
壁
の
除
去

に
つ
い
て
問
題
と
な
る
)
、
賃
貸
借
終
了
時
に
は
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
、
を
条
件
と
す
る
。
、
『
同
S
E
E
-
Sミ
晶
、
き
た
豆
-
g
g
m
N
a
g
M
-

ω
-
c
l
ω
H
Y
也司

HN
印
l]{N
叶
一
一
切
ヨ
ニ
巾
〉
の
Z
開

H3L富市一
3
・
輔
さ
な
へ
匂
ト
ロ
D∞・

ωN
寸

ωN
少
官
官
同
日
め
IHm山斗

(
剖
)
こ
の
よ
う
な
把
握
を
示
す
も
の
と
し
て
、
ロ
戸
〈
-zncc月
7
h
ξ
さ
・
ぎ
な
へ
こ
」
-
B呂町

ω・
℃
匂
@
印
。
め
よ
り
C〈何回
C
E
-
語
、
芦
き
な
豆
、

Z
B巾
ω・

ロ0
・
ω
∞A
F

・℃

ω
寸。

(
灯
)
そ
の
よ
う
な
把
握
か
ら
用
方
遵
守
義
務
と
の
違
い
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
↓
月
S
E
E
-
h
H
h
V吋白・

5
町内ヘ
3
8
E巾
N・
S
-
N
m
x
-
万

円

回

目

(
川
叩
)
可
。
↓
ヨ
何
回
・
言
、

s・
5
t
b
s・
g-HMV0・℃・⑦
mv

(
叫
)
吋
問
。
戸
。
zca
言
、
浮
き
た
へ
h
q
-
Z呂町

N-
ロ
DNmw
印・℃

HHH-
を
参
照
。

(
叩
)
以
上
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
閉
山
口
己
{
巾
〉
の
言
「
・
留
守
戸
ぎ
た
へ
ん
ご
・

5
ω
ω
叶-司
-
H
2・一
r
o
c
-
m
E
C何回
a
g可
浮
き
た
ヘ
S
-
B
-
ω
?
ω
∞-

(
日
)
「
0.
。
印
〉
己
{
U

何回
p
h
ヌ
も
さ
・
噌
呂
町
内
へ
も
ト
司
・
寸
印

(
臼
)
以
上
に
つ
い
て
、

H，目。戸。
z
p
S
H
v
w
p
き
た
へ
S
-
Z呂巾

N
4
5
ω
h
F
N
-
日
乙
印
印

-
g
ω
3
・
U
H
2
2
ロ0
・
3
0
℃

ω印
N-
参
照
。
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5見論

(
日
)
「
そ
の
家
の
者
」
と
は
、
賃
借
人
の
妻
、
子
、
同
居
し
て
い
る
血
族
、
そ
の
家
内
使
用
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
宿
泊
客
、
家
で
の
作
業
を
命

じ
た
労
務
者
な
ど
を
含
む
。
。
己
主
-Z叶
0
2
・
向
詰
可
否
、
き
た
ヘ
ピ
ト
門
O
B巾
コ
・

5
5
ω
・℃・∞
ω

(
臼
)
ポ
チ
エ
は
す
で
に
、
旧
制
下
の
判
例
に
つ
い
て
、
賃
借
入
は
そ
の
家
内
使
用
人
さ
ら
に
そ
の
家
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
者
の
過
失
に
つ
い
て

区
別
な
く
責
任
を
負
う
と
の
見
解
を
採
っ
て
い
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。

g↓
呂
田
喝
さ
司
戸
き
な
へ
N
G・
B
・
5
ω
・匂・

2
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
七
三

五
条
は
、
こ
の
記
述
に
依
拠
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
吋
問
。
戸
o
z
p
伺
宮
、
芦
き
な
「
岳
、
吉
田
町

N
-
g
ω
g
'
U
N
5
・
0
C〈
何
回
包
何
回
喝
さ
も
R

ぎ
な
「
担
、

円。ョ巾

ω・ロ
0

・品
N叶・℃匂・品
ωωlhHω
ム

(
出
)
こ
の
時
期
の
学
説
で
き
わ
め
て
広
く
賃
借
入
の
改
良
施
行
権
を
認
め
る
例
と
し
て
、
司
・
「
己
〉
の
明
-
S
V
3・
5
h
h
3
G
-
g
g開

N-
司
-
H
∞
ω
2
2
2

が
あ
る
。
賃
貸
人
も
賃
貸
借
期
間
中
は
原
則
と
し
て
は
賃
借
物
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
こ
七
二
三
条
て
工
事
が
賃
借
人
に
何

の
支
障
も
与
え
な
い
場
合
に
は
、
衡
平
の
理
念
か
ら
所
有
者
の
工
事
実
施
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
衡
平
の
見
地
か
ら
、
賃

借
入
に
も
、
賃
貸
人
に
何
の
支
障
も
与
え
な
い
よ
う
な
改
良
の
実
施
権
は
認
め
る
べ
き
だ
と
説
く
。
と
は
い
え
、
こ
の
学
説
の
も
と
で
も
、
期

間
満
了
時
の
原
状
回
復
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る

G

Zご
。

(
日
)
以
上
に
つ
い
て
、
〈
O
F
F
O
C〈何回。-何回
-
g』
V
R
E町内「
S
-
Zヨ巾

ω
・
5

品印
my
司
・
え
沼
市
同
ロ
C日
品
印
mv
品
24
日
)
司
・
品
、
戸
当
日
・

4岡
山

CTF。
z
p
E
K
E
-

ぉ。町内「
M
M

」・円。自巾

N-
口。日・

ω
印
ω1ω
印品・宮古・]戸市山印
i]F
。斗唱目
u
・「何司
krcFhwHミ
vs-Ewhh
ヘ匂
Nト
g
g巾
N-
匂目】・同市山叶，
H∞∞・

(
日
)
以
上
に
つ
い
て
、
〈
S
F
O
C〈
何
回
。
-
何
回
-
室
、
芦
ぎ
た
へ
も
ト
ぢ
呂
町

ω・ロ
g
h
H
m山、下品目∞噌【)℃
'
A
A
山市
γ
品
JE・
一
叶
問
。
戸
o
z
c
-
M宮、
s-
き
な
芯
ト

g
g
m
N
・

ロ
2
・
ω印印

ω
2・
宅
呂
∞
l
Eゅ
・
デ
ユ
ヴ
エ
ジ
エ
は
、
否
定
説
の
論
拠
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
義
務
を
賃
貸
人
に
課
す
場
合
に
は
、
賃
貸
借
終
了

時
に
賃
借
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
多
く
の
場
合
不
可
能
に
な
り
、
ま
た
は
賃
貸
人
に
迷
惑
な
出
費
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る
(
ロ
C

E
∞
-u-
合
ド
)
。
な
お
、
「
賃
貸
借
契
約
を
支
配
す
る
信
義

(σo
ロ
ロ
ヱ
CH)
に
よ
っ
て
賃
貸
人
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
」
の
観
点
か
ら
、
必
要
費
に

つ
い
て
は
、
事
前
に
通
告
し
な
い
で
実
施
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
賃
貸
人
の
償
還
義
務
を
認
め
る
ポ
チ
エ
も
、
改
良
に
つ
い
て
は
、
賃
借
入
の

収
去
権
の
み
を
認
め
て
費
用
償
還
を
否
定
し
て
い
る

0
2↓
EB-
室
、
芦
き
な
お
G-
ロ
g
-
E
m
w
i
z
-
-
u・
印
。
こ
の
ポ
チ
エ
の
見
解
の
詳
細
お
よ

び
当
時
の
学
説
の
中
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
原
因
純
孝
『
近
代
土
地
賃
貸
借
法
の
研
究
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

O
年
)
九
一

l

九
四
頁
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
、
ポ
チ
エ
が
必
要
費
償
還
を
認
め
る
に
際
し
て
支
出
が
賃
貸
人
に
通
告
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
条
件
と
し
た

と
だ
け
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
(
九
三
頁
)
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
記
述
で
あ
る
。
ポ
チ
エ
は
、
た
し
か
に
賃
借
人
に
対
し
て
支
出
の
必
要
性

を
賃
貸
人
に
書
面
で
通
知
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
通
知
が
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
支
出
の
必
要
不
可
欠
性
な
ど
を
要
件
と
し
て
、

北法46(3・78)512 



一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

必
要
費
償
還
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
口
0

・
5
少
司
呂
)
。

(
問
)
条
文
の
体
裁
か
ら
は
、
賃
借
入
が
免
責
さ
れ
る
の
は
同
条
所
定
の
事
由
を
立
証
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
単
な
る
無
過
失
の
立

証
で
は
賃
借
入
の
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
趣
旨
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、
賃
借
人
の
無
過
失
責
任
を
定
め
た
規
定
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う

で
あ
る
。
実
際
、
〉
C
回目ペ巾円日出

kE-
留
守
白
・
昌
司
令
ヘ
ロ
ト
也
君
・

3
・
5
1
2
は
、
同
条
を
そ
の
よ
う
に
免
責
事
由
を
限
定
し
、
賃
借
入
の
無
過
失

責
任
を
定
め
た
規
定
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
中
葉
の
学
説
で
は
、
本
文
記
載
の
よ
う
に
、
過
失
推
定
の
規
定
と
理
解
す
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。

U
C
〈
E
g
E
-
S
V苅
B
・
5
町内「
3
・
g
自巾

ω
-
5・
S
∞・司・品

O
N
-
-
4
8戸
o
z
p
g
y白・

5
町内「
S
-
Z
E巾
N・
5
ω
2・
3
・
5
め
1
3
0
な

ど
。
こ
の
場
合
に
は
、
同
条
所
定
の
事
由
は
あ
く
ま
で
例
示
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
賃
借
入
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
他
の
事
由
に
基
づ
く
無
過
失

の
立
証
を
受
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
見
解
の
ほ
う
が
、
賃
借
入
の
免
責
が
認
め
ら
れ
る
ケ

l
ス
が
広
く
な
る
。
ト

ロ
ロ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
点
を
明
確
に
認
識
し
、
賃
借
入
の
責
任
を
限
定
す
る
の
が
妥
当
と
の
判
断
か
ら
、
一
七
三
三
条
を
過
失
推
定
の
規
定

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
賃
借
入
が
長
期
に
わ
た
っ
て
不
在
で
あ
る
場
合
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
な
が
ら
、
ツ
ア
ハ
リ
エ
(
オ
ブ
リ
ィ

と
ロ
オ
)
の
見
解
を
「
賃
借
入
に
と
っ
て
苛
酷
に
す
ぎ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
(
件
。
呂
町

N・
S-ω
∞
N・
B
-
N
2
1
N
O
ω
)
。

(
印
)
り
昨
日
円

2
3
官
。
ロ
ロ
ロ
怠
宮
こ
巾
片
コ
E
ロ
]
E
U
2‘明開
Z
開
4
e
p
g
Eご
富
市
【
町
二
ぬ
こ
さ
せ
D
E
ミ九万自主
3
5
E
n
o色町内
H
S
F
m
b
E
ヨ
2
8ロ
号

E
E
Z
C口
同
∞
凶
叶

-
O
R
C
N巾一-巾『・
0
明白血
σ『巴円
FFH
ゆ∞∞

-
Z自巾

HKHe
官
官
一

ω印
Hlω
印
N
ま
た
、
叶
問
。
戸
ozc-
言
可
否
、
ぎ
な
ヘ
S
-
g
B巾
N-
ロ0
・
ω岱
h
f
目
)

冨
斗
・
も
参
照
。

(
伺
)
た
と
え
ば
、
叶
宮
司
F
O
E
-
h
毛
送
、
き
た
へ
も
」
-
Z
B巾
N

・
S-ω
走
市
円
程
一
〈
J

℃
-
E。
2

2
】
〈
(
賃
借
入
の
原
状
返
還
義
務
が
過
失
推
定
の
根
拠
と

な
る
旨
を
強
調
す
る
)
・

0
C
同〉
Z
↓。
z-
留
守
戸
き
な
ミ
』
ト
円
。
呂
町
同
寸
・
ロ
0

・
HO品
巾
門
的
E
〈
也
匂
∞
ω
2
2
2
(賃
借
入
が
火
事
防
止
の
た
め
に
最
大
限

の
注
意
を
払
う
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
意
味
で
一
般
利
益
に
適
合
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
)
な
ど
。
こ
れ
に
対
し
て
、

U
C
〈
2
2
E唱
さ
可
否
、

き
な
も
ト

g
呂町

ω
・ロ
0

・品()斗

2

2
一〈よ匂司・品
()ω

巾
仲
間
三
〈
は
、
こ
の
規
定
は
一
般
原
則
に
対
す
る
例
外
で
あ
る
と
の
理
解
に
立
ち
、
そ
の
限
定
的

解
釈
を
説
く
点
で
や
や
異
色
で
あ
る
。
な
お
、
吋
問
。
戸
o
z
p
s
R
は
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
激
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
文

お
よ
び
注
に
見
る
よ
う
に
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ト
ロ
ロ
ン
が
こ
の
規
定
の
拡
大
適
用
を
指
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
日
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ロ
己
目
〉
Z
↓
c
z
-
S可
否
、
ぎ
た
ミ
と
-
S
B巾
コ
・

5
・
5
印
‘
℃
℃
'
∞
品

l∞
。
・
が
詳
し
い
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ロ
ロ
〈
開
問
。
目
何
回
・
旬
H
h

ーもさ・=。再出へ
M
U

」-
B
E
巾
ω
・ロ
D

品]戸
h

f

H

】白品
]
{
N

(位
)
U
C
〈
何
回
♀
何
回

-
Sマ
白
・
ぎ
な
も
v
gヨ巾

ω'
ロ
c
a
b
N
'
3・品()め

t
N
-
4問
。
戸
。
Z
の
・
室
、
3
・
5
町内「
S
-
gヨ巾

Ne
口
O
ω
2・℃】
)EEC-HmwN
な
ど
。
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ヰ

白岡 説

こ
の
場
合
に
も
過
失
の
推
定
を
認
め
る
見
解
は
、
叶
。
己
F
E
E
-
言
、
吾
、
き
な
「
S
、
Z
E
巾
H
H
-
E
N
ω
‘ロ
0

・
コ
N噂

3
・
N
主
N
印
。
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
臼
)
司
0
4
5
E
-
切
る
言
、
ぎ
な
お
谷
、
ロ
C
H
2
1
・
甘
叶
N
目
火
元
不
明
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
全
賃
借
入
が
責
任
を
免
れ
る
、
と
す
る
。

(
臼
)
〈
♀
タ

U
C〈
何
回
の
百
戸
的
制
声
、

s-
き
な
ヘ
S
-
g
g巾
ω
・ロ
0

・品
NN'
司
司
品
N
、吋
ohHN
∞
一
叶
問
。
-UFOZ
の
・
的
宮
市
言
、
き
た
へ
S
-
g
B巾
N-
ロ
o
ω
叶・匂匂
-
H
句、刊
IHmv
∞

(
出
)
立
法
過
程
に
お
け
る
異
論
に
つ
い
て
は
、
↓
目
O
T「
c
z
p
言
、
8
・
5
町内ヘ
S
-
g
g巾
N
・
5

ω

2
・
3

5
。

E
斗
・
を
参
照
。

(侃
)
(
U
D
E
E
ロロ呂町
wzo
ロ
O
民同門戸巾=巾

E
E
H
a
ユσ
=
口
白
門
℃
国
「

ζ
D
E
『戸内
mwEZ
・
3
w
Z
E
J
室
、
言
、
お
。
町
、
へ
u
s
-
Z
E
m
H
品切司自】・

ω
N
∞
lωNmv
・

(
m
w
)
U
C国
〉

Z
4
0
z
-
皇
マ
由
、
ぎ
な
ヘ
ヒ
ト

Z
B
巾
コ
・
口
。
・

5
∞
岨
苦
・

2
ω
N
な
お
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
に
続
け
て
、
「
そ
の
よ
う
な
問
題
点
は
と

も
か
く
と
し
て
、
す
べ
て
の
賃
借
人
に
つ
い
て
責
任
が
存
す
る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
「
註
釈
学
派

r思
略
目
巾
」
の
「
限
界
」
を
見
出
す
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
初
期
註
釈
学
派
の
代
表
的
著
者
と
目
さ
れ
る
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
が
、
民
法
典
の
規
定
に

対
す
る
批
判
を
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
デ
ユ
ラ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
不
都
合
な
規
定
の
弊
害

を
可
能
な
限
り
縮
減
す
る
た
め
に
、
同
規
定
の
限
定
的
解
釈
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
本
題
か
ら
逸
れ
る
た
め
詳
論
は
避
け
る
が
、
こ
こ
に
も
示

唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
流
布
し
て
い
る
、
法
典
の
無
批
判
的
な
註
釈
に
終
始
し
た
と
い
う
註
釈
学
派
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
真
の

姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
、
是
非
と
も
改
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

E
t
E
司
目
指
間
宮
内
t
J

巴
。
岡
市
含

E
H
ι
匁
∞
戸
河
内
せ
宮
内
弘
司

E

F
忌
ミ
込
町
』
誌
を
ミ
HRFNV室
町
、
苫
師
、
町
内
円
台
呂
∞
N
N
'
H
H
N
2
・
(
後
に
む
き
な
・

2
2
m
¥
S
E包
括
号

she-尚
道
立
と
さ
F

E
∞印
-
z。
・
?
に
再
録
)

が
画
期
的
な
論
稿
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
テ
ィ
ア
ス
の
近
時
の
論
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
o
n
F
コ
S
E
〉

d
E・
3
主
R
Sミ
SH再
逮
コ
念
室
内
、
(
U

♀

Z
E
B

U
「O
R
明。口広島口戸市ロ
g
?
同v
e
d
-
司
唱
円
。
∞
印
-
司
勺
-
H
N
H
ω
-
N
C
'
N
N
一-門

r
uヲ
?
な
司
、
呂
町
宮
之
者
白
、
宮
町
、
白
輔
、
F
司

C
Hり・

Hhw
∞
U〉』〉同
V
Hめ
N
1
H
mい
ω

(
回
)
叶
同
O
T「
C
Zの
・
臼
ロ
ミ
P
ぎ
た
へ
S
-
g
g巾
N
・
5

ω
ゴ
・
司
・

5
∞
な
お
、
ト
ロ
ロ
ン
も
ま
た
、
デ
ユ
ラ
ン
ト
ン
と
同
様
に
、
こ
の
批
判
に
続
け
て
、

「
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
は
存
在
す
る
。
従
順
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
彼
が
向
条
の
射
程
を
解

釈
に
よ
っ
て
限
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
デ
ユ
ラ
ン
ト
ン
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

(ω)
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
の
旧
説
。
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
所
有
者
に
も
当
該
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
以
上
そ
の
家
屋
の
保
存
に
関
す

る
監
視
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
特
定
の
賃
借
人
に
火
事
の
原
因
を
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
火
事
は
不
可
抗

力
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
の
一
七
三
四
条
適
用
制
限
の
態
度
が

よ
く
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
見
解
を
改
め
て
多
数
説
に
同
調
す
る
に
至
っ
た
o
o
c
E
Z↓。
z-

S
可
否
、
=
。
同
町
三
』
」
.
円
。
ヨ
巾
同
斗
ョ
ロ
0

・
H
O
M
Y
3
・川町
ω.
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

(
刊
)
肯
定
説
と
し
て
、
。
豆
、
何
回
。

-B-
言
、
一
浮
き
守
主
-
Z
B巾
ω
ヨ
ロ
0
2
酌
・
3
2
ω
l
土
品
二
〉
C
回
目
吋
町
仲
間
〉
v
c
-
g
y
p
き
な
ヘ
~
と
・

2
合
唱
司
-
E
-
E
C丹
市

(
】

N
)
否
定
説
と
し
て
、
叶
問
。
戸
。
z
p
s
可
否
-
き
た
へ
-
s
z
g
m
N
・
8
-
ω
∞
c-
宅
早
∞
N
C
C
・
一
U
C
同
〉
2
0
z
e
旬毛
8
・
き
た
へ
と
ト

g
B巾
コ
・
ロ
D
E
E
m
y

℃
m
w
N
・
が
あ
る
。

(
口
)
な
お
、
〉
己
回
2
2
-
e
E
-
宮
町
公
・
は
、
デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
を
こ
の
点
に
関
し
て
も
適
用
肯
定
説
に
立
つ
学
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
誤

り
だ
と
思
わ
れ
る
。
〈
D
F
「

-ud〈
何
回
2
E
-
g
マB-
き
芯

3z・
5
ヨ
巾
ω
・
ロ
D
ム
一
ω
印
-
-
)
匂
品
一
出
品
ω
ω
・

(η)
そ
の
一
端
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、

Y
白
血
『
門
的
〉
C
N
E
J
」
〈
。
な
告
三
町
、
s
h
h
k
・
z
w
c
h
白
な
室
内
出
向
的
ミ
町
民
之
内
伺
』
U
W

匂
匂
ミ
~
3
h
E
向
。
弘
、
内
科
せ
と
・
司

R
5・

〉
-
n
a
-
-
-
s
-
E
J
3
・
∞
-
V
Z
民
∞
i
H

り
℃
芯
円
巾
品
(
)
め
を
参
照
。

4 

家
賃
を
め
ぐ
る
法
律
関
係

家
賃
決
定
と
そ
の
支
払
い

(a) (1 
家
賃
決
疋

の
自
由

家
賃
の
決
定
は
、
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
も
と
で
の
家
賃
決
定
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
本
稿
の
対

象
で
あ
る
一
九
世
紀
に
は
、

い
か
な
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
家
賃
を
規
制
す
る
立
法
は
存
在
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
中
世
期
に
は
、

カ
ノ
ン
法
の
強
い
影
響
の
も
と
で
、
「
正
当
価
格
」
Z
M
門
巾
℃
コ
H

」
理
論
が
広
く
適
用
さ
れ
て
い
た
。
オ
リ
ヴ
ィ

エ
U
マ
ル
タ
ン
の
言
を
借
り
れ
ば
、

そ
こ
で
は
、
「
住
宅
用
不
動
産
は
、
適
切
な
価
格
で
賃
貸
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
有
者
は
、

の
要
求
を
法
外
に
増
大
さ
せ
る
の
に
有
利
な
状
況
か
ら
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
危
機
の
時
期
や
公
共
の
災
禍

の
時
期
に
家
賃
が
急
激
に
上
昇
す
る
こ
と
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
の
伝
統
は
、
旧
制
の
末
期
に
至
る
ま
で
、
多
く
の
法
文
を
通
じ
て
確
認
さ そ

北法46(3・81)515 



説

(
刀
)

れ
る
」
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

旧
制
末
期
、

ポ
チ
エ
は
、
「
賃
貸
借
契
約
の
性
質
自
体
か
ら
導
か
れ
る
賃
貸
人
の
義
務
」
に
関
す
る
一
章
の
後
に
、
「
賃
貸
借
契
約
を
支
配

~b. 
ロ岡

に
よ
っ
て
賃
貸
人
に
課
さ
れ
る
義
務
」
と
題
す
る
新
た
な
一
章
を
設
け
、
そ
こ
で
、
「
な
に
も
隠
さ
な
い
義
務
」

(
九
)

と
と
も
に
「
正
当
価
格
を
超
え
た
価
格
で
賃
貸
し
な
い
義
務
」
が
賃
貸
人
に
課
さ
れ
て
い
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
ポ
チ
エ
の
理
解
に

す
る
信
義

(σo
ロ
ロ
ヱ
C

M

)

よ
れ
ば
、
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
は
正
当
価
格
を
超
え
た
価
格
で
売
却
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
が
、
こ
れ
と
同
様
の
義
務
が
、
賃

貸
借
契
約
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

「
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
い
ず
れ
の
契
約
に
お
い
て
も
、

す
べ
て
の
実
定
契
約

(gE守
主

g
g自
己
主
民
)

に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
契
約
当
事
者
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
自
分
が
与
え
た
も
の
の
対
価

2
.
2
5〈
丘
町
ロ
円
)

を
受
領
す
る
こ
と

を
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(
D
0
・
H
N
?
u
-

口
・
)
。
こ
の
正
当
価
格
は
、

一
定
の
幅
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
範
囲
内
で
は
当
事
者

が
交
渉
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

ポ
チ
エ
に
お
い
て
は
、
義
務
は
、
通
常
の
法
的

(ロ。

H
N
A
V
U

叶
「
)
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
親
し
む
「
外
面
の
法
廷
」

の
次
元
に
属
す
る
も
の
と
、
道
徳
・
良
心
に
か
か
わ
る
「
内
面
の
法
廷
」

の
次
元
に
属
す
る
も

の
と
に
分
け
ら
れ
、
右
の
義
務
は
、
売
買
契
約
に
お
け
る
正
当
価
格
遵
守
義
務
と
同
様
に
、
内
面
す
な
わ
ち
「
良
心
の
法
廷

z
r「
号

E

円。ロ凹
2
2丹
市
」
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
外
面
の
法
廷

(-ZO「
巾
凶
広
三
2
R
)

い
て
は
、
賃
借
入
は
、
賃
料
の
過
大
性
を
訴
え
て
も
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
損
害

(-ES)
が
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
不

動
産
の
賃
料
に
か
か
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
賃
貸
人
が
賃
借
入
を
踊
す
た
め
に
詐
欺
を
用
い
た
場
合
に
は
別
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
対
し
て
、
賃
料
が
警
察
法
律

(}CE巾
吉
宮
市
)

に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
も
、
賃
貸
人
が

そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る

(ロ。

H
N
叶・目)・叶同)。

以
上
の
よ
う
な
ポ
チ
エ
の
立
論
は
、

そ
れ
以
前
の
理
論
と
の
関
係
で
は
、
正
当
価
格
の
遵
守
を
「
内
面
の
法
廷
」
H

道
徳
の
領
域
に
封
じ

込
め
、
世
俗
の
権
力
が
支
配
す
る
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
は
当
事
者
間
の
賃
料
決
定
の
自
由
を
認
め
た
こ
と
に
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

北法46(3・82)516

に
お



ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
理
論
と
の
関
係
で
は
、

た
と
え
「
内
面
の
法
廷
」

の
レ
ベ
ル
で
は
あ
っ
て
も
正
当
価
格
の
遵
守
義
務

(
お
)

を
認
め
る
と
い
う
形
で
正
当
価
格
理
論
を
い
ま
だ
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
そ
の
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ポ
チ

む
し
ろ
、

エ
の
立
論
に
お
い
て
は
、
「
警
察
法
律
」
に
よ
る
賃
料
規
制
の
可
能
性
が
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
に
も
相
応
の
注
意
が
払
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
実
際
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
以
降
の
学
説
に
お
い
て
は
、
正
当
価
格
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
一
切
な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
立
法
に

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

よ
る
賃
料
規
制
の
可
能
性
ま
で
一
九
世
紀
の
学
説
が
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

たな
もく
のな
でつ

あて
つ(い

たきく
。の

で
あ
る

そ
の
よ
う
な
問
題
自
体
が
語
ら
れ
る
こ
と
が

一
九
世
紀
に
お
け
る
家
賃
決
定
自
由
の
考
え
方
は
、
こ
の
よ
う
に
正
当
価
格
的
発
想
の
否
定
の
上
に
成
立
し

川
証
拠
方
法
の
制
限

口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
に
関
し
て
は
、

そ
の
履
行
前
に
は
契
約
の
存
在
に
閲
す
る
証
拠
方
法
が
制
限
さ
れ
、
証
人
に
よ
る
立
証
が
否
定
さ
れ

(↓
2
川
)
。
こ
の
証
拠
方
法
の
制
限
は
、
家
賃
に
関
し
て
は
さ
ら
に
厳
し
い
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
が
家

賃
額
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
賃
借
人
の
入
居
な
ど
に
よ
る
契
約
履
行
開
始
後
で
あ
っ
て
も
、
証
人
に
よ
る
立
証
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
こ
と
は
前
述
し
た

そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
所
有
者
の
主
張
が
宣
誓
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
る
。
賃
借
人
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
鑑
定
に
訴
え
る
こ
と
も
で

き
る
が
、
鑑
定
に
基
づ
く
評
価
家
賃
が
賃
借
入
の
主
張
を
上
回
る
場
合
に
は
、

(
竹
)

証
拠
法
レ
ベ
ル
で
の
不
平
等
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
一
七
一
六
条
)
。

川
門
家
賃
支
払
時
期

北法46(3・83)517

家
賃
の
支
払
時
期
は
、
原
則
と
し
て
は
当
事
者
の
約
定
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
口
頭
に
よ
る
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、

そ
の
よ

う
な
約
定
が
存
在
す
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
ず
、
地
域
の
慣
行
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
パ
リ
に
つ
い
て
い
え
ば
、

(
花
)

単
位
期
間
の
満
了
時
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
意
味
す
る
の
は
、
賃
貸
借
単
位
期
間
満
了
の
当
日

一
年
に
四
期
あ
る
賃
貸
借月



説

二

O
日
、
六
月
三

O
日
:
:
:
)

で
は
な
く
、

(
一
月
一
日
に
始
ま
る
賃
貸
借
単
位
期
間
に
つ
い
て
は
四
月
一
日
、

(
乃
)

で
あ
る
。
な
お
、
賃
貸
人
は
、
通
常
、
家
賃
支
払
期
に
つ
い
て
、

一
定
の
猶
予
期
間

そ
の
翌
日

四
月
一
日
に
始

ま
る
賃
貸
借
単
位
期
間
に
つ
い
て
は
七
月
一
日

苦ι
ロ岡

を
付
与
し
た
と
い
う
。
具
体
的
に
は
家
賃
額
に
よ
っ
て
異
な
り
、
年
四

0
0
フ
ラ
ン
以
下
の
賃
貸
借
で
は
八
日
間
、
そ
れ
を
上
回
る
賃
貸
借

(
初
)

で
は
一
五
日
で
あ
っ
た
(
応
舗
の
賃
貸
借
の
場
合
に
は
常
に
一
五
日
)
。
先
に
指
摘
し
た
入
居
・
立
退
に
閲
す
る
慣
行
上
の
猶
予
期
間
が
家

賃
支
払
い
に
つ
い
て
も
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
所
有
者
に
よ
る
思
忠
で
あ
っ
て
、
所
有
者
は
右
記
の
各
月
の
一
日
の

(
飢
)

家
賃
支
払
い
を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、

一
九
世
紀
末
葉
の
時
期
に
活
発
化
す
る
、
家
賃
支
払
い
を
拒
否
す
る
賃
借

人
運
動
の
実
態
な
ど
か
ら
し
て
も

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
)
、
八
日
間
の
猶
予
を
認
め
る
の
が
あ
く
ま
で
原
則

と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
家
賃
支
払
い
に
関
す
る
パ
リ
慣
行
上
の
原
則
は
後
払
い
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
の
異
な
る
そ
の
他
の
地
域

{
幻
)

の
慣
行
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
パ
リ
慣
行
に
は
こ
の
点
に
関
す
る
例
外
も
あ
り
、
公
路
に
面
す
る
庖
舗
等
の
営
業
用
賃
貸

借
に
つ
い
て
は
、
六
カ
月
前
の
家
賃
前
払
い
請
求
も
認
め
ら
れ
た
。
後
払
い
の
原
則
は
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
は
不
利
で
あ
り
、
慣
行
と
は
別

に
賃
貸
人
が
担
保
の
意
味
で
一
定
の
月
数
分
の
前
払
家
賃
を
要
求
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

(
幻
)

後
半
期
に
な
る
と
、
こ
の
弊
害
が
問
題
祝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

一
九
世
紀
の

(
ロ
)
司
『

O
巳
〈
【
何
回

-
F
F問、
HJZ-
司
HM向。
H司、町門
HHht守口
Hプ
マ
ミ
広
島
目
白
色
町
的
。
三
宮
定
的
色
白
白
河
を

c
z
t
s
-
何
巳

-
u
o
E
m
z
ζ
o
z
n
F『
2
C
2
f
H
M山
品
∞
噂
「
巾
司
『
。
【
同
己
円

C
Cロ
匂

R

E
-
5
2
E
P見
守

町

口

白

Eos-弘之島
zsqn町内
印
円
同
市
口
丘
町

5
5・
5
∞品・

3
・
N3fNg-
オ
リ
ヴ
ィ
エ
H

マ
ル
タ
ン
/
縞
浩
訳
『
フ
ラ
ン
ス
法
制

史
概
説
L

(

創
文
社
、
一
九
八
六
年
)
四
一
七
頁
l
四
一
八
頁
参
照
。
た
だ
し
、
本
文
の
邦
訳
は
筆
者
に
よ
る
。
正
当
価
格
理
論
一
般
に
つ
い
て

は
、
さ
し
あ
た
り
、
〉
一
昨

E

↓〉問。
F
h
・R
守
札
ご
ま
守
、
号
、

5
a
Fコ∞
-
5
0め
参
照
。
た
だ
し
、
家
賃
に
関
す
る
記
述
は
含
ん
で
い
な
い
。

北法46(3・84)518
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(九
)-uo↓
回
目
戸
袋
、
5
・
き
た
お
hq-
ロ
O
印

H
N

印
H
N
∞・

3
・品川
γ
印
。
・
以
下
、
引
用
部
分
の
指
示
は
、
本
文
中
で
行
な
う
。
な
お
、
ポ
チ
エ
は
こ
の
種
の

義
務
と
し
て
も
う
一
つ
、
「
費
用
を
償
還
す
る
義
務
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
注
(
町
)
を
参
照
。
さ
ら
に
、
他

方
で
ボ
チ
エ
が
、
賃
借
入
に
つ
い
て
も
、
信
義
か
ら
生
じ
る
義
務
と
し
て
「
正
当
価
格
を
下
回
る
価
格
で
賃
借
し
な
い
義
務
」
を
挙
げ
て
い
る

こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う

(
S
O
N
O
M
-
-
)

斗
仏
)
。

(
百
)
ポ
チ
エ
に
お
け
る
「
内
面
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
」
の
区
別
の
意
義
、
こ
の
区
別
と
法
と
道
徳
と
の
関
連
を
い
か
に
把
握
す
べ
き
か
は
、

法
史
学
上
の
一
大
論
点
で
あ
り
、
筆
者
に
は
こ
れ
を
十
分
に
展
開
す
る
能
力
が
な
い
。
本
文
に
記
す
評
価
も
、
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

論
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
小
川
浩
一
二
「
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
の

-oz
号

Ez--包
S
と
-
D
H
凹
号
Z
宮
E
2
ハ
円
、
。
完
」
北
大
法
学
論
集
三

八
巻
三
号
、
四
号
(
一
九
八
八
年
)
(
「
外
面
の
法
廷
」
と
「
内
面
の
法
廷
」
と
の
区
別
が
法
と
道
徳
と
の
区
別
に
対
応
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、

ポ
チ
エ
に
お
け
る
法
と
道
徳
と
の
峻
別
が
強
調
さ
れ
る
。
口
四
四
頁
1
四
六
頁
お
よ
び
対
応
す
る
注
参
照
)
、
金
山
直
樹
「
ポ
テ
ィ
エ
の
法
律
学
」

姫
路
法
学
三
一
号
(
一
九
八
九
年
)
(
寸
内
面
の
法
廷
」
の
次
元
で
も
、
一
定
の
義
務
の
法
へ
の
分
化
・
転
化
を
見
ょ
う
と
す
る
。
一
一
一
一
四
頁
l
一

三
六
頁
)
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
西
村
隆
誉
志
・
小
川
論
文
書
評
、
法
制
史
研
究
三
九
口
万
二
九
九

O
年
)
、
大
川
四
郎
・
金
山

論
文
書
評
、
法
制
史
研
究
四

O
号
(
一
九
九
一
年
)
も
参
照
。

(
向
)
若
干
の
例
を
引
用
し
て
お
く
。
寸
た
し
か
に
、
衡
平
上
は
、
賃
貸
借
契
約
は
使
用
収
益
の
等
価
を
提
供
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
等
価
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
不
正
義
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
良
心
だ
け
で
あ
る
。
法
律
は
関
与
し
な
い
」
。

斗
問
。
戸
o
z
c
-
S
Y白
・
き
な
さ
-
Z呂
町
「
ロ
Deω-
七
日
。
・
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
脈
は
、
賃
料
が
低
廉
な
場
合
に
つ
い
て
「
過
剰
損
害
応
2
0
2
に
基

づ
く
契
約
解
除
が
民
法
典
上
否
定
さ
れ
て
い
る
根
拠
の
説
明
で
あ
る
が
、
逆
に
賃
料
が
法
外
に
高
い
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
立

論
で
あ
る
。
「
真
実
の
立
法
原
則
、
健
全
な
経
済
学
上
の
理
論
は
、
か
く
し
て
次
の
単
純
な
理
念
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

た
と
え
当
事
者
の
一
方
が
(
対
価
の
不
均
衡
に
よ
る
)
損
害
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
錯
誤
、
詐
欺
ま
た
は
欺
同
行
為
(
吟
由
民
合
)
が
な
い

限
り
、
合
意
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
0
0
5己
目
。
日
戸
言
、
浮
き
な
ヘ
S
・
8
2巾

ω・口
0

・
5ω-
℃・

5φ
こ
れ
は
、
明
確
に
賃
料
が
法
外
に
高
い

場
合
も
射
程
に
入
れ
た
立
言
で
あ
る
。

(
打
)
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
カ
ン
パ
セ
レ
ス
は
、
こ
の
規
定
を
「
あ
ま
り
に
絶
対
的
」
だ
と
し
て
批
判
し
、
宣
誓
を
要
求
し
、

鑑
定
を
命
令
し
、
ま
た
は
自
ら
裁
定
す
る
権
限
を
裁
判
官
に
認
め
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
七
一
六
条
は
、
こ
の
修
正
を
経
た
上
で
採
択

さ
れ
た
(
以
上
、

E
Z司
-
Sミ
P
き
た
へ
u
s
-
Z
E
m
z
-
司

Nω
印
)
。
し
か
し
、
い
か
な
る
事
情
か
不
明
で
あ
る
が
、
最
終
法
案
で
は
こ
の
修
正

北i去46(3・85)519



説論

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
原
田
・
前
掲
書
注
(
町
)
四
四
七
頁
も
参
照
。

(
沌
)
∞
〉
C
S
F
臼
毛
浮
き
な
ヘ
S-
司
・
ち
品
・
に
収
録
さ
れ
て
い
る
パ
リ
慣
行
参
照
。

(
内
)
何
百
戸
芯
〉
C
Z
E
J
M
Nも
5
・
き
町
内
へ
匂
ト
ロ
0
・
ω
斗一
Y
H
)

同叶⑦白ヨ∞〉
C
の何回

-
g
y、p
s。町内ヘ
S
-
H
Y
品
H
e

(
m
ω
)

何
E
H
T
M

〉の
Z
同

γ
目。円・三件

(
飢
)
何
包
』

ru
〉
C
Z
E
2
』

h
R
2
h・

(
位
)
た
と
え
ば
、
オ
ル
レ
ア
ン
慣
行
で
は
、
賃
貸
借
単
位
期
間
が
一
年
で
あ
り
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
バ
チ
ス
ト
の
日
(
六
月
二
四
日
)
に
開
始
す
る

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
家
賃
は
、
六
カ
月
毎
、
右
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
・
パ
チ
ス
ト
の
日
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
日
(
一
一
一
月
二
五
日
)
に

支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
ォ
ク
セ

l
ル
、
メ
ッ
ツ
な
ど
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ブ
ロ
ワ
で
は
、
一
年
の
期
間
が
満
了
し
て
初

め
て
家
賃
の
請
求
が
可
能
に
な
っ
た
。
マ
ル
セ
イ
ユ
で
は
、
家
賃
は
六
カ
月
毎
の
支
払
い
で
、
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
の
日
(
九
月
二
九
日
)
と
復

活
祭
の
臼
に
支
払
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
異
色
の
慣
行
と
し
て
は
、
ボ
ル
ド
ー
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
賃
貸
借
が
開
始
し
た
日
か
ら
一
一
一

カ
月
毎
に
家
賃
が
支
払
わ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
固
定
し
た
賃
貸
借
単
位
期
間
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
地
域
の
慣
行
も
含
め
て
、

〈

O
F
開ヨニ
m
〉の
Z
開
【
2

皇芝、
p
s
。
な
へ
8
・ロ
c
ω
弐
y
-
u
H
寸
寸

(
出
)
た
と
え
ば
、
。
市
「

m
g
司
区
間
叶

-
E
S
E
5伺
ミ
ミ
も
3
h
h白
言
師
、
目
以
白
コ
凹

-
E
Z自
己
『
巾
玄
白

E
S
P
-∞∞
N
-

七

ω
戸

田

Z-
∞'日出

aE印
叶
参
照
。
労
働
者
政

党
か
ら
、
採
択
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
家
賃
前
払
い
の
全
面
禁
止
を
求
め
る
法
案
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
動
き
も
見
ら
れ
る
。

p
c句。
ω
宣
言

島市

Z
-
g
gロ己何百円

U
E
R「
門
口
『
巾
砂
仲
D
=
門司「
O

匂
ユ
会
包
『
巾

q
-
E
E
m
E
t
r
ι
巾
岡
田
戸
『
巾
匂
白
山
、
角
川
「
己
巾
印
一
o可
巾
『
印
巳
.2£ロ円巾・

h
o
-
-
u。円、ミ、円・

npss・
hHS

N
V

寺
a
p
∞何回目・

0
『
弘
二
信
田
口
門
市
含
土
=
E
H
∞
宏
・
〉
ロ
ロ
ロ
0
・
8
匂・司・∞

2
・
た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
家
主
に
よ
る
家
賃
前
払
い
要
求
が
ど
の
程
度

一
般
的
で
あ
っ
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
ほ
ほ
例
外
な
く
賃
貸
人
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
程
度
に
普
及
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
別
稿
で
検
討

す
る
予
定
の
、
一
八
八

0
年
代
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
家
賃
支
払
期
日
に
お
け
る
賃
借
入
の
「
木
鋒
の
引
越
し
」
(
夜
逃
げ
)
な
と
は
、
所
有
者

に
対
す
る
抵
抗
手
段
と
し
て
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
少
し
あ
と
の
時
期
に
な
る
と
、
担
保
と
し
て
の
前
払
家
賃
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
く
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
時
期
を
対
象
に
し
た
記
述
と
し
て
、
呂
田
『
円
巳
戸
〉
Z
-
O
F

え
の
巾
C
『崎町凶

何百何回、
H
J

吋
イ

S
R
喝
さ
円
礼
会
足
門
出
向
む
さ
礼
町
内
H
S』
」
「

s
z
n
h
H
2・
Z
E
m
H
0
・
N
巾

舟

【

f

H

)

回同・』己的内問】}戸国〉玄開
F
-

司『山口
n
c
Z
の円〈
O

問。
2
〉ロ己「
A

山↓
czna
可
申
吋
回
目
・
「
。

0
・トア]戸市山印。・ロロ・印
m
W
0
・℃・∞
ωω
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。4家
賃
支
払
い
の
原
則
が
後
払
い
だ
と
す
る
と
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
は
家
賃
債
権
の
回
収
確
保
の
手
段
が
重
要
な
関
心
の
対
象
に
な
る
。
賃

家
賃
債
権
の
担
保

借
入
の
家
賃
不
払
い
の
場
合
に
賃
貸
人
に
契
約
の
解
除
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
同
一
住
戸
へ
の
定
着
意
識
が
必
ず
し
も
強

く
な
か
っ
た
こ
の
時
期
の
賃
借
入
に
対
し
て
、
こ
の
手
段
は
必
ず
し
も
十
分
に
威
嚇
的
で
な
か
っ
た
。
定
額
小
作
に
お
い
て
は
、
契
約
中
に

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

小
作
料
不
払
い
の
場
合
に
「
身
体
強
制

g
E
E
E丹
市
古
田
円
円
。
『
宮
」
を
課
す
旨
の
特
約
を
挿
入
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た

(
以
)

二
条
)
が
、
住
宅
賃
貸
借
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
措
置
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
家
賃
債
権
を
実
際

二
O
六

に
回
収
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
性
を
持
っ
た
の
は
、
賃
貸
人
の
先
取
特
権
で
あ
る
。

特
定
動
産
先
取
特
権
を
定
め
る
民
法
典
二
一

O
二
条
に
よ
れ
ば
、
賃
貸
人
は
、
不
動
産
賃
料
を
担
保
す
る
た
め
の
先
取
特
権
を
、
賃
貸
家

屋
に
備
え
付
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の

(
具
ト
体
的
に
は
家
具
が
中
心
)

の
価
値
の
上
に
有
す
る

同
条
一
号
一
文
)
。
こ
の
先
取
特
権
は
、

賃
借
入
負
担
の
小
修
繕
を
賃
貸
人
が
実
施
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
債
権
お
よ
び
そ
の
他
の
賃
貸
借
契
約
の
履
行
に
関
す
る
す
べ
て
の
債
権
に

(
お
)

及
ぶ
が
(
同
条
一
号
二
一
文
て
そ
の
機
能
の
中
心
が
賃
料
債
権
の
担
保
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
こ
の
先
取
特
権
が
家
賃
債
権
を
担
保

す
る
場
合
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
は
、
契
約
に
確
定
日
付
が
あ
る
場
合
(
公
正
証
書
で
な
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
私
署
証
書
で
な
さ
れ
て
も
そ

れ
が
確
定
日
付
を
有
す
る
場
合
)

と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
異
な
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
期
限
が
到
来
し
た
す
べ
て
の
家
賃
債
権
お
よ

ぴ
将
来
期
限
が
到
来
す
る
す
べ
て
の
家
賃
債
権
が
先
取
特
権
で
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
に
は
、
寸
そ
の
年
次
の
満
了

(
目
的
)

(
同
条
一
号
一
文
、
二
丈
)

0

か
ら
一
年
」
分
の
家
賃
債
権
が
先
取
特
権
の
対
象
に
な
る
だ
け
で
あ
る

北法46(3・87)521

右
の
法
文
の
文
言
が
「
賃
貸
家
屋
に
備
え
付
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
」
と
述
べ
、

そ
れ
が
賃
借
人
の
所
有
物
か
否
か
で
区
別
し
て
い
な

(
幻
)

い
た
め
、
第
三
者
の
所
有
物
で
も
右
の
文
言
に
該
当
す
れ
ば
原
則
と
し
て
賃
貸
人
の
先
取
特
権
の
対
象
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
た
。
転
借
入

が
備
え
付
け
た
物
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
賃
貸
人
の
先
取
特
権
は
こ
の
よ
う
に
広
い
範
囲
に
及
ぶ
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、



説

こ
の
先
取
特
権
に
は
追
及
効
も
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
人
は
、
「
そ
の
同
意
な
し
に
移
動
さ
れ
た
」
動
産
に
つ

い
て
、

一
五
日
内
で
あ
れ
ば
返
還
請
求
(
『

2
2
E
2
5ロ)

そ
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
先
取
特
権
の
効
力
を
保
全

を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、

吾乏為

自岡

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

(
同
条
一
号
五
文
)
。
こ
れ
は
、
動
産
先
取
特
権
に
は
追
及
効
が
な
い
と
の
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
原
則
に
対
す

一
九
世
紀
初
期
の
学
説
に
は
、
右
の
文

る
重
要
な
例
外
で
あ
る
。
動
産
取
引
の
安
全
よ
り
も
家
賃
債
権
の
保
護
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

言
を
物
理
的
な
移
動
に
限
定
し
て
解
釈
し
、
賃
借
入
の
売
却
ケ

l
ス
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
有
力
で
あ
っ
た
。
動
産
取
引
の
安
全
を

(∞∞) 

多
少
な
り
と
も
確
保
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
大
勢
を
占
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

か
く
し
て
、
賃
貸
人
は
、

き
わ
め
て
強
い
先
取
特
権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
先
取
特
権
が
実
効
性
を
有
す
る
た
め

に
は
、
十
分
な
動
産
が
賃
借
家
屋
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
す
た
め
に
定
め
ら
れ
た
の
が
、

家
屋
賃
借
入
の
家
具
備
付
け
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
屋
に
十
分
な
家
具
を
備
え
付
け
な
い
賃
借
入
は
、
家
賃
支
払
い
を
保
障
す
る
に

(
鈎
)

(
一
七
五
二
条
)
。
ど
の
程
度
の
家
具
を

足
り
る
担
保
を
供
し
な
い
限
り
、
立
退
き
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

備
え
付
け
れ
ば
「
十
分
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
示
の
規
定
が
な
く
、
裁
判
官
の
判
断
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、
学
説
で
は
、

(
川
出
)

家
賃
に
対
応
す
る
価
値
の
家
具
を
備
え
付
け
れ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

一
年
分
の

(
剖
)
身
体
強
制
と
は
、
要
す
る
に
、
一
定
の
場
合
に
債
権
者
に
認
め
ら
れ
る
、
債
務
を
履
行
し
な
い
債
務
者
の
収
監
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
で
、
民
事
債
務
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
刑
事
罰
を
用
い
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
定
額
小
作
料
に
つ
い
て
こ
れ
が
可
能

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
定
額
小
作
料
債
権
の
法
律
上
の
位
置
付
け
の
高
さ
と
と
も
に
、
定
額
小
作
関
係
の
前
近
代
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
身
体
強
制
の
制
度
は
、
一
八
六
七
年
七
月
一
一
一
一
日
の
「
身
体
強
制
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
、
民
事
・
商
事
に
関
し
て
は
廃
止
さ
れ
、

重
罪
・
軽
罪
・
違
警
罪
に
つ
い
て
だ
け
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
二
条
、
二
条
)
。

(
部
)
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
〉
宅
〉
ベ

-
S百
戸
ぎ
な
こ
と
、
百
冨
〕

北法46(3・88)522



一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

(
前
)
こ
の
文
言
は
、
す
で
に
期
限
が
到
来
し
た
家
賃
債
権
、
ま
た
当
該
年
次
の
家
賃
債
権
を
形
式
的
に
は
含
ん
で
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
債
権

も
こ
の
先
取
特
権
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
か
が
解
釈
上
問
題
に
な
っ
た
。
規
定
の
文
言
を
厳
格
に
解
し
て
問
題
を
否
定
す
る
見
解
も
有
力
で
あ

っ
た
が
、
判
例
は
、
こ
れ
ら
も
担
保
さ
れ
る
と
し
て
最
も
家
賃
債
権
保
護
の
立
場
に
立
つ
見
解
を
採
用
し
た
お
曲
目
的
岨
N

∞
E
E
2
5
2・∞弓
3-

Z
N印
-
y
g・
)
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
叶
問
。
戸

0
2・
む
さ
ご

5
ご
も
ξ
N
R
b
S
E
E
-
h町
2
ミ
旬
、
志
向
ph室
内
師
、
印

m
Eよ

MUE∞-
n
'
E
F
口
雪
印
F

H∞
印
ム
イ
ロ
0

・同印
m
T

匂旬・戸市
WHtHωω
・一何回】】{ぬ〉の
Z
開
「
さ
も
さ
-
S
色
町
内
「
匂
ト
ロ
。
品
。
Ne
円

}

方

-
N
C
品
lNC印・

(
町
)
斗
問
。
戸
O
Z
0
・
H
F
&
・
5
5
Y
B
H
∞
N
H
∞
小
一
明
言
辛
〉
の
Z
戸
・
ま
t
・・

8
主
A
T

℃

5
4
た
だ
し
、
他
人
の
所
有
物
を
備
え
付
け
る
前
に
そ
れ

が
他
人
物
で
あ
る
旨
を
賃
貸
人
に
通
知
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
先
取
特
権
の
対
象
か
ら
外
れ
る
(
判
例
)
。
さ
ら
に
、
事
前
の
通
知
が
な
い
場
合

で
も
、
そ
れ
が
他
人
に
属
す
る
こ
と
が
周
知
の
こ
と
が
ら
に
属
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
先
取
特
権
の
対
象
か
ら
外
す
と
の
判
決
も
あ
り
、
学

説
に
は
こ
れ
に
賛
意
を
表
す
る
も
の
が
多
い
。
斗
問
。
戸
o
z
p
雪
・
門
H
?
~
何
百
一
巾
〉
の

EF-N守
R
・
5

品
品
、
吋
-
七
回
。
∞

(
部
)
か
か
る
学
説
の
試
み
に
つ
い
て
、
〈
D
】
『
・
叶
き
戸
o
z
c
-
S
R
-
S
E
N
-
3・
Hω
匂
INCH
た
だ
し
、
ト
ロ
ロ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説
に
批
判

的
で
あ
る
。

(
剖
)
立
退
請
求
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
判
決
手
続
に
よ
る
べ
し
と
の
見
解
と
、
急
速
審
理
(
『
広
々
と
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
が

対
立
し
た
が
、
パ
リ
地
方
裁
判
所
は
、
後
者
の
見
解
を
採
用
し
た
(
一
八
五
一
年
一
一
一
月
一

O
日
判
決
)
。
∞
〉
C
C
E
・
g-百
戸
き
芯
芯
」
・
司
・
四
日
に

よ
る
。

(
叩
)
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ま
ず
、
ロ
戸

5
2
8
2戸
留
守
P
き
な
へ
と
」
、
℃

S
-
g
z
F
)占
刀
昌
巳
は
、
約
{
A

た
さ
れ
た
全
期
間
分
の
賃
料
額
に
対

応
す
る
家
具
の
備
付
け
義
務
を
否
定
す
る
。
家
賃
債
権
が
五
年
の
短
期
消
滅
時
効
に
服
す
る
こ
と
(
一
一
一
一
七
七
条
)
、
全
期
間
の
賃
料
が
請
求
さ

れ
な
い
ま
ま
期
間
満
了
を
迎
え
る
と
い
う
事
態
は
ま
ず
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
、
の
二
点
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
オ
ル
レ
ア

ン
慣
習
法
が
援
用
さ
れ
、
二
期
分
の
家
賃
を
担
保
す
る
に
足
り
る
(
家
具
で
よ
い
、
と
さ
れ
る
。
オ
ル
レ
ア
ン
慣
行
で
は
家
賃
は
六
カ
月
毎
に
支

払
わ
れ
る
か
ら
(
↓
注
(
幻
)
参
照
)
、
二
期
分
の
家
賃
と
は
、
一
年
分
の
家
賃
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
の
論
者
は
、
特
に
根
拠
付

け
に
腐
心
す
る
こ
と
な
く
、
オ
ル
レ
ア
ン
慣
習
法
を
援
用
し
つ
つ
、
同
線
の
結
論
を
認
め
る
o

U
円
〈
何
回
の
}
何
回
喝
さ
も
言
、
き
た
「
3
・
g
目巾品・

5
5
'

ヤ

N品
一
、
吋
問
。
戸
o
z
p
g喝さ
w

ぎ
た
へ
匂
ト

g
ヨ巾

N
e
g
印
2-官
ω
コ
一
年
八
刀
の
家
賃
と
は
、
パ
リ
の
慣
行
を
前
提
に
す
れ
ば
、
四
期
分
の
家
賃
に

対
応
す
る
わ
け
で
あ
る
。
∞
〉
己
(
〕
何
回
・
富
市
S
・
5
R
s・-
)
e

印
印
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
ロ
ぐ
同
〉
只
叶
O
Z
'

室
、
浮
き
た
へ
と
ト

g
g司】叶・

5
・
5
斗・匂司

5
め

I
E寸
・
は
、
家
賃
支
払
い
を
受
け
な
い
賃
貸
人
は
何
時
で
も
契
約
の
解
除
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
期
分
と
次
期
分
の
二
期
の
家
賃
を

北法46(3・89)523



説

担
保
で
き
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
で
も
二
期
す
な
わ
ち
半
年
分
で
足
り
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(a) (3) 

不
可
抗
力

よ

る
賃
f昔
物
の
滅
失

致
損

家
賃
の
減
免

北法46(3・90)524

まι
ロ而

賃
借
入
は
、
原
則
と
し
て
賃
貸
借
の
全
期
間
に
つ
い
て
約
定
の
家
賃
を
支
払
う
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
賃
貸
借
期
間
中
に
賃
借
物

(
引
)

が
「
偶
発
事

2日
間

O
「
E
E
(
H
「
不
可
抗
力
沙
門
門
司
自
ど
巾
ロ
『
巾
」
)

契
約
は
法
律
上
当
然
に
解
除
さ
れ
る
(
一
七
二
二
条
、

に
よ
っ
て
全
面
的
に
破
壊
さ
れ
た
場
合
(
滅
失
ケ
ー
ス
)

に
は
、
賃
貸
借

一
七
四
一
条
)
。
部
分
的
破
壊
(
段
損
)

の
場
合
に
は
、
賃
借
入
は
、
状
況
に
従
っ
て
、

あ
る
い
は
賃
貸
借
契
約
の
解
除
を
、
あ
る
い
は
賃
貸
借
契
約
を
維
持
し
た
ま
ま
で
賃
料
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一
七
二
二
条
)
。

川
不
可
抗
力
に
よ
る
使
用
収
益
の
剥
奪

そ
れ
で
は
、

た
と
え
ば
戦
争
の
よ
う
に
不
可
抗
力
と
見
ら
れ
る
事
態
に
よ
っ
て
賃
借
入
に
よ
る
使
用
収
益

P
0
5
3
5
2
)
の
全
部
ま
た

は
一
部
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
普
仏
戦
争
に
伴
、
っ
ド
イ
ツ
寧
の
パ
リ
包
囲

の
際
に
現
実
に
提
起
さ
れ
、

さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
も
再
び
問
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
不
可
抗

力
に
よ
る
使
用
収
益
の
剥
奪
を
右
の
一
七
二
二
条
に
い
う
賃
借
物
の
滅
失
致
損
と
同
視
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
幻
)

つ
と
に
ポ
チ
エ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
家
賃
免
除
ま
た
は
そ
の
減
額
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
見
解
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
制
定

後
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ル
ヴ
ァ
ン
ク
ゥ
ル
は
、
賃
料
は
「
使
用
収
益
」
に
対
し
て
の
み
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、

「
各
自
の
賃
料
は
各
日
の
使
用
収
益
の
対
価
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
「
使
用
収
益
」
が
意
味
す
る
の
は
、

日
々
の
使
用
収
益
と
い
う
、

い
ま
だ
抽
象
化
さ
れ
な
い
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
給
付
関
係
の
具
体
的
把
握
で
あ
る
。
か
か
る
把
振



を
前
提
と
す
る
ば
、
不
可
抗
力
に
よ
る
使
用
収
益
剥
奪
ケ

I
ス
に
お
い
て
は
、
賃
料
が
そ
の
対
価
と
な
る
べ
き
使
用
収
益
が
な
い
わ
け
で
あ

(
幻
)

る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
家
賃
債
務
が
発
生
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
発
生
が
停
止
す
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
見
解
は
、

(
似
)
(
郎
)

少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
後
半
期
ま
で
は
判
例
お
よ
び
学
説
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

例
不
可
抗
力
に
よ
る
収
入
減
収

そ
れ
で
は
、
同
じ
く
戦
争
な
ど
の
不
可
抗
力
と
見
ら
れ
る
事
態
に
よ
っ
て
、
使
用
収
益
自
体
が
不
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
賃

借
入
の
労
働
や
賃
借
建
物
で
の
商
業
・
工
業
活
動
が
阻
害
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
収
入
が
減
少
し
ま
た
は
皆
無
に
な
っ
た
場
合
に
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
使
用
収
益
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
以
上
、
こ
れ
を
も
一
七
二
二
条
に
含
ま
せ
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に

は
家
賃
の
減
免
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
基
本
的
考
え
方
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
農
地
賃
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
は
、
類
似
の
問
題

状
況
を
想
定
し
た
規
定
が
あ
る
。
定
額
小
作

(g--P『
巾

『

呂

巾

)

に
お
い
て
偶
発
事
(
不
可
抗
力
)

に
よ
っ
て
収
穫
減
少
が
あ
っ
た
場
合
に

小
作
料
の
減
額
を
認
め
る
民
法
典
一
七
六
九
条
以
下
の
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
住
宅
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
定
額
小
作
と
同
様

に
賃
借
物
上
で
の
収
益
活
動
を
目
的
と
す
る
営
業
用
建
物
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
右
の
場
合
に
家
賃
減
額
が
認
め

ら
れ
な
い
か
が
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

一
定
の
要
件
の
も
と
で
小
作
料
減
額
を
認
め
る
の
が
ロ

i
マ

(
山
間
)

法
以
来
の
伝
統
的
解
決
で
あ
り
、
旧
制
下
の
学
説
も
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
に
賛
成
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
七
六
九
条
以
下
の
規
定
は
、

ま
ず
、
定
額
小
作
に
お
け
る
不
可
抗
力
に
よ
る
減
収
ケ

l
ス
に
つ
い
て
は
、

か
か
る
伝
統
的
解
決
を
踏
襲
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
立
法
過
程
に
お
い
て
次
の
二
点
が
説
か
れ
た
。
おけ司

①
「
賃
貸
借
契
約
は
将
来
の
果
実
の
一
種
の
売
買
契
約
」
で
あ
る
。
②
「
定
額
小
作
契
約
は
実
定
契
約

(gロ
可
巳

B
E
E
S
E
)
で
あ
」
り
、
引n
J
 

F
h
v
 

A
笠土HbL

 

」
l
d
-

「
し
た
が
っ
て
、
果
実
は
小
作
料
の
対
価
(
て
2
E
Z
Z
D門
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
か
く
し
て
、
不
可
抗
力
に
よ
る
収
穫
滅
少
ケ

l
ス
に

(
切
)

お
け
る
小
作
料
減
額
は
「
こ
の
契
約
の
本
質
に
属
す
る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
給
付
関
係
が
、
先
に
一
七
一
一
一
一



説

条
に
関
し
て
見
た
賃
貸
借
契
約
の
把
梶
以
上
に
具
体
的
に
把
挺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
現
実
の
使
用
収
益
だ
け
で

な
く

そ
れ
に
基
づ
く
「
果
実
」
H

「
収
入
」

の
取
得
が
賃
料
の
対
怖
を
な
す
も
の
と
促
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

きι
ロ問

こ
の
よ
う
な
給
付
関
係
の
具
体
的
把
梶
を
常
業
用
建
物
の
賃
貸
借
関
係
に
も
及
ぼ
す
な
ら
ば
、
営
業
活
動
に
基
づ
く
収
益
を
「
果
実
」
と

そ
の
剥
奪
の
場
合
に
定
額
小
作
と
同
様
の
賃
料
減
傾
請
求
権
を
導
く
こ
と
は
不
同
能
で
は
な
い
。
実
際
、
ポ
チ
エ
は
、
そ
の

(
侭
~

よ
う
な
理
由
付
け
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
と
同
僚
の
賃
貸
借
契
約
の
珂
解
を
提
示
し
つ
つ
、
営
業
活
動
阻
害
ケ

l
ス
に
つ

(ω) 

い
て
家
賃
減
額
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
民
法
典
制
定
後
に
は
、
ポ
チ
エ
の
見
解
を
援
用
し
つ
つ
、
営
業
活
動
の
「
果

捉
え
た
上
で
、

に実
至」
ると
のい
でう
あ(表
る100現
。を

明
王I王
し
て

そ
れ
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
場
合
に
家
賃
減
額
請
求
権
を
認
め
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る

し
か
し
、
右
に
示
し
た
肯
定
説
は
、
先
に
見
た
、

一
七
二
二
条
の
適
用
を
不
可
抗
力
に
よ
る
使
用
収
益
剥
奪
ケ

l
ス
に
も
拡
大
す
る
見
解

と
は
異
な
り
、

一
九
世
紀
の
前
半
期
か
ら
H
十
く
も
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
動
向
の
先
鞭
を
付
け
た
の
は
、

お
そ
ら
く
デ
ュ
ヴ

エ
ル
ジ
エ
で
あ
る
。
デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る
減
収
の
場
合
に
小
作
料
減
額
請
求
権
を
認
め
る
一
七
六
九
条
以
下
の
規
定
を

「
賃
貸
借
契
約
に
本
質
的
な
も
の
」
と
理
解
す
る
立
法
過
程
の
把
握
に
反
対
し
、
同
条
を
あ
く
ま
で
一
般
原
則
に
反
す
る
例
外
的
規
定
と
把

握
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
賃
貸
借
契
約
H
果
実
の
売
買
」
と
い
う
理
解
は
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
賃
貸
人
は
、
単
に
賃
借
入
を
し
て
賃
借

物
を
使
用
収
益
さ
せ
る
義
務
を
負
う
に
す
ぎ
な
い
。
賃
貸
人
は
、
こ
の
使
用
収
益
が
多
か
れ
少
な
か
れ
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
ま
で
は
担
保

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賃
貸
人
が
賃
借
入
に
使
用
収
援
を
与
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
債
務
は
履
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
使
用
収
益
の

(

肌

)

(

剛

山

)

の
で
あ
る
。
こ
の
賃
貸
借
契
約
の
把
握
は
、
直
ち
に
は
多
く
の
学
説
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

(
問
)

一
九
世
紀
後
半
期
に
は
支
配
的
見
解
の
地
位
を
獲
得
す
る
。
か
か
る

結
果
は
関
係
が
な
い
」

し
、
こ
の
見
解
は
、
次
第
に
学
説
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

見
解
に
立
つ
な
ら
ば
、

一
七
六
九
条
以
下
と
い
う
明
示
の
規
定
が
あ
る
定
額
小
作
関
係
に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
に
よ
る
減
収
ケ

l
ス
に
つ
い
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て
小
作
料
減
額
を
認
め
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
は
い
え
、

(
削
)

関
係
に
及
ぼ
す
の
は
適
当
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
規
定
は
限
定
的
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
趣
旨
を
営
業
用
建
物
賃
貸
借

右
に
示
し
た
新
た
な
賃
貸
借
契
約
観
は
、
「
賃
貸
借
契
約
H
果
実
の
売
買
」
と
い
う
把
握
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る

給
付
関
係
の
抽
象
的
把
握
に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
使
用
収
益
に
基
づ
く
「
果
実
」
、
「
収
入
」

の
取
得
で
は
な
く
、
使

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

用
収
益
自
体
を
賃
料
と
対
価
関
係
に
立
つ
も
の
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

の
把
握
は
、

な
お
具
体

そ
こ
で
の
「
使
用
収
益
」

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、

一
七
二
二
条
の
議
論
に
お
い
て
は
、
現
実
の
使
用
収
益
の

(
郎
)

を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た

剥
奪
ケ

i
ス
に
お
い
て
も
賃
借
入
の
救
済
(
賃
貸
借
契
約
の
解
除
と
い
う
形
で
)

給
付
関
係
の
抽
象
的
把
握
を
も
う
一
歩
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
賃
料
と
対
価
関
係
に
立
つ
の
は
賃
借
物
の
引
渡
に
よ
っ
て
賃
借
入
の
使
用
収

そ
れ
が
履
行
さ
れ
た
以
上
、
現
実
の
使
用
収
益
が
不
可
抗
力
で
不
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
賃

益
を
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

料
債
務
の
消
長
に
影
響
し
な
い
、

一
九
世
紀
の
後
半
期
に
は
、

か
か
る
見
解
が
現
わ
れ
て
く
る
。

と
い
う
見
解
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
、

す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
不
可
抗
力
に
よ
る
使
用
収
益
剥
奪
ケ

l
ス
に
一
七
二
二
条
を
拡
大
適
用
し
て
賃
料
減
額
請
求
を
肯
定
す
る
の

(
胤
)

が
一
九
世
紀
中
の
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
論
が
提
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
七
六
九
条
以
下
の
領
域
で
の
デ

ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
ら
の
制
限
論
は
、

か
か
る
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
給
付
関
係
の
抽
象
的
把
握
を
貫
徹
す
る
見
解
へ
の
途
を
切
り
開
く
も
の
で

あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
引
)
「
偶
発
事
」
と
寸
不
可
抗
力
」
は
、
こ
れ
を
厳
密
に
区
別
す
べ
し
と
説
く
論
者
も
い
る
が
(
た
と
え
ば
、
日
出
巾
忘

ζ
〉

c
m
a
b豆町
H
P
A
S
E足
時

三

マ
白
町
民
室
内
色
町
目
白
た
を
と
白
な
き
に
「
s
s
n
g記
念
エ
ミ
ミ
F
F・
-d『
戸
匂
白
コ
∞
-
ロ
白
-
E
N
-
-
。ピ噂
3
N
C
I
N
-
-

そ
こ
で
は
、
寸
必
要
な
も
の
を
よ
く
備
え
た
意

思

g
〈

O
F口
広
可

Z
Z
E
s
t
-
-
b
L
で
あ
れ
ば
克
服
可
能
な
出
来
事
が
「
偶
発
事
」
で
、
反
対
に
い
か
な
る
者
に
と
っ
て
も
克
服
不
可
能
な
出
来
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言見吾ι
白岡

事
が
「
不
可
抗
力
」
と
さ
れ
る
)
、
一
般
的
に
は
両
者
は
同
義
語
と
解
さ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
、
〉
印

8
2
5
8
出

g
コ
P
H
)
E
E
-
-ヘ青白
g
E
S

E
量
ミ
英
吉
豆
聞
か

8
5
Z
E
B円
20ロ
母
の
常
国
互
の
O同
zc-ω
よ
子
司
己
・

?
5
ω
N
-
3・
HH匂
巳

ω品
。
の
該
当
項
目
を
参
照
。
「
偶
発
事
」
が

予
見
不
可
能
性
に
重
点
を
置
く
の
に
対
し
て
、
「
不
可
抗
力
」
が
不
可
抗
性
に
重
点
を
置
く
と
い
う
視
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
)
の
で
、

本
稿
で
も
こ
れ
を
特
に
区
別
し
な
い
。

(位

)
3
4，
E
何回

-hsミ
P
5
t
b
s
-
E∞
-
E∞
lzmy
℃
・
印
印
・
具
体
的
に
は
、
戦
争
時
に
お
け
る
敵
の
占
領
や
ベ
ス
ト
の
脅
威
に
よ
っ
て
賃
借
家
屋
に

入
居
し
え
な
い
場
合
(
こ
の
場
合
に
は
、
家
賃
支
払
債
務
は
発
生
し
な
い
)
や
、
家
屋
へ
の
入
居
後
、
そ
れ
に
崩
壊
す
る
危
険
が
生
じ
た
た
め

退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
(
こ
の
場
合
に
は
、
退
去
の
時
点
か
ら
家
賃
債
務
発
生
が
停
止
す
る
)
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
巴
開

F
S
z
n
o
c
E
J
的Hnkvg-
愛国町、へ』
L
N
〉

勺

-mx-
ロ
O
R
(匂)・℃
-KHN。・

(
似
)
た
と
え
ば
、

U
C〈何回の円何回
-
gミ
白
喝
さ
な
も
ト
円
OB司
ω・ロ
0・印
NhH43
印
ωめ
日

ω叶
J
、2
0戸
C76・
盤
、
言
、
き
た
も
ト

Z
呂町

N
-
E
N
N印
巾
門
的

ERe-)

ω∞
2
2
Z
一の己目

FFOC〉
5
・
程
、
P
き
な
へ
匂
』
」
w
g
E市
戸

口

8
・
ω
S
l
S
N
-
3
さ
∞

1
t
c
な
お
、
ギ
ユ
ア

i
ル
も
、
「
賃
料
債
務
は
、
物
の
使

用
収
益
に
応
じ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
理
由
で
こ
の
使
用
収
益
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
賃
料
支
払
債
務
は
、
そ
の
全
部
ま

た
は
一
部
に
つ
い
て
停
止
す
る
」

(
g
ω
S・
3
品
S
o
t
o
-
)
と
述
べ
て
、
本
文
記
載
の
デ
ル
ヴ
7

ン
ク
ウ
ル
と
同
様
の
把
握
を
示
し
て
い
る
。

(
何
)
判
例
の
挙
一
不
と
し
て
は
、
。

E
戸。
E
目

0・目。門
-
S・~
E
Zユ
宅
主
「

-
U室
町
内

H
Z
h
H
円
。
遺
書
き
日
二
三
白
宮
司
寺
町
、
円
O
B而

N-
∞
H『
9

5

2
・
苦

。
。
品
。
。
∞
・
を
参
照
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
判
決
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
八
七
一
年
普
仏
戦
争
以
降
に
出
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
間
題
が
現
実
に
争
わ
れ
た
の
は
、
普
仏
戦
争
の
時
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
何
こ
巾

E
U
S
E
-
h内
向
』
宮
内

Hせ
と
な

E
E
宮
、
ミ
弓
き
さ
h
F
E
言
晶
、
・

5
・
印
・
出
。
'
t
t
z
H〈
J
Q
2
5
n
o
s
-
2
2
むこ・

0
0
5円・
5

5・

E
・・

3
こ

D凶
岳
古
河

2
4・
8
呂町

Y
Fユ
少
司
弓

g
S
U
E
C
?
E
N∞
-
宅
-
N
H
N
l
N
H
w
h
o
↓z胃
戸

主

Y
P
き
な
へ
お
ト
ロ
ロ
・
同
印

ω
巾昨日

EH〈・・匂

S

2

2
2・
な
ど
。
な
お
、
原
田
・
前
掲
書
注
(
訂
)
一
一

0
1
一
一
一
頁
も
参
照
。

(
肝
)
①
↓

(
U
D
B
B
E
E
E
C
S
C問問
E
m
-
-
m
g
P
E
E
S
?
何
者
宮

2
E
J
R
ぽ
宝
σ
g
z
o
z
コ
S
E
R
-
E
Z
2・
g
司
、
由
、
ぎ
な
ヘ
u
s
-
g呂町

E
-
u
a
ω
ω
α
J

②
↓
ロ
回
目
円
。
ロ
「
国
司
「
Cロロロ
nb
宮『

r
g
uロロ』
E
Z
2・
2
2
R
-
B
E
E
-
ロ

ω
2・
こ
の
①
と
②
と
は
、
基
本
的
に
は
同
旨
に
帰
す
る
が
、
そ
こ

に
は
一
定
の
論
理
の
展
開
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
に
お
い
て
は
、
定
額
小
作
契
約
を
果
実
H
収
穫
の
売
買
と
把
握

す
る
古
い
賃
貸
借
契
約
観
が
そ
の
ま
ま
表
明
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
②
に
お
い
て
は
、
使
用
収
益
の
提
供
と
賃
料
支
払
い
と
い
う
二
個
の

相
対
立
す
る
債
権
・
債
務
関
係
を
中
核
と
す
る
「
実
定
契
約
」
と
し
て
賃
貸
借
契
約
を
把
握
す
る
近
代
的
賃
貸
借
契
約
観
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(l)

そ
の
上
で
、
こ
の
対
価
関
係
・
給
付
関
係
を
き
わ
め
て
具
体
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
①
と
同
様
の
解
決
が
導
か
れ
る
の

で
あ
る
。

(
開
)
ポ
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
定
額
小
作
契
約
は
「
将
来
の
果
実
に
つ
い
て
の
一
種
の
売
買
契
約
」
で
あ
り
(
ぎ
コ
宮
山
戸
皇
、
言
、
き
た
へ
N
G、
5

5川
y
u

E
・
)
、
賃
貸
借
契
約
一
般
に
つ
い
て
は
、
「
物
の
収
益
と
使
用
の
売
買
契
約
」
と
の
論
理
が
示
さ
れ
る

(HERN--E
少
U
-
ω
)
。

(
的
)
『
玄
件
、
目
。
∞
工
品
巾
円
E
N
'
H
)
℃
・
印
印
巾
昨
日
。
ポ
チ
エ
は
、
幹
線
道
路
に
面
し
て
い
た
建
物
を
旅
館
経
営
の
た
め
に
賃
借
し
た
と
こ
ろ
、
幹
線
道

路
が
変
更
さ
れ
、
顧
客
が
大
幅
に
減
少
し
た
、
と
い
う
例
を
挙
げ
て
家
賃
減
額
請
求
権
を
肯
定
す
る
。
他
方
、
賃
貸
借
契
約
締
結
時
に
は
近
隣

に
競
争
者
が
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
競
争
者
が
出
現
し
て
顧
客
が
減
少
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
賃
減
額
は
認
め
ら
れ
な
い
。
後
者
の
場

合
に
は
賃
貸
借
契
約
時
に
そ
の
よ
う
な
事
態
を
予
期
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ポ
チ
エ
の
立
論
は
、
事

情
変
更
原
則
の
フ
ラ
ン
ス
的
形
態
で
あ
る
不
予
見
理
論

(
Z
P
E『
お
己

Z
-
E刀
『
雪

5
5
ロ
)
の
先
駆
的
主
張
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

(
瑚
)
寸
同
c
-
U
F
O
Z
C
-
皇
、
言
、
き
た
へ
3
・
g
g巾
N
-

ロD
-
N
N
m

巾片山口同〈
J

H

}

・
ω
∞
巾
門
的
巳
〈

(肌
)
U
C
〈
何
回
。
-
何
回
温
室
、
3
・
s。町、へ
S
-
g
g巾
子
ロ
0

・H
印
「
司
-

H

印品

(
即
)
た
と
え
ば
、
ト
ロ
ロ
ン
は
、
デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
に
対
し
て
、
問
題
の
歴
史
的
沿
革
を
理
解
し
て
い
な
い
と
の
激
し
い
批
判
を
加
え
た
。

、『問。
T
F
O
Zの

-
s
y
p
ぎ
な
「
h
q
-
Zヨ巾
N
-

ロ
3
・。
mw
印l
。句、戸
U
a

品
ω叶
l

主
N

ま
た
、
オ
ブ
リ
と
ロ
ォ
は
、
立
法
者
の
見
解
は
異
な
る
と
い
う
言
い
方

で
デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
説
に
反
論
を
加
え
た
。
〉
己
田
宮
内
二

Cc-
袋、

s-
き
芯
ヘ
ピ
ト

2
2・H
)

・ω
0
・
E
C
R
(品)

(問
)
C
S
F
F
C
C
〉
閉
口
・
室
、
8
・
き
な
へ
匂
と

g
g巾
N・
E-
印
3
・
3
・
5
H
E
N
-
切
さ
ロ
ヨ
I
C
2
2
4
-
Z
何
回
日
開
巳
当

z
r
sミ
P
き
た
へ
~
s・
5
ω
叶

ω・司

同
∞
∞
一
戸
〉
Z
-
O
「
己
呂
田
雪
-
室
、
3
・き町内ヘ∞
N
ト円
O
B
m
E
・
g・
2
ω
・右・

3
ω
l
S
品
な
ど
参
照
。
ギ
ユ
ア

l
ル
は
、
「
賃
貸
借
契
約
の
実
定
的
性

格
を
厳
格
に
解
す
る
な
ら
ば
、
定
額
小
作
人
は
物
の
使
用
収
益
を
得
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
小
作
料
の
全
額
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
、
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

G
E
E
-
)
0
お
な
じ
く
「
笑
定
契
約
」
の
観
念
を
援
用
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
把
握
は
、
立
法
過
程

に
お
け
る
ジ
ョ
ベ

l
ル
の
そ
れ
(
注
(
肝
)
参
照
)
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

(
山
)
た
と
え
ば
、
〈
O

同「・の己
}
F
F
O
百戸問。・』耳・2h・

(
問
)
注
(
叫
)
参
照
。
な
お
、
そ
の
点
で
は
、
ギ
ユ
ア
|
ル
も
同
様
で
あ
る
。

(
雌
)
解
釈
論
的
に
は
、
一
七
二
二
条
の
滅
失
・
段
損
の
意
義
を
よ
り
厳
格
に
物
理
的
な
も
の
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
に

立
つ
典
型
的
な
論
者
と
し
て
、
回
〉
己
ロ
ヨ
-
E
2
2
d
z
何回目

2
君
主
「
伺
Hnvg-
き
た
ヘ
~
s
-
E
C
凹・

ωωαlωω
六百司・

5
叶

t
H
S・
g-
印N
P

司
N

コ
・
を
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説

挙
げ
て
お
く
。
滅
失
の
定
義
を
明
確
に
物
理
的
な
も
の
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
戦
争
に
つ
い
て
は
、
「
賃
借
入
の
立
退
を
強
制
し
た
出
来
事
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
不
動
産
は
無
傷
で
存
続
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
一
七
二
二
条
の
適
用
を
否
定
し
て
賃
料
減
額
を
認
め
な
い
。
な
お
、

岡
武
田
の
共
著
者
の
一
人
で
あ
る
ワ
l
ル
は
、
後
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
お
け
る
立
法
を
素
材
と
し
つ
つ
、
そ
の
考
え
方
を
よ
り
体
系
的
に

展
開
し
て
い
る
。

E
U
m『
門
を
〉
Z
F
-

皇
、
否
、
ぎ
な

3
3・
℃
。
。
品
市
片
山
口
2
・

論

5 

小
括

l

|
住
宅
賃
貸
借
の
法
構
造
の
特
質

以
上
、
概
説
的
に
で
は
あ
る
が
、
都
市
民
衆
に
直
接
に
か
か
わ
る
個
々
の
住
戸
を
対
象
と
す
る
低
家
賃
で
の
賃
貸
借
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、

一
九
世
紀
に
お
け
る
建
物
賃
貸
借
の
法
構
造
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

ょ、
7
。

① 
ま
ず

賃
貸
借
契
約
成
立
の
局
面
に
即
し
て
い
え
ば
、
と
り
わ
け
個
々
の
住
戸
を
対
象
と
す
る
低
家
賃
で
の
賃
貸
借
の
領
域
で
は
、
履

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

前
に
お
け
る
契
約
の
拘
束
力
の
弱
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

賃
借
入
の
入
居
、

た
し
か
に
、

法
律
上
の
原

家
賃
支
払
い
な
ど
)

則
と
し
て
は
、
賃
貸
借
契
約
は
諾
成
契
約
で
あ
り
、
当
事
者
の
合
意
の
み
で
拘
束
力
を
生
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
、
証
拠
法
上
の
例

外
に
よ
っ
て
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

口
頭
に
よ
る
低
家
賃
で
の
賃
貸
借
契
約
の
存
在
を
立
証
す
る
に
際
し
て
証
人
に
訴
え

る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
当
事
者
の
一
方
(
多
く
の
場
合
に
は
、
賃
貸
人
)

が
賃
貸
借
契
約
の
存
在
を
百
定
す

る
場
合
に
は
、
他
の
一
方
(
通
常
は
賃
借
入
)

が
そ
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
に
近
い
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
ド
ゥ

ニ
エ
・
ア
・
デ
ユ
ウ
」

の
授
受
が
あ
っ
た
場
合
に
一
定
の
地
域
慣
行
に
よ
っ
て
契
約
の
解
除
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
当
初
の
合
意

北法46(3・96)530



に
よ
る
契
約
の
拘
束
力
の
弱
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
、
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
口
頭
に
よ
る
低
家
賃
の
住
宅
賃
貸
借
は
、
あ
え

て
い
え
ば
、
現
実
の
履
行
(
目
的
物
の
引
渡
)

が
あ
っ
て
初
め
て
拘
束
力
を
認
め
ら
れ
る
要
物
契
約
的
な
性
格
を
強
く
帯
び
る
も
の
と
な
っ

て
い
た
υ

賃
貸
借
契
約
成
立
の
局
面
で
は
も
う
一
レ
白
…
、
右
の
類
型
の
賃
貸
借
関
係
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
の
交
渉
と
合
意
に
基
づ
い
て
契
約
関
係

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(1)

の
内
容
を
個
別
的
に
形
成
し
て
い
く
と
い
う
ケ

l
ス
が
ま
ず
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
こ
の
領
域
に
お
け
る
現
実
の
契
約
締
結
は
、

賃
借
入
に
よ
る
住
戸
の
訪
問
と
管
理
人
に
対
す
る
賃
借
の
申
込
み
、
管
理
人
に
よ
る
承
諾
と

「
ド
ゥ
ニ
エ
・
ア
・
デ
ユ
ウ
」

の
授
受
と
い
う

形
を
と
り
、
契
約
の
目
的
物
と
家
賃
水
準
に
つ
い
て
の
合
意
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
個
別
的
合
意
は
ま
ず
存

在
し
な
い
。
実
際
、
契
約
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
口
頭
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
契
約
関
係
の
特
性
に
応
じ
た
特
約
を
定
め
る
こ
と
は

ま
ず
な
か
っ
た
。
当
事
者
に
よ
る
自
律
的
法
形
成
能
力
は
著
し
く
弱
く
、

そ
の
結
果
、
こ
の
領
域
で
は
、
当
事
者
の
意
思
を
補
充
す
べ
き
民

法
典
の
諸
規
定
お
よ
び
地
域
慣
行
が
現
実
に
は
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

②
賃
貸
借
契
約
存
続
中
の
当
事
者
の
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
、
賃
借
入
の
使
用
権
限
の
観
点
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
契
約

終
了
時
の
原
状
返
還
義
務
を
中
心
に
、
賃
借
入
の
義
務
と
責
任
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
ま
ず
指
摘
し
う
る
。
実
際
、
賃
借
入
の
使

用
権
限
は
、
用
方
遵
守
義
務
と
善
良
な
家
父
と
し
て
の
使
用
義
務
を
中
心
に
厳
格
な
枠
を
桜
め
ら
れ
て
い
た
し
、

あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
変

更
・
改
良
等
の
自
由
も
、
あ
く
ま
で
原
状
で
の
返
還
義
務
の
範
閣
内
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
他
方
、
賃
借
物
の
滅
失
・
段
損
等
に
よ
っ
て
こ

の
原
状
返
還
義
務
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
入
に
厳
格
な
責
任
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
火
事
の
場
合
の
厳
格
責
任
は
、

そ
の
象
徴

北法46(3・97)531

的
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
賃
借
人
の
使
用
権
限
の
不
動
産
所
有
権
へ
の
従
属
が
顕
著
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
閲
し
て
は
、
住
宅
賃
貸
借
の
領
域
に
お
け
る
問
題
状
況
は
、
農
地
賃
貸
借
や
営
業
用
建
物
の
賃
貸
借
(
商
事
賃
貸

借
)
の
領
域
に
お
け
る
問
題
状
況
と
や
や
異
な
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
後
者
の
領
域
に
お
い
て
は
、



目見

前
述
の
よ
う
に
、
耕
作
の
自
由
、
営
業
活
動
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
右
の
よ
う
な
使
用
権
限
に
対
す
る
制
約
は
き
わ
め
て
重
大
な

経
格
と
な
る
。
し
か
し
、
住
宅
賃
貸
借
の
領
域
で
は
、
改
良
の
自
由
に
対
す
る
要
求
も
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
右
の
よ
う
な
制
約
が
あ
っ
て

苦手ι
E冊

も
、
住
宅
と
し
て
の
使
用
に
重
大
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

③
現
実
的
に
よ
り
重
要
な
問
題
点
は
、
賃
借
権
の
安
定
性
の
領
域
に
お
い
て
生
じ
た
。
た
し
か
に
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
お
け
る
賃
借
権

の
法
構
造
は
、

一
定
の
期
間
が
約
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
約
定
期
間
内
の
賃
借
権
の
安
定
性
は
比
較
的
よ
く
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
不
動
産
賃
借
権
に
つ
い
て
公
正
証
書
ま
た
は
確
定
日
付
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
対
抗
力
の
付
与
(
一
七
四
三
条
)

は
、
そ
の

た
め
の
最
も
重
要
な
法
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、

ロ
ー
マ
法
の
も
と
で
は
家
屋
賃
貸
借
に
つ
い
て
賃
貸
人
の
一
方
的
な
自
己
使
用
の
必
要
性
を

根
拠
と
す
る
取
戻
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り

(
F
o
-
K
E
巾
)
、
家
屋
賃
借
入
の
安
定
性
を
著
し
く
害
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法

典
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
た

(
一
七
六
一
条
)
。
そ
し
て
、
農
地
賃
貸
借
お
よ
び
営
業
用
建
物
賃
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
は
、
現
実
に
も
あ

る
程
度
長
期
の
期
間
が
約
定
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く

(
「
三
年
、
六
年
ま
た
は
九
年
を
予
定
し
て
」
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
っ
た
て

か
か
る
賃
借
権
の
安
定
性
を
確
保
す
る
性
質
の
規
定
は
、

そ
れ
な
り
に
意
味
を
持
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
住
宅
賃
貸
借
と
り
わ
け
こ
こ
で
主
と
し
て
想
定
し
て
い
る
都
市
民
衆
を
主
体
と
す
る
賃
貸
借
の
場
合
に
は
、
期
間
を
当
事
者
間

で
定
め
る
こ
と
は
ま
ず
な
く
、

そ
の
結
果
、
右
に
挙
げ
た
賃
借
権
の
安
定
性
を
確
保
す
る
性
質
の
規
定
の
意
味
も
、
大
き
く
減
殺
さ
れ
て
い

た
。
当
事
者
間
で
期
間
の
約
定
が
な
い
場
合
に
は
、
地
域
の
慣
行
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
地

域
の
慣
行
で
は
、
賃
貸
借
単
位
期
間
の
考
え
方
が
少
な
く
と
も
一
年
間
の
期
間
を
保
障
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
住
宅
問
題
の

観
点
か
ら
は
最
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
パ
リ
慣
行
は
、
こ
の
点
に
対
す
る
例
外
を
な
し
、
賃
貸
借
単
位
期
間
の
考
え
方
に
よ
っ
て
も
賃
借

人
は
三
カ
月
と
い
う
わ
ず
か
な
期
間
し
か
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
。

賃
貸
借
市
場
が
安
定
し
て
い
る
時
期
に
は
、
賃
貸
人
の
ほ
と
ん
ど
は
職
業
的
な
貸
し
主
で
一
定
の
家
賃
収
入
を
確
保
で
き
れ
ば
返
還
に
特
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に
利
益
を
見
い
だ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
短
期
の
期
間
保
障
し
か
な
く
て
も
、
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し

一
度
賃
貸
借
市
場
が
貸
し
手
市
場
に
転
化
す
る
と
、

か
か
る
制
度
的
あ
り
方
は
、
重
大
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、

家
賃
負
担
能
力
の
あ
る
者
を
賃
借
人
と
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
、
既
存
賃
借
入
に
対
す
る
解
約
申
入
れ
の
危
険
が
現
実
化
す
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
仮
に
直
接
の
立
退
請
求
を
導
か
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
期
間
保
障
の
欠
如
は
、
賃
貸
人
か
ら
短
期
間
で
の
家
賃
増
額
請
求
を

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業(I)

可
能
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
川
こ
こ
で
は
、
継
続
賃
料
が
市
場
賃
料
水
準
に
連
動
し
て
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
力
(
国

着
性
)

が
働
き
に
く
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
も
と
で
は
、
家
賃
の
決
定
は
、
あ
く
ま
で
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
。
旧
制
下
に
存
在
し
た
、
家
賃
決

定
の
自
由
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
歯
止
め
を
か
け
る
法
理
論
は
、

一
九
世
一
紀
の
経
済
自
由
主
義
の
も
と
で
は
お
よ
そ
忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な

」
の
よ
う
な
考
え
方
に
右
の
期
間
保
障
の
短
期
性
が
結
び
つ
く
と
き
、
市
場
の
論
理
が
直
接
的
に
個
々
の
賃
貸
借
契
約
に
貫
徹

し、っ
て、て
し、、し、
く、た

と

な
ろ

っ

第

帝
政
期
は

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
市
場
の
論
理
が
賃
料
水
準
に
直
接
的
に
貫
徹
し
、
高
家
賃
問
題
が
深
刻

に
提
起
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
提
起
さ
れ
る
改
革
要
求
、

さ
ら
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
時
期
か
ら
本
格
的
に
展
開
す
る

住
宅
賃
貸
借
特
別
法
制
は
、

ま
さ
に
こ
の
問
題
へ
の
対
処
を
中
心
課
題
と
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

④
最
後
に
、

不
可
抗
力
に
よ
る
収
益
剥
奪
な
ど
の
ケ

l
ス
に
お
け
る
家
賃
減
額
請
求
権
の
領
域
に
お
い
て
は
、

住
宅
賃
貸
借
の
領
域
で
は

珍
し
く
一
九
世
紀
中
に
顕
著
な
理
論
の
展
開
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

単
に
家
賃
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
賃
貸
借
契
約
の
理
論
的
把
握
自
体
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
給
付
関
係
の
抽
象
的
把
握
の
進
展
で
あ
る
。

か
か
わ
る
理
論
の
展
開
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
向
を
一
一
言
で
い
え
ば
、

一
九
世
紀
の
前
半
期
に
は
、
賃
貸
借
契
約
(
特
に
定
額
小
作
契
約
)
H
果
実
の
売
買
と
い
う
旧
制
以
来
の
伝
統
的
賃
貸
借
契
約
把
握
も
有

力
で
あ
り
、
こ
の
把
握
の
も
と
で
広
く
賃
料
減
額
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
把
握
は
ま
も
な
く
否
定
さ
れ
、
賃

貸
借
契
約
は
賃
料
支
払
い
と
使
用
収
益
の
供
与
が
対
価
関
係
に
立
つ
契
約
と
の
把
掘
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
こ
の

よ
り
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自覚

使
用
収
益
の
供
与
に
つ
い
て
も
日
々
の
現
実
の
も
の
で
は
な
く
、
契
約
当
初
の
時
点
で
の
引
渡
で
足
り
る
と
い
う
把
搭
が
提
示
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。

'fh. 
長岡

か
か
る
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
給
付
関
係
の
抽
象
的
把
梶
が
進
展
す
る
と
、

そ
れ
に
伴
っ
て
家
賃
減
額
請
求
権
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
そ

れ
だ
け
縮
減
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
賃
借
入
の
具
体
的
使
用
収
盃
活
動
の
あ
り
方
(
「
果
実
L

を
現
実
に
取
得
し
え
た
か
、
現
実
の
使

が
、
法
的
評
価
の
対
象
外
に
放
逐
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
給
付
関
係
の
抽
象
的
把
握
自
体
は
、
賃
貸
借
契
約

用
収
益
を
な
し
え
た
か
:
・
:
・
)

の
法
的
把
握
に
お
け
る
近
代
的
論
理
の
進
展
と
評
価
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
賃
借
入
の
利
益
と
対
立
す
る

形
で
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
住
宅
賃
貸
借
特
別
法
制
展
開
過
程
に
お
け
る
、
先
に
挙
げ
た
家
賃
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
並

ぶ
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
課
題
は
、
こ
の
問
題
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
先
立
つ
普
仏
戦
争
時
の
家
賃
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
措
置

の
事
後
処
理
問
題
の
中
で
も
、
こ
の
問
題
が
深
刻
な
形
で
争
わ
れ
る
ご
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
住
宅
賃
貸
借
の
領
域
に
お
い
て
、
最
初
に
問
題
が
噴
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
の
実
施
と
家
賃
の
急
激
な
上
昇
で
あ
っ
た
。

以
下ご

そ
の
分
析
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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